
容器包装リサイクル法および関連法令集

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和⼆⼗六年⼗⼆⽉⼆⼗七⽇厚⽣省令第五⼗⼆
号）（抄）

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令を次のように定める。
第⼀条 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする⾷品（以下「乳等」という。）に

関し、⾷品衛⽣法 （昭和⼆⼗⼆年法律第⼆百三⼗三号。以下「法」という。）
第五条 に規定する疾病、法第七条第⼀項 に規定する成分規格及び製造等の⽅法
の基準、法第七条の三第⼆項 （同条第四項 において準⽤する場合を含む。）に
規定する総合衛⽣管理製造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその衛⽣管理の⽅法
の基準並びに同条第三項 （同条第四項 において準⽤する場合を含む。）に規定
する承認の申請⼿続、法第⼗条第⼀項 に規定する器具若しくは容器包装⼜はこ
れらの原材料の規格及び製造⽅法の基準並びに法第⼗⼀条 に規定する表⽰を⾏
うべき⾷品及び表⽰の要領については、この省令の定めるところによる。ただ
し、組換えＤＮＡ技術（酵素等を⽤いた切断及び再結合の操作によつて、ＤＮ
Ａをつなぎ合わせた組換えＤＮＡ分⼦を作製し、それを⽣細胞に移⼊し、か
つ、増殖させる技術をいう。）を応⽤した乳等の成分規格、製造の⽅法の基準
及び表⽰の基準、保健機能⾷品（⾷品衛⽣法施⾏規則 （昭和⼆⼗三年厚⽣省令
第⼆⼗三号。以下「規則」という。）第五条第⼀項第三号 に規定する保健機能
⾷品をいう。）の成分規格及び表⽰の基準、添加物の成分規格及び製造等の⽅
法の基準並びに器具若しくは容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造の⽅
法の基準については、この省令に定めるもののほか、規則 及び⾷品、添加物等
の規格基準（昭和三⼗四年厚⽣省告⽰第三百七⼗号）の定めるところによる。

 
第⼆条 この省令において「乳」とは、⽣乳、⽜乳、特別⽜乳、⽣⼭⽺乳、殺菌⼭⽺

乳、⽣めん⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳及び加⼯乳をいう。
 

2 この省令において「⽣乳」とは、さく取したままの⽜の乳をいう。
 

3 この省令において「⽜乳」とは、直接飲⽤に供する⽬的⼜はこれを原料とした
⾷品の製造若しくは加⼯の⽤に供する⽬的で販売（不特定⼜は多数の者に対す
る販売以外の授与を含む。以下同じ。）する⽜の乳をいう。

 
4 この省令において「特別⽜乳」とは、⽜乳であつて特別⽜乳として販売するも

のをいう。
 

5 この省令において「⽣⼭⽺乳」とは、さく取したままの⼭⽺乳をいう。
 



6 この省令において「殺菌⼭⽺乳」とは、直接飲⽤に供する⽬的で販売する⼭⽺
乳をいう。

 
7 この省令において「⽣めん⽺乳」とは、搾取したままのめん⽺乳をいう。

 
8 この省令において「成分調整⽜乳」とは、⽣乳から乳脂肪分その他の成分の⼀

部を除去したものをいう。
 

9 この省令において「低脂肪⽜乳」とは、成分調整⽜乳であつて、乳脂肪分を除
去したもののうち、無脂肪⽜乳以外のものをいう。

 
10 この省令において「無脂肪⽜乳」とは、成分調整⽜乳であつて、ほとんどすべ

ての乳脂肪分を除去したものをいう。
 

11 この省令において「加⼯乳」とは、⽣乳、⽜乳若しくは特別⽜乳⼜はこれらを
原料として製造した⾷品を加⼯したもの（成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪
⽜乳、はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）をいう。

 
12 この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チー

ズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖
脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウ
ダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダ
ー、加糖粉乳、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％以上
を含むものに限る。）及び乳飲料をいう。

 
13 この省令において「クリーム」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳から乳脂肪分以

外の成分を除去したものをいう。
 

14 この省令において「バター」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳から得られた脂肪
粒を練圧したものをいう。

 
15 この省令において「バターオイル」とは、バター⼜はクリームからほとんどす

べての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。
 

16 この省令において「チーズ」とは、ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをい
う。

 
17 この省令において「ナチユラルチーズ」とは、次のものをいう。



⼀ 乳、バターミルク（バターを製造する際に⽣じた脂肪粒以外の部分をいう。
以下同じ。）、クリーム⼜はこれらを混合したもののほとんどすべて⼜は⼀
部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の⼀部
を除去したもの⼜はこれらを熟成したもの

⼆ 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作⽤を含む
製造技術を⽤いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学
的、物理的及び官能的特性を有するもの

 
18 この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチユラルチーズを粉砕し、加熱

溶融し、乳化したものをいう。
 

19 この省令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌ではつ酵させ、⼜は乳に酵
素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。

 
20 この省令において「アイスクリーム類」とは、乳⼜はこれらを原料として製造

した⾷品を加⼯し、⼜は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固
形分三・〇％以上を含むもの（はつ酵乳を除く。）をいう。

 
21 この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であつてアイス

クリームとして販売するものをいう。
 

22 この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であつてアイスミ
ルクとして販売するものをいう。

 
23 この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であつてラクトア

イスとして販売するものをいう。
 

24 この省令において「濃縮乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳を濃縮したものを
いう。

 
25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳から乳脂肪分

を除去したものを濃縮したものをいう。
 

26 この省令において「無糖れん乳」とは、濃縮乳であつて直接飲⽤に供する⽬的
で販売するものをいう。

 
27 この省令において「無糖脱脂れん乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲⽤に供

する⽬的で販売するものをいう。
 



28 この省令において「加糖れん乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳にしよ糖を加
えて濃縮したものをいう。

 
29 この省令において「加糖脱脂れん乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳の乳脂肪

分を除去したものにしよ糖を加えて濃縮したものをいう。
 

30 この省令において「全粉乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳からほとんどすべ
ての⽔分を除去し、粉末状にしたものをいう。

 
31 この省令において「脱脂粉乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳の乳脂肪分を除

去したものからほとんどすべての⽔分を除去し、粉末状にしたものをいう。
 

32 この省令において「クリームパウダー」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳の乳脂
肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての⽔分を除去し、粉末状に
したものをいう。

 
33 この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌ではつ酵させ、⼜は乳

に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての⽔分を除去し、粉
末状にしたものをいう。

 
34 この省令において「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵

させ、⼜は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものから
ほとんどすべての⽔分を除去し、粉末状にしたものをいう。

 
35 この省令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんど

すべての⽔分を除去し、粉末状にしたものをいう。
 

36 この省令において「加糖粉乳」とは、⽣乳、⽜乳⼜は特別⽜乳にしよ糖を加え
てほとんどすべての⽔分を除去し、粉末状にしたもの⼜は全粉乳にしよ糖を加
えたものをいう。

 
37 この省令において「調製粉乳」とは、⽣乳、⽜乳若しくは特別⽜乳⼜はこれら

を原料として製造した⾷品を加⼯し、⼜は主要原料とし、これに乳幼児に必要
な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。

 
38 この省令において「はつ酵乳」とは、乳⼜はこれと同等以上の無脂乳固形分を

含む乳等を乳酸菌⼜は酵⺟ではつ酵させ、糊状⼜は液状にしたもの⼜はこれら
を凍結したものをいう。

 



39 この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌⼜は酵⺟ではつ酵させた
ものを加⼯し、⼜は主要原料とした飲料（はつ酵乳を除く。）をいう。

 
40 この省令において「乳飲料」とは、⽣乳、⽜乳若しくは特別⽜乳⼜はこれらを

原料として製造した⾷品を主要原料とした飲料であつて、第⼆項から第⼗項ま
で及び第⼗⼆項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。

 
第三条 乳等に関し、法第五条 に規定する疾病、法第七条第⼀項 に規定する成分規格及

び製造等の⽅法の基準、法第七条の三第⼆項 （同条第四項 において準⽤する場
合を含む。）に規定する総合衛⽣管理製造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその
衛⽣管理の⽅法の基準並びに法第⼗条第⼀項 に規定する器具若しくは容器包装
⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準については、別表に定めるとこ
ろによる。

 
第四条 乳等の法第七条の三第⼀項 の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書

を厚⽣労働⼤⾂に提出することによつて⾏うものとする。
⼀ 申請者の住所、⽒名及び⽣年⽉⽇（法⼈にあつては、その名称、主たる事務

所の所在地及び代表者の⽒名）
⼆ 製品の種類
三 乳処理場、特別⽜乳搾取処理場⼜は乳製品製造所の名称及び所在地
四 製品の総合衛⽣管理製造過程の⼤要

 
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

⼀ 別表の三 乳等の総合衛⽣管理製造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその衛⽣
管理の⽅法の基準の部(⼀)から(六)までに規定する⽂書

⼆ 別表の三 乳等の総合衛⽣管理製造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその衛⽣
管理の⽅法の基準の部(⼆)の（２）の措置の効果に関する資料

三 別表の三 乳等の総合衛⽣管理製造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその衛⽣
管理の⽅法の基準の部(五)に規定する⽂書に基づく製品等の試験の成績に関
する資料

 
第五条 乳等の法第七条の三第四項 の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書を厚⽣労働⼤⾂に提出することによつて⾏うものとする。
⼀ 前条第⼀項第⼀号から第四号までに掲げる事項
⼆ 現に受けている承認の番号及びその年⽉⽇

 
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

⼀ 前条第⼆項第⼀号の⽂書及び同項第⼆号の資料のうち、変更しようとする事
項に係るもの（同項第⼀号の⽂書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を



明⽰すること。）
⼆ 前条第⼆項第三号の資料

 
第六条 削除
 
第七条 乳等は法第⼗⼀条 の規定により表⽰を⾏うべき⾷品とする。ただし、輸出する

ものにあつてはこの限りでない。
 

2 前項の表⽰は、次に掲げる事項を容器包装（容器包装が⼩売のために包装され
ている場合は、当該包装）を開かないでも容易に⾒ることができるように当該
容器包装⼜は包装の⾒やすい場所に記載して⾏わなければならない。
⼀ ⽣乳、⽣⼭⽺乳及び⽣めん⽺乳

⽣乳、⽣⼭⽺乳⼜は⽣めん⽺乳である旨及びジヤージー種の⽜から搾取した
ものにあつてはその旨

⼆ 乳（⽣乳、⽣⼭⽺乳及び⽣めん⽺乳を除く。以下この号において同じ。）
イ 種類別
ロ 殺菌温度及び時間（殺菌しない特別⽜乳にあつてはその旨）
ハ 加⼯乳にあつては、主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪

分の重量百分率
ニ 低脂肪⽜乳にあつては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
ホ 定められた⽅法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳

にあつては、消費期限（定められた⽅法により保存した場合において、腐
敗、変敗その他の劣化に伴い安全性を⽋くこととなるおそれがないと認め
られる期限を⽰す年⽉⽇をいう。以下同じ。）である旨の⽂字を冠したそ
の年⽉⽇及びその他の乳（常温保存可能品（⽜乳、成分調整⽜乳、低脂肪
⽜乳、無脂肪⽜乳、脱脂乳、加⼯乳⼜は乳飲料のうち、連続流動式の加熱
殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したも
のであつて、⾷品衛⽣上摂⽒⼗度以下で保存することを要しないと厚⽣労
働⼤⾂が認めたものをいう。以下同じ。）を除く。）にあつては、賞味期
限（定められた⽅法により保存した場合において、期待されるすべての品
質の保持が⼗分に可能であると認められる期限を⽰す年⽉⽇をいう。ただ
し、当該期限を超えた場合であつても、これらの品質が保持されているこ
とがあるものとする。以下同じ。）である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇

へ 保存の⽅法（別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法
の基準の部(⼆) ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜
乳、無脂肪⽜乳、脱脂乳及び加⼯乳の成分規格並びに製造及び保存の⽅法
の基準の款の規定により保存の⽅法の基準が定められた乳にあつては、そ
の基準に合う保存の⽅法）

ト 常温保存可能品にあつては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存
した場合における賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇



チ 乳処理場（特別⽜乳にあつては特別⽜乳搾取処理場。第⼋項において同
じ。）の所在地及び乳処理業者（特別⽜乳にあつては特別⽜乳搾取処理業
者。第⼋項において同じ。）の⽒名（法⼈にあつてはその名称）

三 乳製品
イ 種類別（チーズにあつてはナチユラルチーズ⼜はプロセスチーズの別、ア

イスクリーム類にあつてはアイスクリーム、アイスミルク⼜はラクトアイ
スの別）並びにクリーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダ
ー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー及び乳酸菌飲料にあつては乳製品であ
る旨

ロ ⽜以外の動物の乳を原料として製造したナチユラルチーズにあつては、当
該動物の種類

ハ クリーム及びクリームパウダーにあつては、含まれる乳脂肪分の重量百分
率

ニ アイスクリーム類、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料にあつては、含まれ
る無脂乳固形分及び乳脂肪分（乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあつて
は、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分）の重量百分
率

ホ 加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、加糖粉乳⼜は調製粉乳にあつては、その主
要な混合物の名称及びその重量百分率

へ チーズ、アイスクリーム類、はつ酵乳、乳酸菌飲料⼜は乳飲料にあつて
は、その主要な混合物の名称

ト 添加物（栄養強化の⽬的で使⽤されるもの、加⼯助剤（⾷品の加⼯の際に
添加される物であつて、当該⾷品の完成前に除去されるもの、当該⾷品の
原材料に起因してその⾷品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、
かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの⼜は当該⾷品
中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該⾷品に及ぼさ
ないものをいう。）及びキャリーオーバー（⾷品の原材料の製造⼜は加⼯
の過程において使⽤され、かつ、当該⾷品の製造⼜は加⼯の過程において
使⽤されない物であつて、当該⾷品中には当該物が効果を発揮することが
できる量より少ない量しか含まれていないものをいう。）を除く。以下ト
及び次号ニにおいて同じ。）であつて規則 別表第五の中欄に掲げる物と
して使⽤されるものを含む乳製品にあつては、当該添加物を含む旨及び同
表当該下欄に掲げる表⽰並びにその他の添加物を含む乳製品にあつては、
当該添加物を含む旨

チ 乳以外の特定原材料（規則第五条第⼀項第⼀号 トに規定する特定原材料
をいう。以下同じ。）を原材料として含む乳製品（抗原性が認められない
ものを除く。）にあつては、当該特定原材料を原材料として含む旨

リ 乳以外の特定原材料に由来する添加物（抗原性が認められないもの及び⾹
料を除く。次号ヘにおいて同じ。）を含む乳製品にあつては、当該添加物
を含む旨及び当該乳製品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨



ヌ アスパルテームを含む乳製品にあつては、Ｌ―フエニルアラニン化合物を
含む旨

ル 殺菌した乳酸菌飲料にあつては、その旨
ヲ 定められた⽅法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳

製品にあつては、消費期限である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇及びその他
の乳製品（常温保存可能品を除く。）にあつては、賞味期限である旨の⽂
字を冠したその年⽉⽇

ワ 保存の⽅法（別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法
の基準の部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準の款
の規定により保存の⽅法の基準が定められた乳製品にあつては、その基準
に合う保存の⽅法）

カ 常温保存可能品にあつては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存
した場合における賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇

ヨ 製造所（輸⼊品にあつては輸⼊業者の営業所）の所在地及び製造業者（輸
⼊品にあつては輸⼊業者）の⽒名（法⼈にあつてはその名称）

四 乳⼜は乳製品を主要原料とする⾷品
イ 名称⼜は商品名（乳酸菌飲料にあつてはその旨）
ロ 乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨⼜

は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも⼀つを含む
旨

ハ 含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分（乳脂肪分以外の脂肪分を含むものに
あつては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分）の重
量百分率

ニ 添加物であつて規則 別表第五の中欄に掲げる物として使⽤されるものを
含む⾷品にあつては、当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表⽰
並びにその他の添加物を含む⾷品にあつては、当該添加物を含む旨

ホ 乳以外の特定原材料を原材料として含む加⼯⾷品（当該加⼯⾷品を原材料
とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。）にあつては、当
該特定原材料を原材料として含む旨

へ 乳以外の特定原材料に由来する添加物を含む⾷品にあつては、当該添加物
を含む旨及び当該⾷品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨

ト アスパルテームを含む⾷品にあつては、Ｌ―フエニルアラニン化合物を含
む旨

チ 定められた⽅法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳
酸菌飲料にあつては、消費期限である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇及びそ
の他の乳酸菌飲料にあつては、賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉
⽇

リ 乳酸菌飲料にあつては、保存の⽅法
ヌ 製造所（輸⼊品にあつては輸⼊業者の営業所）の所在地及び製造業者（輸

⼊品にあつては輸⼊業者）の⽒名（法⼈にあつてはその名称）



 
3 前項に掲げる事項の表⽰は、邦⽂をもつて、当該⾷品を⼀般に購⼊し、⼜は使

⽤する者が読みやすく、理解しやすいような⽤語により正確に⾏わなければな
らない。

 
4 第⼆項第⼆号イに掲げる事項の表⽰は⼀〇・五ポイント活字以上、同項第三号

イに掲げる事項の表⽰ははつ酵乳及び乳酸菌飲料にあつては⼋ポイント活字以
上、その他の乳製品にあつては⼀四ポイント活字以上、同項第四号イに掲げる
事項の表⽰（乳酸菌飲料に係るものに限る。）は⼋ポイント活字以上の⼤きさ
の字体で⾏わなければならない。

 
5 第⼆項の規定にかかわらず、製造⼜は加⼯の⽇から賞味期限までの期間が三⽉

を超える場合にあつては、賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉の表⽰を
もつて賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇の表⽰に代えることができ
る。

 
6 第⼆項の規定にかかわらず、消費期限⼜は賞味期限である旨の⽂字を冠したそ

の年⽉⽇（以下この項において「期限」という。）及びその保存の⽅法の表⽰
は、乳（⽣乳、⽣⼭⽺乳及び⽣めん⽺乳を除く。）、クリーム、はつ酵乳、乳
酸菌飲料及び乳飲料のうち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓
した容器に収められたものにあつては、期限の⽇の記載をもつて、期限に代え
ることができ、アイスクリーム類にあつては、期限及びその保存の⽅法を省略
することができる。
⼀ 第⼀位の字は⻄暦年で表した当該⾷品の期限の年の末尾のアラビア数字
⼆ 第⼆位の字は当該⾷品の期限の⽉を表したアラビア数字（⼗⽉、⼗⼀⽉⼜は

⼗⼆⽉にあつては、それぞれローマ字の「Ｏ」、「Ｙ」⼜は「Ｚ」とす
る。）

三 第三位及び第四位の字は当該⾷品の期限の⽇を表したアラビア数字（期限の
⽇が⼀けたの場合は、第三位の字は「０」とする。）

 
7 乳製品（常温保存可能品を除く。）及び乳酸菌飲料にあつては、第⼆項第三号

ワ及び同項第四号リの規定にかかわらず、常温で保存する旨の表⽰について
は、これを省略することができる。

 
8 第⼆項の規定にかかわらず、乳処理場⼜は製造所の所在地の表⽰は、乳処理業

者⼜は製造業者の住所及び乳処理業者⼜は製造業者が厚⽣労働⼤⾂に届け出た
乳処理場⼜は製造所の固有の記号（アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは
⽚仮名⼜はこれらの組合せによるものに限る。）の記載をもつてこれに代える
ことができる。

 



9 第⼆項第三号ト及び同項第四号ニの規定にかかわらず、添加物を含む旨の表⽰
は、⼀般に広く使⽤されている名称を有する添加物にあつては、その名称をも
つて、規則 別表第五の四の上欄に掲げる物として使⽤される添加物を含む⾷品
にあつては、同表当該下欄に掲げる表⽰をもつて、これに代えることができ
る。

 
10 第⼆項第三号ト及び同項第四号ニの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

にあつては、それぞれ当該各号に掲げる表⽰を省略することができる。
⼀ 添加物を含む旨の表⽰中「⾊」の⽂字を含む場合 着⾊料⼜は合成着⾊料
⼆ 添加物を含む旨の表⽰中「増粘」の⽂字を含む場合 増粘剤⼜は糊料

 
11 第⼆項第三号チ及びリ並びに第四号ホ及びヘの規定にかかわらず、特定原材料

（乳を除く。以下この項において同じ。）を原材料とする乳製品⼜は乳若しく
は乳製品を主要原料とする⾷品であつて、その名称が特定原材料を原材料とし
て含むことが容易に判別できるものにあつては当該特定原材料を原材料として
含む旨の表⽰を省略することができ、特定原材料を原材料とする加⼯⾷品であ
つて、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるもの
（以下この項において「特定加⼯⾷品」という。）を原材料とする乳製品⼜は
乳若しくは乳製品を主要原料とする⾷品にあつては特定原材料を原材料として
含む旨の表⽰は、当該特定加⼯⾷品を原材料として含む旨の表⽰をもつて、こ
れに代えることができ、特定原材料に由来する添加物を含む乳製品⼜は乳若し
くは乳製品を主要原料とする⾷品であつて、当該特定原材料⼜は当該特定原材
料を原材料とする特定加⼯⾷品を原材料として含む旨を表⽰しているもの及び
その名称が当該特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものに
あつては当該乳製品⼜は乳若しくは乳製品を主要原料とする⾷品に含まれる添
加物が当該特定原材料に由来する旨の表⽰を省略することができる。

 
12 第⼆項の規定にかかわらず、同項第三号⼜は第四号に掲げる事項（同項第三号

イ及びヨ⼜は第四号イ及びヌに掲げる事項を除く。）の表⽰は、⼀の授受の単
位につき⼗個以上の容器包装に収められた乳製品⼜は乳若しくは乳製品を主要
原料とする⾷品のうち原料⽤に使⽤されるものを⾷品衛⽣法施⾏令 （昭和⼆⼗
⼋年政令第⼆百⼆⼗九号）第五条第三号 に規定する菓⼦製造業、同条第七号 に
規定する乳製品製造業、同条第⼗号 に規定する⾷⾁製品製造業、同条第⼗三号
に規定する⿂⾁ねり製品製造業、同条第⼗五号 に規定する清涼飲料⽔製造業、
同条第⼗六号 に規定する乳酸菌飲料製造業⼜は同条第⼆⼗⼋号 に規定するそう
ざい製造業の許可を受けた者に販売する場合にあつては、送り状への記載をも
つて、容器包装への記載に代えることができる。この場合において、当該⾷品
を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に⾒ることができるように当
該容器包装の⾒やすい場所に記載するとともに、第⼆項第三号イ及びヨ⼜は第
四号イ及びヌに掲げる事項、当該記号並びに購⼊者の⽒名及び住所（法⼈にあ
つては、その名称及び主たる事務所の所在地）を当該送り状に記載しなければ
ならない。



 
13 第五項及び第七項から第⼗項までの規定は、前項の規定により第⼆項第三号⼜

は第四号に掲げる事項を送り状に記載する場合について準⽤する。

● 附則抄

1 この省令は、昭和⼆⼗七年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
 

2 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令（昭和⼆⼗五年⼗⽉厚⽣
省令第五⼗⼋号）は、廃⽌する。

 
4 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第⼆条第四項第⼗⼀号、

第四条⼜は別表三乳等の製造⼜は保存に関するその他の基準第七号の規定によ
り厚⽣⼤⾂⼜は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第⼆条
第⼗七項、第四条第⼆項⼜は別表三乳等の製造⼜は保存に関するその他の基準
第五号の規定により、厚⽣⼤⾂⼜は都道府県知事の承認を受けたものとみな
す。

● 附則（昭和三〇年⼋⽉三〇⽇厚⽣省令第⼀五号）

この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（昭和三三年六⽉三〇⽇厚⽣省令第⼀七号） 抄

（施⾏期⽇）
1 この省令中第⼀条及び附則第⼆項から第六項までの規定は公布の⽇から、第⼆

条並びに附則第七項及び第⼋項の規定は昭和三⼗三年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。
 
（経過規定）

5 この省令による改正前の別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造及び保存の⽅法
の基準の部(四) 乳等の製造⼜は保存の⽅法に関するその他の基準の款(2)の⼆
の規定によつて承認を受けた調製粉乳に係る栄養素⼜は無糖れん乳、加糖れん
乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳若しくは加糖粉乳に係るもの若しくは
調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従
い、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の別表の
⼆ 乳等の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準の部(四) 乳等の製造⼜は
保存の⽅法に関するその他の基準の款(2)の⼆本⽂の規定⼜は同款(2)の⼆ただ
し書の規定による厚⽣⼤⾂の承認を受けたものとみなす。

● 附則（昭和三四年⼀⼆⽉⼆⼋⽇厚⽣省令第三⼋号）抄

（施⾏期⽇）



1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第七条第⼆項第四号の改正規定
中アイスクリームの標⽰に関する部分については昭和三⼗五年七⽉⼀⽇から施
⾏する。

 
（経過規定）

2 この省令による改正後の第七条第⼆項第三号のニに掲げる製造所の所在地につ
き、この省令による改正前の同条第四項の規定により厚⽣⼤⾂の承認を得た符
号による標⽰⼜は⾷品衛⽣法施⾏規則の⼀部を改正する省令（昭和三⼗四年厚
⽣省令第三⼗七号）による改正前の⾷品衛⽣法施⾏規則（昭和⼆⼗三年厚⽣省
令第⼆⼗三号）第五条第⼀項ただし書の規定により厚⽣⼤⾂の定める基準によ
つた標⽰は、この省令による改正後の第七条第五項の規定によつた標⽰とみな
す。

● 附則（昭和三五年七⽉⼀⼆⽇厚⽣省令第⼆⼀号）

この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（昭和三六年六⽉⼆⼋⽇厚⽣省令第⼆九号）抄

（施⾏期⽇）
1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（昭和三九年⼀⽉⼋⽇厚⽣省令第⼀号）抄

1 この省令は、昭和三⼗九年⼆⽉⼀⽇から施⾏する。
 

2 この省令の施⾏の際現にこの省令による改正前の第四条第三項⼜は第六条第⼆
項の規定による厚⽣⼤⾂の承認を受けている者は、この省令による改正後の別
表の三 乳等の器具⼜は容器包装の規格及び製造⽅法の基準の部(⼆) 乳等の容
器包装の規格及び製造⽅法の基準の款(1)の３⼜は(2)の２の規定による承認を
受けている者とみなす。

● 附則（昭和三九年五⽉⼆七⽇厚⽣省令第⼆三号）

この省令は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第七条第⼆項第四号の改正規定及び別表の
⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部(四) 乳等を主要原料と
する⾷品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款の(2)の改正規定中「乳成分」を「乳
脂肪分」に改める部分は、公布の⽇から起算して六箇⽉を経過した⽇から施⾏する。

● 附則（昭和四三年七⽉三〇⽇厚⽣省令第三⼆号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（昭和四四年九⽉⼆九⽇厚⽣省令第三⼀号）抄



1 この省令は、昭和四⼗五年四⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（昭和四六年四⽉⼆三⽇厚⽣省令第⼀四号）抄

1 この省令は、昭和四⼗六年六⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（昭和四七年四⽉⼀七⽇厚⽣省令第⼀四号）

この省令は、昭和四⼗七年七⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（昭和四⼋年三⽉三⼀⽇厚⽣省令第⼀三号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。ただし、濃縮乳以外の乳等に係る別表の
⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部(五) 乳等の製
造⼜は保存の⽅法に関するその他の基準の款(1)及び(2)の改正規定は昭和四⼗
⼋年⼗⽉⼀⽇から、濃縮乳以外の乳等に係る同部(七) 乳等の成分規格の試験法
の款(1)、(2)及び(3)の改正規定は昭和四⼗⼋年五⽉⼀⽇から施⾏する。

 
2 昭和四⼗⼋年九⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される乳等に係

る表⽰については、改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による
ことができる。

● 附則（昭和五四年四⽉⼀六⽇厚⽣省令第⼀七号）抄

1 この省令は、昭和五⼗四年四⽉⼗六⽇から施⾏する。
 

2 昭和五⼗五年三⽉三⼗⼀⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される部分脱
脂乳、加⼯乳、クリーム、アイスクリーム類、ナチユラルチーズ、プロセスチ
ーズ、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳⼜は乳製品を主要原料
とする⾷品（乳酸菌飲料を除く。）に係る表⽰については、この省令による改
正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 
3 昭和五⼗四年七⽉⼗五⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊されるバターオ

イル、濃縮ホエイ、脱脂濃縮乳、無糖脱脂れん乳、クリームパウダー、ホエイ
パウダー、バターミルクパウダー及び調製粉乳の表⽰、成分規格並びに製造及
び保存の⽅法の基準については、この省令による改正後の第七条並びに別表の
⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の項(三) 乳製品の
成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準の款及び(五) 乳等の製造⼜は保存の
⽅法に関するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によること
ができる。ただし、調製粉乳の表⽰については、前項の規定による。

 
4 この省令の施⾏の際限にこの省令による改正前の別表の⼆ 乳等の成分規格並

びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の項(五) 乳等の製造⼜は保存の⽅法に関
するその他の基準の款(2)の⼆本⽂後段の規定により厚⽣労働⼤⾂の承認を受け



た調製粉乳⼜は特殊調製粉乳に係る栄養素⼜は添加物については、当該承認に
よる混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後
の別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の項(五) 
乳等の製造⼜は保存の⽅法に関するその他の基準の款(4)の規定による厚⽣労働
⼤⾂の承認を受けたものとみなす。

 
5 この省令の施⾏の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具⼜は容

器包装の規格及び製造⽅法の基準の項(⼆) 乳等の容器包装の規格及び製造⽅法
の基準の款(1)の３の規定による⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、脱脂乳、加⼯乳
及びクリームのポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加⼯紙製容器包装並
びにはつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のポリエチレン製容器包装、ポリエチレ
ン加⼯紙製容器包装、⾦属かん、合成樹脂加⼯アルミニウム箔で密栓するポリ
エチレン加⼯紙製容器包装及び合成樹脂加⼯アルミニウム箔で密栓するポリエ
チレン製容器包装に係る厚⽣⼤⾂の承認は、この省令による改正後の別表の三 
乳等の器具若しくは容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準の
項(⼆) 乳等の容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準の款(1)
の１及び２の規定にかかわらず、昭和五⼗四年⼗⽉⼗五⽇までは、なおその効
⼒を有する。

 
6 昭和五⼗四年⼗⽉⼗五⽇までに製造され⼜は輸⼊される無糖脱脂れん乳の容器

包装については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器
包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準の項(⼆) 乳等の容器包装⼜
はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準の款(2)の規定にかかわらず、なお
従前の例によることができる。

 
7 この省令の施⾏の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具⼜は容

器包装の規格及び製造⽅法の基準の項(⼆) 乳等の容器包装の規格及び製造⽅法
の基準の款(2)の２の規定による特殊調製粉乳の容器包装に係る厚⽣労働⼤⾂の
承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若
しくは容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準の項(⼆) 乳等の
容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準の款(2)の２の規定によ
る調製粉乳の容器包装に係る厚⽣労働⼤⾂の承認を受けたものとみなす。

● 附則（昭和五⼋年⼋⽉⼆⼆⽇厚⽣省令第三五号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 

2 この省令による改正前の別表の三 乳等の器具⼜は容器包装の規格及び製造⽅
法の基準の部(⼆)乳等の容器包装の規格及び製造⽅法の基準の款(2)の２の規定
による調製粉乳の容器包装に係る厚⽣⼤⾂の承認は、この省令による改正後の
別表の三 乳等の器具若しくは容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅
法の基準の部(⼆) 乳等の容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基



準の款(2)の規定にかかわらず、昭和五⼗九年⼆⽉⼆⼗⼀⽇までは、なおその効
⼒を有する。

● 附則（昭和五⼋年⼋⽉⼆七⽇厚⽣省令第三七号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 

2 ⾷品衛⽣法施⾏規則の⼀部を改正する省令（昭和五⼗⼋年厚⽣省令第三⼗六
号）による改正前の⾷品衛⽣法施⾏規則別表第五の上欄に掲げる添加物を含む
⾷品で、平成三年六⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊されるもの
の表⽰については、この省令による改正後の第七条第⼆項第三号ヘ及び同項第
四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

● 附則（昭和六〇年七⽉⼋⽇厚⽣省令第⼆九号）

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 

2 昭和六⼗⼀年六⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される⽜乳、特
別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加⼯乳、クリーム、ナチユラルチ
ーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳⼜は乳飲料に係る表⽰については、この省令による
改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただ
し、常温保存可能品にあつては、この限りでない。

 
3 この省令の施⾏の際現にこの省令による改正前の別表の⼆ 乳等の成分規格並

びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部(⼆) ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、
部分脱脂乳、脱脂乳及び加⼯乳の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準の
款(1)の３ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた⽜乳の保存の⽅法
については、この省令による改正後の別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造、
調理及び保存の⽅法の基準の部(⼆) ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、部分脱脂
乳、脱脂乳及び加⼯乳の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準の款(1)の３
の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする

 
4 この省令の施⾏の際現にこの省令による改正前の別表の⼆ 乳等の成分規格並

びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部(五) 乳等の製造⼜は保存の⽅法に関
するその他の基準の款(3)ただし書の規定により厚⽣⼤⾂の承認を受けた添加物
（この省令による改正後の別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保
存の⽅法の基準の部(五) 乳等の成分⼜は製造若くは保存の⽅法に関するその他
の規格⼜は基準の款(4)の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同
表下欄に定める量を超えずに使⽤されるものを除く。）については、当該承認
による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正
後の別表の⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部(五) 
乳等の成分⼜は製造若しくは保存の⽅法に関するその他の規格⼜は基準の款(4)
ただし書の規定による厚⽣労働⼤⾂の承認を受けたものとみなす。



● 附則（昭和六⼀年⼀⼀⽉⼆〇⽇厚⽣省令第五三号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（昭和六三年七⽉⼆七⽇厚⽣省令第四七号）

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 

2 平成三年六⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される乳製品⼜は乳
若しくは乳製品を主要原料とする⾷品に係る表⽰については、この省令による
改正後の第七条第⼆項第三号ト及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従
前の例によることができる。

● 附則（平成元年⼀⼀⽉⼆⼋⽇厚⽣省令第四⼋号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 

3 平成三年六⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される乳製品⼜は乳
若しくは乳製品を主要原料とする⾷品に係る表⽰については、この省令による
改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、
なお従前の例によることができる。

● 附則（平成⼆年⼀⼆⽉⼀⽇厚⽣省令第五五号）

この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（平成四年⼋⽉⼀三⽇厚⽣省令第四九号）抄

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（平成六年四⽉⼋⽇厚⽣省令第三三号）

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 

2 この省令の施⾏前にした違反⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の
例による。

● 附則（平成六年⼀⼆⽉⼆七⽇厚⽣省令第七⼋号）抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、平成七年四⽉⼀⽇から施⾏する。
 
（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の⼀部改正に伴う経過措置）



第三条 平成九年三⽉三⼗⼀⽇までに製造され、加⼯され、若しくは輸⼊される乳、乳
製品⼜は乳若しくは乳製品を主要原料とする⾷品に係る表⽰については、この
省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にか
かわらず、なお従前の例によることができる。

● 附則（平成七年⼆⽉⼆七⽇厚⽣省令第五号）

この省令は、平成七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成七年⼀⼆⽉⼆六⽇厚⽣省令第六⼆号）

この省令は、平成⼋年七⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼋年三⽉⼆⼀⽇厚⽣省令第九号）抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、平成⼋年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼋年五⽉⼆三⽇厚⽣省令第三三号）抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、平成⼋年五⽉⼆⼗四⽇から施⾏する。
 
（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の⼀部改正に伴う経過措置）
第三条 平成九年⼗⼀⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、若しくは輸⼊される乳製品

⼜は乳若しくは乳製品を主要原料とする⾷品に係る表⽰については、第⼆条の
規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にか
かわらず、なお従前の例によることができる。

● 附則（平成⼀⼆年五⽉⼀⽇厚⽣省令第九五号）

この省令は、平成⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成九年九⽉三〇⽇厚⽣省令第七七号）

この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼀〇年三⽉三〇⽇厚⽣省令第四五号）

この省令は、平成⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼀⼀年⼀〇⽉⼀⽇厚⽣省令第⼋七号）

この省令は、公布の⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼀⼀年⼀⼀⽉⼆六⽇厚⽣省令第九三号）



この省令は、平成⼗⼆年六⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼀⼆年三⽉三〇⽇厚⽣省令第五七号）抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、平成⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。
 
（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の⼀部改正に伴う経過措置）
第三条 この省令の施⾏の際現に第四条の規定による改正前の乳及び乳製品の成分規格

等に関する省令別表⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基
準の部(五)乳等の成分⼜は製造若しくは保存の⽅法に関するその他の規格⼜は基
準の項(8)のただし書の規定により⾃記温度計を付けない殺菌器で殺菌を⾏うこ
とについて都道府県知事の承認を受けている者については、第四条の規定によ
る改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表⼆ 乳等の成分規格並
びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部(五)乳等の成分⼜は製造若しくは保存
の⽅法に関するその他の規格⼜は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、
⾃記温度計を付けない殺菌器で殺菌を⾏うことができる。

● 附則（平成⼀⼀年⼀⼀⽉⼆六⽇厚⽣省令第九三号）

この省令は、平成⼗⼆年六⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼀⼆年六⽉三〇⽇厚⽣省令第⼀〇七号）

この省令は、平成⼗三年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、別表四の改正規定は、公布の⽇
から施⾏する。

● 附則（平成⼀⼆年⼀〇⽉⼆〇⽇厚⽣省令第⼀⼆七号）抄

（施⾏期⽇）
1 この省令は、内閣法の⼀部を改正する法律（平成⼗⼀年法律第⼋⼗⼋号）の施

⾏の⽇（平成⼗三年⼀⽉六⽇）から施⾏する。

● 附則（平成⼀三年三⽉⼀五⽇厚⽣労働省令第⼆三号）

1 この省令は、平成⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。
 

2 平成⼗四年三⽉三⼗⼀⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される⾷品及び
添加物に係る表⽰については、この省令による改正後の⾷品衛⽣法施⾏規則第
五条第⼀号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

● 附則（平成⼀三年三⽉⼆七⽇厚⽣労働省令第四三号）抄

1 この省令は、平成⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。



● 附則（平成⼀三年⼀〇⽉⼀⽇厚⽣労働省令第⼆〇五号）

この省令は、平成⼗四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

● 附則（平成⼀四年⼀⼆⽉⼆〇⽇厚⽣労働省令第⼀六四号）

1 この省令は、公布の⽇から施⾏する。ただし、別表⼆ 乳等の成分規格並びに
製造、調理及び保存の⽅法の基準の部（⼀） 乳等⼀般の成分規格及び製造の
⽅法の基準の款（６）の改正規定及び同部（七） 乳等の成分規格の試験法の
款（１）の改正規定は平成⼗五年七⽉⼀⽇から、同部（三） 乳製品の成分規
格並びに製造及び保存の⽅法の基準の款（１６）の改正規定及び同部（五） 
乳等の成分⼜は製造若しくは保存の⽅法に関するその他の規格⼜は基準の款中
（１２）を（１３）とし、（１１）を（１２）とし、（１０）を（１１）と
し、（９）の次に次のように加える改正規定は平成⼗六年四⽉⼀⽇から施⾏す
る。

 
2 平成⼗五年⼗⼆⽉三⼗⼀⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される⽜乳及

び特別⽜乳に係る加熱殺菌の⽅法については、この省令による改正後の乳及び
乳製品の成分規格等に関する省令（以下「新省令」という。）別表⼆ 乳等の
成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準の部（⼆） ⽜乳、特別⽜
乳、殺菌⼭⽺乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加⼯乳の成分規格並びに製造及び保
存の⽅法の基準の款（１）の２及び同款（２）の２のｂの規定にかかわらず、
なお従前の例によることができる。

 
3 平成⼗五年⼗⼆⽉三⼗⼀⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される⽜乳、

特別⽜乳並びにこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省
令第⼆条第⼗六項に規定するナチュラルチーズ及び新省令第⼆条第⼗六項に規
定するナチュラルチーズに係る新省令第七条の規定による表⽰については、な
お従前の例によることができる。

● 附則（平成⼀五年六⽉⼆五⽇厚⽣労働省令第⼀〇九号）抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、公布の⽇から施⾏する。ただし、別表三 乳等の総合衛⽣管理製

造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその衛⽣管理の⽅法の基準の部（⼆）の
（１）の表無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の
項の次に次のように加える改正規定は、平成⼗六年四⽉⼀⽇から施⾏する。

 
（経過規定）
第⼆条 平成⼗六年六⽉三⼗⽇までに製造され、加⼯され、⼜は輸⼊される⽜乳、成分

調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳若しくは加⼯乳⼜はこれらを主要原料とす
る⾷品に係る表⽰については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規



格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができ
る。

● 附則（平成⼀五年七⽉三⼀⽇厚⽣労働省令第⼀⼆七号）抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、公布の⽇から施⾏する。
 
（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の⼀部改正に伴う経過措置）
第三条 平成⼗七年七⽉三⼗⼀⽇までに製造され、加⼯され、若しくは輸⼊される乳、

乳製品⼜は乳若しくは乳製品を主要原料とする⾷品に係る表⽰については、第
⼆条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規
定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

別表

⼀ 法第五条の規定による疾病
⽜疫、⽜肺疫、炭疽、気腫疽、⼝蹄疫、狂⽝病、流⾏性脳炎、Ｑ熱、出⾎性敗⾎症、
悪性⽔腫、レプトスピラ病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノ
ゾーマ病、⽩⾎病、リステリア病、トキソプラズマ病、サルモネラ病、結核病、ブル
セラ病、流⾏性感冒、痘病、⻩疸、放線菌病、胃腸炎、乳房炎、破傷⾵、敗⾎症、膿
毒症、尿毒症、中毒諸症、腐敗性⼦宮炎及び熱性諸病

⼆ 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基準
（⼀） 乳等⼀般の成分規格及び製造の⽅法の基準

（1） 乳等は、抗⽣物質及びその他の化学的合成品（化学的⼿段により元素
⼜は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質を
いう。以下同じ。）たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  1 法第六条の規定により⼈の健康を損なうおそれのない場合として
厚⽣労働⼤⾂が定めた添加物を含有するもの

  2 （６）に定める成分規格に適合するもの（１に該当するものを除
く。）

  3 ２に該当するものを原材料として製造され、⼜は加⼯されるもの
（2） 次の各号の⼀に該当する⽜、⼭⽺⼜はめん⽺から乳を搾取してはなら

ないこと。
  1 分べん後五⽇以内のもの
  2 乳に影響ある薬剤を服⽤させ、⼜は注射した後、その薬剤が乳に

残留している期間内のもの
  3 ⽣物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの
（3） ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳及び無脂肪

⽜乳を製造する場合並びに⽣乳を使⽤する加⼯乳及び乳製品（加糖れ



ん乳を除く。）を製造する場合には、次の要件を備えた⽣乳⼜は⽣⼭
⽺乳を使⽤すること。

  a ⽣乳
⽐重（摂⽒⼗五度において）
ジャージー種の⽜以外の⽜から搾取したもの ⼀・〇⼆⼋―⼀・
〇三四
ジャージー種の⽜から搾取したもの ⼀・〇⼆⼋―⼀・〇三六
酸度（乳酸として）
ジヤージー種の⽜以外の⽜から搾取したもの 〇・⼀⼋％以下
ジヤージー種の⽜から搾取したもの 〇・⼆〇％以下
細菌数（直接個体鏡検法で⼀ｍｌ当たり） 四〇〇万以下

  b ⽣⼭⽺乳
⽐重（摂⽒⼗五度において） ⼀・〇三〇―⼀・〇三四
酸度（乳酸として） 〇・⼆〇％以下
細菌数（直接個体鏡検法で⼀ｍｌ当たり） 四〇〇万以下

（4） ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜
乳、加⼯乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の製造に当
たつては、ろ過、殺菌、⼩分及び密栓の操作（以下「処理」とい
う。）を⾏うこと。ただし、特別⽜乳にあつては殺菌の操作を省略す
ることができる。

（5） 処理は、⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳
及び加⼯乳にあつては乳処理業の許可を受けた施設で、特別⽜乳にあ
つては特別⽜乳さく取処理業の許可を受けた施設で、クリーム、はつ
酵乳及び乳飲料にあつては乳製品製造業の許可を受けた施設で、それ
ぞれ⼀貫して⾏うこと。

（6） 乳にあつては、次の表の上欄に掲げる物をそれぞれ同表の下欄に定め
る量を超えて含有しないこと。
イソメタミジウム 製品⼀ｋｇにつき〇・⼀〇ｍｇ

エプリノメクチンＢ１ａと
して製品⼀ｋｇにつき〇・
〇⼆ｍｇ

エプリノメクチンＢ１ａとして製品⼀ｋ
ｇにつき〇・〇⼆ｍｇ

オキシテトラサイクリン、
クロルテトラサイクリン及
びテトラサイクリン

オキシテトラサイクリン、クロルテトラ
サイクリン及びテトラサイクリンの和と
して製品⼀ｋｇにつき〇・⼀ｍｇ

ゲンタマイシン 製品⼀ｋｇにつき〇・⼆ｍｇ

シロマジン 製品⼀ｋｇにつき〇・〇〇⼀ｍｇ

スピラマイシン
スピラマイシン及びネオスピラマイシン
の和として製品⼀ｋｇにつき〇・⼆ｍｇ

スペクチノマイシン 製品⼀ｋｇにつき〇・⼆ｍｇ スルファ
ジミジン 製品⼀ｋｇにつき〇・〇⼆五



ｍｇ

セフチオフル
デスフロイルセフチオフルとして製品⼀
ｋｇにつき〇・⼀ｍｇ

チアベンダゾール
チアベンダゾール及び五―ヒドロキシチ
アベンダゾールの和として製品⼀ｋｇに
つき〇・⼀〇ｍｇ

チルミコシン 製品⼀ｋｇにつき〇・〇五ｍｇ

ネオマイシン 製品⼀ｋｇにつき〇・五ｍｇ

五―プロピルスルホニル―
⼀Ｈ―ベンズイミダゾール
―⼆―アミン

製品⼀ｋｇにつき〇・⼀〇ｍｇ

ベンジルペニシリン 製品⼀ｋｇにつき〇・〇〇四ｍｇ

（⼆） ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳及び
加⼯乳の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準
（1） ⽜乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼋・〇％以上
乳脂肪分 三・〇％以上
⽐重（摂⽒⼗五度において）
ジャージー種の⽜の乳のみを原料とするもの以外のもの ⼀・〇
⼆⼋―⼀・〇三四
ジャージー種の⽜の乳のみを原料とするもの ⼀・〇⼆⼋―⼀・
〇三六
酸度（乳酸として）
ジヤージー種の⽜の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・⼀
⼋％以下
ジヤージー種の⽜の乳のみを原料とするもの 〇・⼆〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2 製造の⽅法の基準
保持式により摂⽒六⼗三度で三⼗分間加熱殺菌するか、⼜はこれ
と同等以上の殺菌効果を有する⽅法で加熱殺菌すること。

  3 保存の⽅法の基準
  a 殺菌後直ちに摂⽒⼗度以下に冷却して保存すること。ただし、常

温保存可能品にあつては、この限りでない。
  b 常温保存可能品にあつては、常温を超えない温度で保存するこ

と。
（2） 特別⽜乳



  1 成分規格
無脂乳固形分 ⼋・五％以上
乳脂肪分 三・三％以上   ⽐重（摂⽒⼗五度において）
ジャージー種の⽜の乳のみを原料とするもの以外のもの ⼀・〇
⼆⼋―⼀・〇三四
ジャージー種の⽜の乳のみを原料とするもの ⼀・〇⼆⼋―⼀・
〇三六
酸度（乳酸として）
ジヤージー種の⽜の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・⼀
七％以下
ジヤージー種の⽜の乳のみを原料とするもの 〇・⼀九％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 三〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2 製造の⽅法の基準
  a 特別⽜乳さく取処理業の許可を受けた施設でさく取した⽣乳を処

理して製造すること。
  b 殺菌する場合は保持式により摂⽒六⼗三度から摂⽒六⼗五度まで

の間で三⼗分間加熱殺菌すること。
  3 保存の⽅法の基準

処理後（殺菌した場合にあつては殺菌後）直ちに摂⽒⼗度以下に
冷却して保存すること。

（3） 殺菌⼭⽺乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼋・〇％以上
乳脂肪分 三・六％以上
⽐重（摂⽒⼗五度において） ⼀・〇三〇―⼀・〇三四
酸度（乳酸として） 〇・⼆〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

  3

 

保存の⽅法の基準
殺菌後直ちに摂⽒⼗度以下に冷却して保存すること。

（4） 成分調整⽜乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼋・〇％以上
酸度（乳酸として） 〇・⼀⼋％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性



  2

 

製造及び保存の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

（5） 低脂肪⽜乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼋・〇％以上
乳脂肪分 〇・五％以上 ⼀・五％以下
⽐重（摂⽒⼗五度において）⼀・〇三〇―⼀・〇三六
酸度（乳酸として） 〇・⼀⼋％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造及び保存の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

（6） 無脂肪⽜乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼋・〇％以上
乳脂肪分 〇・五％未満
⽐重（摂⽒⼗五度において） ⼀・〇三⼆―⼀・〇三⼋
酸度（乳酸として） 〇・⼀⼋％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造及び保存の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

（7） 加⼯乳
  1 成分規格

無脂乳固形分   ⼋・〇％以上
酸度（乳酸として） 〇・⼀⼋％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造の⽅法の基準
殺菌の⽅法は、⽜乳の例によること。

  3

 

保存の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

   

（三） 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準
（1） クリーム
  1 成分規格

乳脂肪分 ⼀⼋・〇％以上



酸度（乳酸として） 〇・⼆〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） ⼀〇〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2 製造の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

  3 保存の⽅法の基準
殺菌後直ちに摂⽒⼗度以下に冷却して保存すること。ただし、保
存性のある容器に⼊れ、かつ、殺菌したものは、この限りでな
い。

（2） バター
  成分規格

乳脂肪分 ⼋〇・〇％以上
⽔分 ⼀七・〇％以下
⼤腸菌群 陰性

（3） バターオイル
  成分規格

乳脂肪分 九九・三％以上
⽔分 〇・五％以下
⼤腸菌群 陰性

（4） プロセスチーズ
  成分規格

乳固形分 四〇・〇％以上
⼤腸菌群 陰性

（5） 濃縮ホエイ
  成分規格

乳固形分 ⼆五・〇％以上
⼤腸菌群 陰性

（6） アイスクリーム
  1 成分規格

乳固形分 ⼀五・〇％以上
うち乳脂肪分 ⼋・〇％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） ⼀〇〇、〇〇〇以下
ただし、はつ酵乳⼜は乳酸菌飲料を原料として使⽤したものにあ
つては、乳酸菌⼜は酵⺟以外の細菌の数が⼀〇〇、〇〇〇以下と
する。
⼤腸菌群 陰性

  2

 
製造の⽅法の基準

  a アイスクリームの原⽔は、飲⽤適の⽔であること。



  b アイスクリームの原料（はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）は、
摂⽒六⼗⼋度で三⼗分間加熱殺菌するか、⼜はこれと同等以上の
殺菌効果を有する⽅法で殺菌すること。

  c 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温める
ため使⽤する⽔は、飲⽤適の流⽔であること。

  d アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を⽤い、打
栓する場合は打栓機械を⽤いること。

  e アイスクリームの融解⽔は、これをアイスクリームの原料としな
いこと。ただし、ｂによる加熱殺菌をしたものは、この限りでな
い。

（7） アイスミルク
  1 成分規格

乳固形分 ⼀〇・〇％以上
うち乳脂肪分 三・〇％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 五〇・〇〇〇以下
ただし、はつ酵乳⼜は乳酸菌飲料を原料として使⽤したものにあ
つては、乳酸菌⼜は酵⺟以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とす
る。
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造の⽅法の基準
アイスクリームの例によること。

  3

 

保存の⽅法の基準
⽜乳の例によること。

（8） ラクトアイス
  1 成分規格

乳固形分 三・〇％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 五〇・〇〇〇以下
ただし、はつ酵乳⼜は乳酸菌飲料を原料として使⽤したものにあ
つては、乳酸菌⼜は酵⺟以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とす
る。
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造の⽅法の基準
アイスクリームの例によること。

（9） 濃縮乳
  1 成分規格

乳固形分 ⼆五・五％以上
うち乳脂肪分 七・〇％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） ⼀〇〇、〇〇〇以下



  2

 

製造の⽅法の基準
濃縮後直ちに摂⽒⼗度以下に冷却して保存すること。

（10） 脱脂濃縮乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼀⼋・五％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） ⼀〇〇、〇〇〇以下

  2

 

製造の⽅法の基準
濃縮乳の例によること。

（11） 無糖れん乳
  1 成分規格

乳固形分 ⼆五・〇％以上
うち乳脂肪分 七・五％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 〇

  2

 

製造の⽅法の基準
容器に⼊れた後に摂⽒百⼗五度以上で⼗五分間以上加熱殺菌する
こと。

（12） 無糖脱脂れん乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼀⼋・五％以上
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 〇

  2

 

製造の⽅法の基準
無糖れん乳の例によること。

（13） 加糖れん乳
  成分規格

乳固形分 ⼆⼋・〇％以上
うち乳脂肪分 ⼋・〇％以上
⽔分 ⼆七・〇％以下
糖分（乳糖を含む。） 五⼋・〇％以下細菌数（標準平板培養法で
⼀ｇ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（14） 加糖脱脂れん乳
  成分規格

乳固形分 ⼆五・〇％以上
⽔分 ⼆九・〇％以下
糖分（乳糖を含む。） 五⼋・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（15） 全粉乳



  成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
うち乳脂肪分 ⼆五・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（16） 脱脂粉乳
  成分規格

乳固形分 九五・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり）五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（17） クリームパウダー
  成分規格

乳固形分 九五・〇％以上
うち乳脂肪分 五〇・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり）五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（18） ホエイパウダー
  成分規格

乳固形分 九五・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり）五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（19） たんぱく質濃縮ホエイパウダー
  成分規格

乳固形分 九五・〇％以上
乳たんぱく量（乾燥状態において） ⼀五・〇％以上⼋〇・〇％以
下
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（20） バターミルクパウダー
  成分規格

乳固形分 九五・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり）五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（21） 加糖粉乳



  成分規格
乳固形分 七〇・〇％以上
うち乳脂肪分 ⼀⼋・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
糖分（乳糖を除く。） ⼆五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり）五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（22） 調製粉乳
  成分規格

乳固形分 五〇・〇％以上
⽔分 五・〇％以下
細菌数（標準平板培養法で⼀ｇ当たり） 五〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

（23） はつ酵乳
  1 成分規格

無脂乳固形分 ⼋・〇％以上
乳酸菌数⼜は酵⺟数（⼀ｍｌ当たり） ⼀〇、〇〇〇、〇〇〇以
上
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造の⽅法の基準
無糖れん乳の例によること。

  a はつ酵乳の原⽔は、飲⽤適の⽔であること。
  b はつ酵乳の原料（乳酸菌、酵⺟、はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除

く。）は、摂⽒六⼗⼆度で三⼗分間加熱殺菌するか、⼜はこれと
同等以上の殺菌効果を有する⽅法で殺菌すること。

（24） 乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％以上のもの）
  1 成分規格

乳酸菌数⼜は酵⺟数（⼀ｍｌ当たり）   ⼀〇、〇〇〇、〇〇
〇以上
ただし、はつ酵させた後において、摂⽒七⼗五度以上で⼗五分間
加熱するか、⼜はこれと同等以上の殺菌効果を有する⽅法で加熱
殺菌したものは、この限りでない。
⼤腸菌群 陰性

  2

 
製造の⽅法の基準

  a 乳酸菌飲料の原液の製造に使⽤する原⽔は、飲⽤適の⽔であるこ
と。

  b 乳酸菌飲料の原液の製造に使⽤する原料（乳酸菌及び酵⺟を除
く。）は、摂⽒六⼗⼆度で三⼗分間加熱殺菌するか、⼜はこれと
同等以上の殺菌効果を有する⽅法で殺菌すること。



  ｃ 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使⽤する⽔等は、使⽤直前に五分
間以上煮沸するか、⼜はこれと同等以上の効⼒を有する殺菌操作
を施すこと。

（25） 乳飲料
  1 成分規格

細菌数（標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 三〇、〇〇〇以下
⼤腸菌群 陰性

  2

 

製造の⽅法の基準
原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、摂⽒六⼗⼆
度で三⼗分間加熱殺菌する⽅法⼜はこれと同等以上の殺菌効果を
有する⽅法により殺菌すること。

  3 保存の⽅法の基準
保存性のある容器に⼊れ、かつ、摂⽒百⼆⼗度で四分間加熱殺菌
する⽅法⼜はこれと同等以上の殺菌効果を有する⽅法により加熱
殺菌したものを除き、⽜乳の例によること。

（四） 乳等を主要原料とする⾷品の成分規格並びに製造及び保存の⽅法の基準
（1） 乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％未満のもの）
  1 乳酸菌数⼜は酵⺟数（⼀ｍｌ当たり） ⼀、〇〇〇、〇〇〇以上

⼤腸菌群 陰性
  2 製造の⽅法の基準

乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％以上のもの）の例によるこ
と。

（2） 削除

（五） 乳等の成分⼜は製造若しくは保存の⽅法に関するその他の規格⼜は基準
（1） 常温保存可能品にあつては、(⼆)の（１）の１、（４）の１、

（５）の１、（６）の１若しくは（７）の１⼜は（三）の（２４）
の１に定める成分規格のほか、次に掲げるそれぞれの成分規格に適
合していること。

  1 ⽜乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳及び加⼯乳アルコ
ール試験（摂⽒三⼗度±⼀度で⼗四⽇間保存⼜は摂⽒五⼗五度
±⼀度で七⽇間保存する前及び保存した後において） 陰性 酸度
（摂⽒三⼗度±⼀度で⼗四⽇間保存⼜は摂⽒五⼗五度±⼀度で七
⽇間保存する前と保存した後の差が乳酸として） 〇・〇⼆％以
内
細菌数（摂⽒三⼗度±⼀度で⼗四⽇間保存⼜は摂⽒五⼗五度±⼀
度で七⽇間保存した後において標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 
〇

  2 乳飲料
細菌数（摂⽒三⼗度±⼀度で⼗四⽇間保存⼜は摂⽒五⼗五度±⼀
度で七⽇間保存した後において標準平板培養法で⼀ｍｌ当たり） 
〇



（2） 加⼯乳以外の乳、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつては他物
（⽜乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳、クリーム、濃縮
乳⼜は脱脂濃縮乳を超⾼温直接加熱殺菌する場合において直接殺菌
に使⽤される⽔蒸気を除く。）を混⼊し、加⼯乳にあつては⽔、⽣
乳、⽜乳、特別⽜乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳、全
粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん
乳、クリーム並びに添加物を使⽤していないバター、バターオイ
ル、バターミルク及びバターミルクパウダー以外のものを使⽤しな
いこと。

（3） ⽜乳及び特別⽜乳にあつては、その成分の除去を⾏わないこと。
（4） 乳飲料並びにはつ酵乳であつて糊状のもの⼜は凍結したもの及び乳

酸菌飲料であつて殺菌したものには防腐剤を使⽤しないこと。
（5） 無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉

乳、脱脂粉乳並びに加糖粉乳にあつては他物（次の表の上欄の区分
に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに
使⽤されるもの並びに加糖れん乳、加糖脱脂れん乳⼜は加糖粉乳に
使⽤されるしよ糖並びに脱脂粉乳中のたんぱく質量の調整のために
使⽤される乳糖及び⽣乳、⽜乳、特別⽜乳、成分調整⽜乳、低脂肪
⽜乳⼜は無脂肪⽜乳からろ過により得られたものを除く。）を使⽤
しないこと。ただし、その種類並びに混合割合につき厚⽣労働⼤⾂
の承認を受けた添加物については、この限りでない。

乳製品 添加物
使⽤
量

無糖れん乳無糖脱脂れん乳 塩化カルシウム
クエン酸カルシウム
クエン酸三ナトリウム
炭酸⽔素ナトリウム
炭酸ナトリウム（結晶）
炭酸ナトリウム（無⽔）
ピロリン酸四ナトリウム（結晶）
ピロリン酸四ナトリウム（無⽔）
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウムメタ
リン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸⽔素⼆ナトリウム（結晶）
リン酸⽔素⼆ナトリウム（無⽔）
リン酸⼆⽔素ナトリウム（結晶）
リン酸⼆⽔素ナトリウム（無⽔）
リン酸三ナトリウム（結晶）
リン酸三ナトリウム（無⽔）

単独
で製
品⼀
ｋｇ
につ
き⼆
ｇ、
組合
せで
製品
⼀ｋ
ｇに
つき
三ｇ
（た
だ
し、
結晶
にあ



つて
は無
⽔に
換
算）

加糖れん乳加糖脱脂れん乳

クエン酸カルシウム
クエン酸三ナトリウム
炭酸⽔素ナトリウム
炭酸ナトリウム（結晶）
炭酸ナトリウム（無⽔）
ピロリン酸四ナトリウム（結晶）
ピロリン酸四ナトリウム（無⽔）
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸⽔素⼆カリウム
リン酸⽔素⼆ナトリウム（結晶）
リン酸⽔素⼆ナトリウム（無⽔）
リン酸⼆⽔素ナトリウム（結晶）
リン酸⼆⽔素ナトリウム（無⽔）

単独
で製
品⼀
ｋｇ
につ
き⼆
ｇ、
組合
せで
製品
⼀ｋ
ｇに
つき
三ｇ
（た
だ
し、
結晶
にあ
つて
は無
⽔に
換
算）

乳糖

製品
⼀ｋ
ｇに
つき
⼆ｇ

全粉乳脱脂粉乳 クエン酸三ナトリウム
炭酸⽔素ナトリウム
炭酸ナトリウム（結晶）
炭酸ナトリウム（無⽔）
ピロリン酸四ナトリウム（結晶）
ピロリン酸四ナトリウム（無⽔）
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム

単独
⼜は
組合
せで
製品
⼀ｋ
ｇに
つき



メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸⽔素⼆ナトリウム（結晶）
リン酸⽔素⼆ナトリウム（無⽔）
リン酸三ナトリウム（結晶）
リン酸三ナトリウム（無⽔）

五ｇ
（た
だ
し、
結晶
にあ
つて
は無
⽔に
換
算）

加糖粉乳

クエン酸三ナトリウム
炭酸⽔素ナトリウム
ピロリン酸四ナトリウム（結晶）
ピロリン酸四ナトリウム（無⽔）
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウムメタ
リン酸ナトリウム
リン酸⽔素⼆ナトリウム（結晶）
リン酸⽔素⼆ナトリウム（無⽔）
リン酸三ナトリウム（結晶）
リン酸三ナトリウム（無⽔）

単独
⼜は
組合
せで
製品
⼀ｋ
ｇに
つき
五ｇ
（た
だ
し、
結晶
にあ
つて
は無
⽔に
換
算）

（6） 調製粉乳にあつては乳（⽣⼭⽺乳、殺菌⼭⽺乳及び⽣めん⽺乳を除
く。）⼜は乳製品のほか、その種類及び混合割合につき厚⽣労働⼤
⾂の承認を受けて使⽤するもの以外のものを使⽤しないこと。

（7） 特別⽜乳の容器の⼝は紙⼜は⾦属で覆うこと。
（8） 乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料⼜は乳飲料をびんに⼩分して

密栓する場合には、びん詰機械及び打栓機械によつて⾏うこと。
（9） 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳⼜は乳製品を殺菌する場合に

は、⾃記温度計を付けた殺菌機で⾏い、その⾃記温度計の記録は三
⽉間（常温保存可能品にあつては⼀年間）保存すること。

（10） 乳等の器具⼜は容器包装は、使⽤する前に適当な⽅法で洗浄し、か
つ、殺菌したものであること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌
された容器包装⼜は殺菌効果を有する製造⽅法で製造された容器包



装であつて、使⽤されるまでに汚染されるおそれのないように取り
扱われたものにあつては、この限りでない。

（11） 乳等を運搬する⾞両⼜は運搬具には、必要に応じて、覆をつけ、⼜
は冷却設備をする等の措置により、乳等が汚染され、⼜は基準温度
をこえないようにすること。

（12） ⾃動販売機の中に乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料⼜は乳飲料を保存する
場合には、当該⾷品を密せん⼜は密閉してある容器包装のまま保存
すること。

（六） コツプ販売式⾃動販売機で調理される乳酸菌飲料の調理の⽅法の基準
（1） 調理に⽤いる乳酸菌飲料は、次の各号に適合するものであること。
  1 乳酸菌飲料の成分規格に適合していること。
  2 摂⽒⼋⼗度で三⼗分間加熱するか、⼜はこれと同等以上の効果を

有する加熱殺菌⽅法により殺菌されたものであること。
  3 ｐＨが四・〇以下であり、かつ、糖濃度が五〇パーセント以上で

あること。
  4 製造後内蔵タンクに注⼊する直前まで密せん⼜は密閉されていた

ものであること。
（2） 調理に⽤いる⽔は、⽔道⽔であつて、五分間煮沸するか、⼜はこれと

同等以上の効果を有する殺菌操作を施したものであること。
（3） 乳酸菌飲料及び⽔以外の原料を調理に⽤いないこと。
（4） 調理に⽤いる乳酸菌飲料及び⽔（以下「機内の液体」という。）を、

コツプ販売式⾃動販売機の中で摂⽒⼗度以下に保つこと。
（5） 機内の液体に直接接触する部品は、⼀⽇⼀回以上洗浄し、かつ、約摂

⽒九⼗五度の熱湯に五分間浸すことにより殺菌するか、⼜はこれと同
等以上の効果を有する殺菌操作を施すこと。

（七） 乳等の成分規格の試験法
（1） 乳及び乳製品
  1 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法

底径五ｃｍ以上のアルミニウム製平底ひよう量⽫を九⼋度から⼀
〇〇度までの温度の乾燥器中で乾燥して恒量とする。試料⼆・五
ｇから三ｇを前記のひよう量⽫に量り採り、⽔浴上で注意しなが
ら加熱し、⼤部分の⽔分を蒸発した後前記の乾燥器に移して、恒
量となるまで乾燥し乾燥物質量を求める。乾燥物質のパーセント
量から乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法の項に定める⽅法により
定量した脂肪のパーセント量を引いて無脂乳固形分のパーセント
量とする。
乾燥器は気温九九度±⼀度に調節できるもので器壁棚板からの伝導
熱、熱板からのふく射熱等のために、試料が指定の温度以上に過
熱されることのない構造のものを⽤いる。

  2 乳製品の乳固形分の定量法



  a 濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳
及び加糖脱脂れん乳の乳固形分の定量法
試料⼆〇ｇを量り採り、温⽔で希釈し、⼀〇〇ｍｌメスフラスコ
に⼊れて定容とし希釈試料とする。その希釈試料五ｍｌ（試料⼀
ｇ相当量）を採り前項と同様にして乾燥物質量を求める。濃縮
乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳及び無糖脱脂れん乳にあつては、乾
燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖れん
乳及び加糖脱脂れん乳にあつては、乾燥物質のパーセント量から
乳製品の糖分の定量法の項に定める⽅法により定量したしよ糖の
パーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。

  b 全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱ
く質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び加糖粉乳の
乳固形分の定量法
九⼋度から⼀〇〇度までの温度の乾燥器中で乾燥し、恒量とした
底径五ｃｍ以上のアルミニウム製平底ひよう量⽫に試料⼆ｇを量
り採り前記の乾燥器中で乾燥して乾燥物質量を求める。全粉乳、
脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー及びバターミルク
パウダーにあつては乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセ
ント量とし、加糖粉乳にあつては乾燥物質のパーセント量から乳
製品の糖分の定量法の項に定める⽅法により定量したしよ糖のパ
ーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。

  3 乳及び乳製品の乳脂肪分及び乳たんぱく量の定量法
  a ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳及び加⼯

乳の乳脂肪分の定量法    硫酸⼀〇ｍｌを硫酸⽤ピペツトを⽤
いてゲルベル乳脂計に注⼊し、次に乳⼀⼀ｍｌを⽜乳⽤ピペツト
を⽤いて徐々に硫酸上に層積し更に純アミルアルコール⼀ｍｌを
加えゴム栓をし、指で栓を圧しつつ振り乳を溶解した後、約六五
度の温湯中に⼀五分間浸し、次に三分間から五分間遠⼼器（⼀分
間の回転数七〇〇回以上）にかけ更に約六五度の温湯中に浸して
温度を⼀定にし析出した脂肪層の度数を乳⼀〇〇分中の乳脂肪量
とする。
○試薬
Ａ 硫酸 ⼀五度で⽐重⼀・⼋⼆〇から⼀・⼋⼆五までのもの
Ｂ アミルアルコール 沸点が⼀⼆⼋度から⼀三⼆度まで、⽐重
が⼀五度で約〇・⼋⼀のもので、本品⼆ｍｌについて⽔⼀⼀ｍｌ
を⽤いて⽜乳の場合と同様にして盲検を⾏い⼀夜静置して油状物
の分離を認めないもの

  b 濃縮乳、無糖れん乳、加糖れん乳、全粉乳、クリームパウダー、
加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法
濃縮乳、無糖れん乳及び加糖れん乳は乳製品の乳固形分の定量法
の項に定める⽅法による定量の際に⽤いた希釈試料の⼀〇ｍｌを
リヨーリツヒ管に採り、アンモニア⽔（⼆五％から三〇％で無⾊



透明なもの）⼆ｍｌエタノール（九五％から九六％）⼀〇ｍｌを
順次加えてその度によく混ぜ合わせる。
全粉乳、クリームパウダー及び加糖粉乳は試料⼀ｇを、クリーム
は試料五ｇを⼩型ビーカーに量り採り、温湯約四ｍｌを加えて溶
解し、リヨーリツヒ管に移し、更に三ｍｌの温湯で⼆回、次にア
ンモニア⽔⼆ｍｌエタノール（九五％から九六％）⼀〇ｍｌを⽤
いて順次ビーカーを洗いリヨーリツヒ管に加えその度に栓をして
よく混ぜ合わせる。
エタノールを加えたリヨーリツヒ管にエーテル⼆五ｍｌを加え静
かに回転して均⼀の⾊調となつたときエーテルガスを抜き、管を
⽔平にして三〇秒間激しく振り混ぜる。次に⽯油エーテル（沸点
六〇度以下）⼆五ｍｌを加え、同様に三〇秒間振り混ぜ栓を緩
め、上澄液が全く透明となるまで直⽴して⼆時間以上静置する。
上澄液をあらかじめ恒量を求めたビーカーに⼊れる。    リヨ
ーリツヒ管にエーテル⼆五ｍｌ次に⽯油エーテル⼆五ｍｌを加え
第⼀回と同様にして上澄液をビーカーに合し、側管の先端をエー
テル及び⽯油エーテル等量混合液で洗浄してビーカーに加える。
全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームは、更に前回
と同様の操作を⾏う。
ビーカーは、約七五度で注意して溶剤を揮発させ、気温⼀〇〇度
から⼀〇五度までの温度の乾燥器中で⼀時間乾燥し増量を乳脂肪
量とする。

  c たんぱく質濃縮ホエイパウダーの乳たんぱく量の定量法
（５） プロセスチーズ及び濃縮ホエイの１ 乳固形分の定量法
のｂに規定する⽅法により求めた値を乳固形分のパーセント量で
除した数に⼀〇〇を乗じ、乳固形分中の乳たんぱくのパーセント
量とする。

  4 乳の⽐重の測定法
試料約⼆〇〇ｍｌをシリンダーに取り、⽐重⼀・〇⼀五から⼀・
〇四〇までの浮ひよう式⽜乳⽐重計を⽤い⼀五度において測定す
る。もし、⼀五度以外の温度で測定した場合には、⽣乳、⽣⼭⽺
乳、⽜乳、特別⽜乳及び殺菌⼭⽺乳にあつては別記⼀全乳⽐重補
正表、低脂肪⽜乳及び無脂肪⽜乳にあつては別記⼆ 低脂肪⽜乳
及び無脂肪⽜乳⽐重補正表を⽤いて⼀五度の⽐重に換算する。

  5 乳及び乳製品の酸度の測定法
試料⼀〇ｍｌに同量の炭酸ガスを含まない⽔を加えて希釈し、指
⽰薬としてフエノールフタレイン液〇・五ｍｌを加えて〇・⼀ｍ
ｏｌ／１⽔酸化ナトリウム溶液で三〇秒間微紅⾊の消失しない点
を限度として滴定し、その滴定量から試料⼀〇〇ｇ当たりの乳酸
のパーセント量を求め酸度とする。
〇・⼀ｍｏｌ／１⽔酸化ナトリウム溶液⼀ｍｌは、乳酸九ｍｇに
相当する。    指⽰薬は、フエノールフタレイン⼀ｇを五〇％
エタノールに溶かして⼀〇〇 ｍｌとする。



  6 乳製品の⽔分の定量法
乳製品の乳固形分の定量法の項に定める⽅法と同様の⽅法により
乾燥物質のパーセント量を求め、乾燥減量パーセント量を⽔分の
パーセント量とする。

  7 乳製品の糖分の定量法
  a 乳糖の定量法

加糖れん乳及び加糖脱脂れん乳は乳製品の乳固形分の定量法の項
に定める⽅法による定量の際に⽤いる希釈試料⼆〇ｍｌ（試料四
ｇ相当量）を⼆〇〇ｍｌのメスフラスコに採り⽔を加えて定容と
して供試液とする。
加糖粉乳は⼀・五ｇから⼀・七ｇまでを採り温湯に溶解し前項と
同様にして⼆〇〇ｍｌとして供試液とする。
濃縮ホエイは、検体を細砕器具を⽤いて均⼀な試料とした後、前
項と同様にして⼆〇〇ｍｌとして供試液とする。
フエーリング溶液甲・⼄各五ｍｌと⽔⼀〇ｍｌを⼆〇〇ｍｌのマ
イヤーフラスコに採り供試液をビユーレツトに⼊れ滴定予定量の
⼤部分を注加し、⽯綿付⾦網上で⼆分間以内に沸騰させ少し⽕⼒
を弱め、硫酸銅の⻘⾊がほとんど退⾊した後メチレンブルー液四
滴を徐々に加え煮沸しながら⻘⾊の消えるまで供試液を滴下す
る。滴定の終末においては⼀回に⼀滴ずつ滴下して過量とならな
いようにし、滴定は沸騰し始めてから三分間以内に終わらせる。
滴定予定量を定めるため予備試験を⾏い、本試験において滴下す
る供試液の量は⼆ｍｌ以内に⽌めるようにする。
滴定数より別記三乳糖定量表を⽤いて「供試液⼀〇〇ｍｌ中の無
⽔乳糖量」を求め、これにフエーリング溶液の甲液の⼒価を乗じ
補正を⾏つて試料⼀ｇ当たりの乳糖量を求める。
同時に滴定数に相当する同表中の数値を求めて試料⼀ｇ当たりに
換算しこれをしよ糖定量の際乳糖が還元する亜酸化銅量に基づく
「試料⼀ｇ当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」とす
る。

  b しよ糖の定量法
加糖れん乳及び加糖脱脂れん乳は乳糖定量⽤の供試液五〇ｍｌ
（試料⼀ｇ相当量）に、加糖粉乳は、⼀・〇ｇから⼀・五ｇまで
を採り五〇ｍｌの温湯に溶解したものに転化⽤塩酸液（⼆五％、
⽐重⼀・⼀⼆五）⼆・五ｍｌを加え六五度の温湯中に浸して⼆〇
分間これを加温して転化し、直ちに⽔冷してフエノールフタレイ
ン溶液⼆滴を加え、⽔酸化ナトリウム試薬を⽤いて中和し⽔を加
えて⼆〇〇ｍｌとする。供試液をビユーレツトに⼊れフエーリン
グ溶液⼀〇ｍｌ（甲、⼄各五ｍｌ）と⽔⼀〇ｍｌを加えたものを
乳糖定量の場合と同様に滴定する。
滴定数からこれに相当する転化糖量を別記四の転化糖定量表を⽤
いて求め「試料⼀ｇ当たりの転化糖の全量」を算出する。次に前
記により測定した「試料⼀ｇ当たりの乳糖量が転化糖として定量



せられる量」を上の値より引いたものに〇・九五を乗じ、これに
フエーリング溶液の甲液の⼒価を乗じて補正し、試料⼀ｇ当たり
のしよ糖量を算出する。
○フエーリング溶液
甲液 結晶硫酸銅（ＣｕＳＯ４５Ｈ２Ｏ）三四・六三九ｇを⽔に
溶かして五〇〇ｍｌとし、その⼒価を定めておく。
⼄液 ロツシエル塩⼀七三ｇ及び⽔酸化ナトリウム五〇ｇを⽔に
溶かして五〇〇ｍｌとする。
○甲液の⼒価検定
甲液⼀〇ｍｌを正確に採り⽔四〇ｍｌを加え更に酢酸（三→⼀
〇）四ｍｌを加えて酸性としこれにヨウ化カリウム三ｇを加えて
遊離するヨウ素を⼀％可溶性でん粉溶液を指⽰薬として〇・⼀ｍ
ｏｌ／１チオ硫酸ナトリウム溶液を⽤いて滴定する。〇・⼀ｍｏ
ｌ／１チオ硫酸ナトリウム溶液の⼀ｍｌは六・三五七ｍｇの銅に
相当する。この滴定数から甲液⼀〇ｍｌ中の銅の量を計算する。
この銅の量を⼀七四・九ｍｇで除した商を使⽤した甲液の⼒価と
する。
この⼒価は⼀±〇・〇〇五以内となるように調製する。
メチレンブルー溶液 試薬⽤特級メチレンブルー⼀ｇを⽔に溶か
して⼀〇〇ｍｌとする。

  8 乳及び乳製品の細菌数の測定法
  a ⽣乳及び⽣⼭⽺乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法

Ａ 検体の採取
滅菌かくはん器で容器内の乳を⼗分にかき混ぜた後、滅菌採取管
で検体約⼆五ｍｌから三〇ｍｌまでの量を滅菌採取瓶に採り、四
度以下の温度で保持⼜は運搬する。検体は採取後四時間以内に試
験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合には、その旨を
成績書に付記しなければならない。
Ｂ 測定法
検体をその容器とともに⼆五回以上よく振り、⽜乳細菌⽤ミクロ
ピペツトでその検体を適当に吸収し、⽩布をもつてピペツトの外
壁に附着した乳を清しきし、次にピペツト内の検体をその先端よ
り⽩布を⽤いて吸引し、検体を正確に〇・〇⼀ｍｌとなし、その
全部を載物硝⼦上に放出し塗沫針を⽤いて⼀ｃｍ２の⾯積に⼀様
に塗り約五分間かすかに加温、乾燥した後、別記の⾊素溶液に瞬
間浸して染⾊し、直ちに余液を振り落し、乾燥するのを待つて⽔
洗し、再び乾燥して標本を作成する。
油浸レンズを装置した顕微鏡を⽤い、対物測微計をもつて視野の
直径を〇・⼆〇六ｍｍに調節し、前記の標本を鏡検し、⼀六以上
の代表的視野の細菌数を個々に測定し、⼀視野に対する平均数を
求める。これに三〇万を乗じた数値の上位⼆けたを有効数字とし
て略算したものを⽣乳⼜は⽣⼭⽺乳⼀ｍｌ中の細菌数とする。
Ｃ ⾊素溶液の調製法



フラスコ中にテトラクロールエタン四〇ｍｌ及び無⽔エタノール
五四ｍｌを⼊れ七〇度まで加温し、これにメチレンブルー⼀・〇
〇ｇから⼀・⼀⼆ｇまでを混じ強く振つて⾊素を完全に溶かし、
冷却するのを待つて、酢酸六ｍｌを徐々に加えろ過した後密栓し
て貯える。

  b ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂
肪⽜乳、加⼯乳、クリーム、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖
れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉
乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質
濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製
粉乳の標準平板培養法による細菌数（⽣菌数）の測定法
Ａ 検体の採取及び試料の調製法
⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂
肪⽜乳、加⼯乳、クリーム及び乳飲料にあつては容器包装のまま
採取するか、⼜はその成分規格に適合するかしないかを判断する
ことのできる数量を滅菌採取器具を⽤いて無菌的に滅菌採取瓶に
採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつてはａ ⽣乳及び⽣⼭⽺乳の
直接個体鏡検法による細菌数の測定法Ａ 検体の採取に定める⽅
法により約⼆〇〇ｇを採取する。この場合四度以下の温度で保持
し運搬する。検体はその後四時間以内に試験に供しなくてはなら
ない。四時間を超えた場合は、その旨を成績書に付記しなければ
ならない。
次に、濃縮乳及び脱脂濃縮乳を除き、滅菌採取瓶に採取したもの
にあつてはそのまま、容器包装のまま採取したものにあつてはそ
の全部を滅菌広⼝瓶に無菌的に移し、⼆五回以上よく振り滅菌⽜
乳⽤ピペツトをもつて滅菌希釈瓶を⽤いて⼀〇倍及び⼀〇〇倍の
希釈液を、更に希釈をする場合には滅菌化学⽤ピペツトをもつて
同様に希釈液をつくる。
無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全
粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく
質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調
製粉乳にあつては容器包装のまま採取するか、⼜はその成分規格
に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器
具を⽤いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳に
あつては滅菌採取瓶のまま、⼆五回以上よく振り、滅菌スプーン
で検体⼀〇ｇを共栓三⾓フラスコ（栓を除いて重量⼋五ｇ以下で
⼀〇〇ｍｌの所にかく線を有するもの）に採り、滅菌⽣理⾷塩⽔
を加え⼀〇〇ｍｌとして⼀〇倍希釈液をつくり、以下⽜乳、特別
⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳、加
⼯乳、クリーム及び乳飲料と同様に希釈液をつくる。

Ｂ 測定法
⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂



肪⽜乳、加⼯乳、クリーム、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、加糖
れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダ
ー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミ
ルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の各希釈液で⼀平板に、三
〇個から三〇〇個までの集落が得られるような希釈液を選択し、
同⼀希釈液に対し滅菌ペトリー⽫⼆枚以上を⽤意し滅菌ピペツト
でそれぞれの希釈液各⼀ｍｌずつを正確に採り、これにあらかじ
め加温溶解して四三度から四五度までの温度に保持した標準寒天
培養基約⼀五ｍｌを加え、静かに回転、前後左右に傾斜して混合
し、冷却凝固させる。
試料をペトリー⽫に採つてから培養基を注加するまでに⼆〇分以
上を経過してはならない。
培養基が凝固したならば、これを倒置して三⼆度から三五度まで
の温度で四⼋時間（前後三時間の余裕を認める。）培養後発⽣し
た集落数を算定する。この場合培養時間を経過した後、直ちに算
定できない場合は、これを取り出して五度以下の冷蔵庫に保存す
れば、⼆四時間以内は算定に供し得る。
試料を加えないで希釈⽤液⼀ｍｌと培養基とを混合したものを対
照とし、ペトリー⽫、希釈液及び培養基の無菌であつたこと並び
に操作が完全であつたことを確かめなくてはならない。
ペトリー⽫は直径九ｃｍから⼀〇ｃｍまで、深さ⼀・五ｃｍとす
る。
無糖れん乳及び無糖脱脂れん乳は調製した⼀〇倍希釈液⼀〇ｍｌ
を⼆ｍｌずつ滅菌ペトリー⽫五枚に採り、以下⽜乳と同様に実施
する。
細菌数算定は、次の要領による。
無糖れん乳及び無糖脱脂れん乳を除いては⼀平板の集落数三〇個
から三〇〇個までの場合及び拡散集落があつてもその部分が平板
の⼆分の⼀以下で他の集落がよく分散していて、算定に⽀障のな
いものを選び出し、集落計算器を⽤いて常に⼀定した光線の下で
集落数を計測し、⼀平板の集落数⼜は⼆枚以上の平均集落数に希
釈倍数を乗じた数字を記載する場合、⾼位から三けた⽬を四捨五
⼊して⼆けたのみを記載しそれ以下は〇を附する。
次の場合はこれを試験室内事故とする。
イ 集落の発⽣のなかつた場合（常温保存可能品、無糖れん乳、無

糖脱脂れん乳及び摂⽒⼀⼀五度で⼀五分間以上加熱殺菌した乳
飲料の場合を除く。）

ハ 拡散集落の部分が平板の⼆分の⼀を超えた場合
ハ 汚染されたことが明らかなもの
ニ その他不適当と思われるもの
○培地
標準寒天培養基



ペプトン五ｇ、酵⺟エキス⼆・五ｇ、ブドウ糖⼀ｇ及び寒天⼀五
ｇを精製⽔⼀、〇〇〇ｍｌに合して加熱して溶かし、⾼圧滅菌す
る（滅菌後のｐＨは七・〇から七・⼆までとする。）。

  9 本試験における⼤腸菌群とは、グラム陰性、無芽胞性の桿菌で乳
糖を分解してガスを発⽣するすべての好気性及び通性嫌気性の細
菌をいう。

  a 検体の採取及び試料の調製法
（１）乳及び乳製品の８ 乳及び乳製品の細菌数の測定法のｂ
（標準平板培養法）のＡに準ずる。

  b 測定法
検体⼀ｍｌ及びその⼀〇倍希釈液、⼀〇〇倍希釈液の各⼀ｍｌを
⼆本ずつＢ・Ｇ・Ｌ・Ｂ・はつ酵管に接種し、三⼆度から三五度
までの温度で四⼋時間（前後三時間の余裕を認める。）培養して
ガス発⽣の有無を観察する。
ガス発⽣を認めないものは、⼤腸菌群陰性とし、ガス発⽣を認め
た場合には、そのはつ酵管を採り、⼀⽩⾦⽿を遠藤培養基⼜は
Ｅ・Ｍ・Ｂ・培養基にかく線培養して、独⽴した集落を発⽣せし
める。三⼆度から三五度までの温度で⼆四時間（前後⼆時間の余
裕を認める。）培養後遠藤培養基⼜はＥ・Ｍ・Ｂ・培養基から定
型的⼤腸菌群集落⼜は⼆個以上の⾮定型的集落を釣菌して、乳糖
ブイヨンはつ酵管及び寒天斜⾯にそれぞれ移植する。
乳糖ブイヨンはつ酵管は三⼆度から三五度までの温度で四⼋時間
（前後三時間の余裕を認める。）、寒天斜⾯は三⼆度から三五度
までの温度で⼆四時間培養し、乳糖ブイヨンはつ酵管においてガ
ス発⽣を確認した場合に、これと相対する寒天斜⾯培養について
鏡検し、グラム陰性無芽胞悍菌を認めた場合を⼤腸菌群陽性とす
る。
○培地
Ａ Ｂ・Ｇ・Ｌ・Ｂ・はつ酵管
ペプトン⼀〇ｇ及び乳糖⼀〇ｇを蒸留⽔五〇〇ｍｌに溶解し、こ
れに新鮮な⽜胆汁⼆〇〇ｍｌ（⼜は乾燥⽜胆末⼆〇ｇを⽔⼆〇〇
ｍｌに溶解したものでｐＨ七・〇から七・五までのもの）を加え
て約九七五ｍｌとしｐＨ七・四に修正し、これに〇・⼀％のブリ
リアントグリーン⽔溶液⼀三・三ｍｌを加えて、全量を⼀、〇〇
〇ｍｌとし、綿ろ過し、ダーラム管を⼊れた試験管に約⼀〇ｍｌ
ずつ分注して後間けつ滅菌する（滅菌後のｐＨは七・⼀から七・
四までとする。）。

Ｂ 遠藤培養基
三％の普通寒天（ｐＨ七・四から七・⼋までのもの）⼀、〇〇〇
ｍｌを加温溶解し、これにからかじめ少量の⽔に溶した乳糖⼀五
ｇを加えてよく混和する。さらにこれにフクシンのエタノール飽
和溶液（エタノール⼀〇〇ｍｌにフクシン約⼀⼀ｇを溶かしたも



の）⼀・〇ｍｌを加え冷却して約五〇度になつたとき、新たに製
した⼀〇％の亜硫酸ナトリウム溶液を少量ずつ加える。フクシン
の⾊が淡桃⾊になつたとき滴加を⽌める。
これを試験管⼜はフラスコに四〇ｍｌから⼀〇〇ｍｌまでを分注
し、間けつ滅菌し、⽤に臨み溶かして平板とする。

Ｃ Ｅ・Ｍ・Ｂ・培養基
ペプトン⼀〇ｇリン酸⼆カリウム（Ｋ２ＨＰＯ４）⼆ｇ及び寒天
⼆五ｇから三〇ｇまでを蒸留⽔⼀、〇〇〇ｍｌに加え加熱溶解
し、沸騰後蒸発⽔量を補正する（ｐＨの修正不要。）。これに乳
糖⼀〇ｇ⼆％エオジン⽔溶液（エオジン⻩）⼆〇ｍｌ及び〇・
五％メチレンブルー⽔溶液⼀三ｍｌを加えてよく混和し、分注
し、間けつ滅菌して⽤に臨み平板とする。

Ｄ 乳糖ブイヨンはつ酵管
普通ブイヨンに乳糖を〇・五％の割合に加えて、ダーラム管を⼊
れた試験管に約⼀〇ｍｌずつ分注し、間けつ滅菌する（滅菌後の
ｐＨは六・四から七・〇までとする。）。

  10 試料⼆ｍｌを⼩型ペトリー⽫に採り、これに試料と同容量の七
〇％（ｖ／ｖ）エタノールを加えて混和し、凝固物の⽣成の有無
を観察する。⾁眼で凝固物を認めない場合をアルコール試験陰性
とする。

  11 乳のイソメタミジウム試験法
  a 装置

可視分光光度型検出器付き⾼速液体クロマトグラフを⽤いる。
  b 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の○ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試験・試液に⽰すものを⽤いる。
ギ酸アンモニウム ギ酸アンモニウム（特級）
ヘプタンスルホン酸ナトリウム ⼀―ヘプタンスルホン酸ナトリ
ウム（特級）

  c 塩化イソメタミジウム 本品は塩化イソメタミジウム九九％以上
を含む。
融点 本品の融点は⼆四四度から⼆四五度である。

  d 試験溶液の調製
試料五・〇〇ｇを量り採り、アセトニトリル⼀五ｍｌ及び〇・⼆
五ｍｏｌ／１ギ酸アンモニウム・メタノール溶液⼀五ｍｌを加
え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇
〇回転で五分間遠⼼分離を⾏い、アセトニトリル・メタノール層
をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。沈殿にアセトニトリル⼀五ｍ



ｌ及び〇・⼆五ｍｏｌ／１ギ酸アンモニウム・メタノール溶液⼀
五ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、前
記と同様の条件で遠⼼分離を⾏い、アセトニトリル・メタノール
層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ、三〇度以下でアセト
ニトリル及びメタノールを除去する。この残留物に酢液エチル⼀
五ｍｌ及び⽔⼀五ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振
り混ぜた後、酢酸エチル層を捨て、⽔層に酢酸エチル⼀五ｍｌを
加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜる。酢酸エチル層
を捨て、⽔層に塩化ナトリウム⼀ｇを加えて溶かし、アセトニト
リル⼀五ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた
後、アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。⽔層に
アセトニトリル⼀五ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく
振り混ぜた後、アセトニトリル層をそのすり合わせ減圧濃縮器中
に合わせ、三〇度以下でアセトニトリルを除去する。この残留物
に〇・⼆五ｍｏｌ／１ギ酸アンモニウム・メタノール溶液⼀・〇
ｍｌを加えて溶かし、これを試験溶液とする。

  e 操作法
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準品と⼀致しなければ
ならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクチルシリル化シリカゲル（粒径五μｍ）を⽤
いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器 吸光波⻑三⼋〇ｎｍで操作する。
移動相 アセトニトリル及び〇・〇〇五ｍｏｌ／１ヘプタンスル
ホン酸ナトリウム含有〇・〇三ｍｏｌ／１クエン酸溶液をそれぞ
れ三対七の割合で混合した溶液を⽤いる。イソメタミジウムが約
⼀〇分で流出する流速に調整する。

Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  12 乳のエプリノメクチン試験法
  a 装置

蛍光検出器付き⾼速液体クロマトグラフを⽤いる。
  b 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の〇 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試薬・試液に⽰すものを⽤いる。



イソオクタン ⼆、⼆、四―トリメチルペンタン（特級）
メチルイミダゾール ⼀―メチルイミダゾール（特級）

  c 標準品
エプリノメクチン 本品はエプリノメクチンＢ１ａ九五％以上を
含む。
融点 本品の融点は⼀六三度から⼀六六度である。

  d 標準溶液の調製
Ａ 蛍光化法
標準品にジメチルホルムアミド、無⽔酢酸及びメチルイミダゾー
ルをそれぞれ九対三対⼆の割合で混合した溶液〇・⼆mlを加えて
密栓し、よく振り混ぜた後、⼀〇〇度で九〇分間加熱し、室温に
なるまで放置する。
Ｂ 精製法
シリカゲルミニカラム（六九〇ｍｇ）に、酢酸エチル及びｎ―ヘ
キサンをそれぞれ六対四の割合で混合した溶液⼀〇mlを注⼊し、
流出液は捨てる。このカラムにＡ 蛍光化法で得られた溶液を注
⼊した後、酢酸エチル及びｎ―ヘキサンをそれぞれ六対四の割合
で混合した溶液⼀〇mlを注⼊し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器
中に採り、四〇度以下で酢酸エチル及びｎ―ヘキサンを除去す
る。この残留物にメタノール⼆・〇mlを加えて溶かし、これを標
準溶液とする。

  e 試験溶液の調製
Ａ 抽出法
試料五・〇〇ｇを量り採り、アセトン及び⽔をそれぞれ⼀対⼀の
割合で混合した溶液三〇ml、塩化ナトリウム五ｇ及びイソオクタ
ン六〇mlを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜる。こ
れを毎分⼆、五〇〇回転で五分間遠⼼分離を⾏い、イソオクタン
層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。⽔層にイソオクタン六〇ml
を加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、前記と同
様の条件で遠⼼分離を⾏い、イソオクタン層をそのすり合わせ減
圧濃縮器中に合わせ、⼋〇度以下でイソオクタンを除去する。こ
の残留物にｎ―ヘキサン⼆〇mlを加えて溶かし、⼀〇〇mlの分液
漏⽃（甲）中に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル⼆
〇mlを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、静置
し、アセトニトリル層を⼀〇〇mlの分液漏⽃（⼄）中に移す。分
液漏⽃（甲）中にｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル⼆〇mlを加
え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセ
トニトリル層を⼀〇〇mlの分液漏⽃（⼄）中に合わせる。分液漏
⽃（⼄）中にｎ―ヘキサン⼀〇mlを加え、振とう機を⽤いて五分
間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をすり合わせ
減圧濃縮器中に移し、四〇度以下でアセトニトリルを除去する。
この残留物にメタノール四・〇mlを加えて溶かし、その⼆・〇ml
を採り、四〇度以下で窒素気流下で乾固する。



Ｂ 蛍光化法
Ａ 抽出法で得られたものにｄ 標準溶液の調製のＡ 蛍光化法
と同様の操作を⾏う。

Ｃ 精製法
Ｂ 蛍光化法で得られた溶液にｄ 標準溶液の調製のＢ 精製法
と同様の操作を⾏い、これを試験溶液とする。

ｆ 操作法
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準溶液と⼀致しなけれ
ばならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径五μｍ）
を⽤いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器 励起波⻑三六〇ｎｍ、蛍光波⻑四六〇ｎｍで操作する。
移動相 ⽔とメタノールをそれぞれ三対九七で混合した溶液を⽤
いる。エプリノメクチンＢｌａが約⼀〇分で流出する流速に調整
する。

Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  13 乳のオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテト
ラサイクリン試験法

  a 装置
蛍光検出器付⾼速液体クロマトグラフを⽤いる。

  b 試験・試液
次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の○ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試薬・試液に⽰すものを⽤いる。
イミダゾール イミダゾール（特級）
イミダゾール緩衝液 イミダゾール六⼋・〇⼋ｇ、エチレンジア
ミン四酢酸⼆ナトリウム〇・三七ｇ及び酢酸マグネシウム⼀〇・
七⼆ｇを⽔に溶かして⼋〇〇ｍｌとする。これに酢酸を加えてｐ
Ｈ七・⼆に調整し、⽔を加えて⼀、〇〇〇ｍｌとする。
エチレンジアミン四酢酸含有クエン酸緩衝液
第⼀液 クエン酸⼆⼀・〇ｇを⽔に溶かして⼀、〇〇〇ｍｌとす



る。
第⼆液 リン酸⼆ナトリウム七⼀・六ｇを⽔に溶かして⼀、〇〇
〇ｍｌとする。
エチレンジアミン四酢酸⼆ナトリウム⼀・⼋六ｇに第⼀液三〇七
ｍｌと第⼆液⼀九三ｍｌを混和したものを加えて溶かす。
スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム（⼆六五ｍｇ） 
内径⼋ｍｍから九ｍｍまでのポリエチレン製のカラム管に、カラ
ムクロマトグラフィー⽤に製造したスチレンジビニルベンゼン共
重合体⼆六五ｍｇを充てんしたもの⼜はこれと同等の分離特性を
有するものを⽤いる。

  c 標準品
塩酸オキシテトラサイクリン 本品⼀・〇〇〇ｍｇはオキシテト
ラサイクリン〇・⼋五〇ｍｇ⼒価以上を含む。
分解点 本品の分解点は⼀九〇度から⼀九四度である。
塩酸クロルテトラサイクリン 本品⼀・〇〇〇ｍｇは塩酸クロル
テトラサイクリン〇・九〇〇ｍｇ⼒価以上を含む。
分解点 本品の分解点は⼆⼀〇度以上である。
塩酸テトラサイクリン 本品⼀・〇〇〇ｍｇは塩酸テトラサイク
リン〇・九〇〇ｍｇ⼒価以上を含む。
分解点 本品の分解点は⼆⼀四度である。

  d 試験溶液の調製
Ａ 抽出法
試料五・〇〇ｇを量り採り、エチレンジアミン四酢酸含有クエン
酸緩衝液三〇ｍｌ及びｎ―ヘキサン⼆〇ｍｌを加え、振とう機を
⽤いて五分間激しく振り混ぜる。次いで毎分三、〇〇〇回転で⼀
〇分間遠⼼分離を⾏い、⽔層を分取する。
Ｂ 精製法
スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム（⼆六五ｍｇ）
に、メタノール⼀〇ｍｌ、⽔⼀〇ｍｌ、飽和エチレンジアミン四
酢酸⼆ナトリウム溶液五ｍｌを順次注⼊し、流出液は捨てる。こ
のカラムにＡ 抽出法で得られた溶液を注⼊した後、⽔⼀〇ｍｌ
を注⼊し、流出液は捨てる。このカラムにメタノール⼀〇ｍｌを
注⼊し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下で
メタノールを除去する。この残留物に⼀・三六％リン酸⼀カリウ
ム溶液⼀・〇ｍｌを加えて溶かし、これを試験溶液とする。

  e 操作法
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準品と⼀致しなければ
ならない。
操作条件
カラム充てん剤オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径五μｍ）を
⽤いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ



のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器 励起波⻑三⼋〇ｎｍ、蛍光波⻑五⼆〇ｎｍで操作する。
移動相 オキシテトラサイクリン及びテトラサイクリンの試験を
⾏う場合は、イミダゾール緩衝液及びメタノールを⼀七対三の割
合で混合した溶液を⽤いる。オキシテトラサイクリンが約五分で
流出する流速に調整する。クロルテトラサイクリンの試験を⾏う
場合は、イミダゾール緩衝液及びメタノールを三対⼀の割合で混
合した溶液を⽤いる。クロルテトラサイクリンが約七分で流出す
る流速に調整する。
Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う

  14 ゲンタマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法
  a 装置

⾼速液体クロマトグラフ・質量分析計を⽤いる。
  b 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の〇 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試薬・試液に⽰すものを⽤いる。
ヘプタフルオロ酪酸 ヘプタフルオロ―ｎ―酪酸
ヘプタンスルホン酸ナトリウム ⼀―ヘプタンスルホン酸ナトリ
ウム（特級）

  c 標準品
塩酸スペクチノマイシン 本品⼀・〇〇〇ｍｇは、スペクチノマ
イシン六〇三μｇ⼒価以上を含む。
硫酸ゲンタマイシン 本品⼀・〇〇〇ｍｇは、ゲンタマイシンＣ
１五九〇μｇ⼒価以上を含む。
融点 本品の融点は⼆⼀⼋度から⼆三七度である。
硫酸ネオマイシン 本品⼀・〇〇〇ｍｇは、ネオマイシンＢ六⼋
〇μｇ以上を含む。

  d 試験溶液の調製
Ａ 抽出法
試料五・〇〇ｇを量り採り、⼀％メタリン酸溶液⼆五ｍｌを加
え、振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇
〇回転で⼀〇分間遠⼼分離を⾏い、綿栓ろ過する。
Ｂ 精製法
オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（五〇〇ｍｇ）に、
メタノール五ｍｌ及び⽔⼀〇ｍｌを順次注⼊し、流出液は捨て
る。このカラムにＡ 抽出法で得られた溶液及び⽔五ｍｌを順次
注⼊し、流出液に〇・⼀ｍｏｌ／ｌヘプタンスルホン酸ナトリウ



ム溶液⼆ｍｌを加える。このカラムにメタノール五ｍｌ及び⽔⼀
〇ｍｌを順次注⼊し、流出液は捨てる。このカラムに、先にヘプ
タンスルホン酸ナトリウム溶液を加えた流出液及び⽔五ｍｌを順
次注⼊し、流出液は捨てる。このカラムにメタノール⼀〇ｍｌを
注⼊し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下で
メタノールを除去する。この残留物にアセトニトリル及び〇・〇
〇五ｍｏｌ／ｌヘプタフルオロ酪酸溶液をそれぞれ⼀対九の割合
で混合した溶液⼀・〇ｍｌを加えて溶かし、これを試験溶液とす
る。

  e 操作法
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準品と⼀致しなければ
ならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲルを⽤いる。
カラム管 内径⼀・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
移動相 アセトニトリル及び〇・〇〇五ｍｏｌ／ｌヘプタフルオ
ロ酪酸溶液をそれぞれ⼀対九の割合で混合した溶液を⽤いる。ゲ
ンタマイシンが約⼀〇分で流出する流速に調整する。
Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  15 乳のシロマジン、スピラマイシン及びチルミコシン試験法
  a 装置

紫外分光光度型検出器付き⾼速液体クロマトグラフを⽤いる。
  b 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の〇 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試薬・試液に⽰すものを⽤いる。
強酸性陽イオン交換体ミニカラム（五〇〇ｍｇ） 内径⼋ｍｍか
ら九ｍｍまでのポリエチレン製のカラム管にプロピルベンゼンス
ルホン酸シリル化シリカゲル五〇〇ｍｇを充てんしたもの⼜はこ
れと同等の分離特性を有するものを⽤いる。
リン酸緩衝液（ｐＨ⼆・五）
リン酸緩衝液（ｐＨ三・〇）リン酸⼀ナトリウム七・⼋〇ｇを⽔
に溶かして⼀、〇〇〇ｍｌとし、リン酸を加えてｐＨ⼆・五に調
整する。リン酸⼀ナトリウム七・⼋〇ｇを⽔に溶かして⼀、〇〇
〇ｍｌとし、リン酸を加えてｐＨ三・〇に調整する。



  c 標準品
シロマジン 本品はシロマジン九九％以上を含む。
融点 本品の融点は⼆⼆〇度から⼆⼆七度である。
スピラマイシンⅠ 本品はスピラマイシンⅠ九九％以上を含む。
融点 本品の融点は⼀三四度から⼀三七度である。
チルミコシン 本品はチルミコシン九九％以上を含む。
ネオスピラマイシンＩ 本品はネオスピラマイシンＩ九三％以上
を含む。
融点 本品の融点は⼀⼀九度から⼀⼆〇度である。

  d 試験溶液の調製
Ａ 抽出法
試料⼀〇・〇〇ｇを量り採り、メタノール及び⼀・⼆％メタリン
酸溶液をそれぞれ⼀対⼀の割合で混合した溶液三五ｍｌを加え、
振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇〇回
転で⼀〇分間遠⼼分離を⾏い、綿栓ろ過する。
Ｂ 精製法
強酸性陽イオン交換体ミニカラム（五〇〇ｍｇ）に、メタノール
三ｍｌ及び⽔三ｍｌを順次注⼊し、流出液は捨てる。このカラム
にＡ抽出法で得られた溶液を注⼊した後、メタノール及びリン酸
緩衝液（ｐＨ三・〇）をそれぞれ九対⼀の割合で混合した溶液三
ｍｌ、⽔五ｍｌ及び〇・⼀ｍｏｌ／１リン酸⼆カリウム溶液三ｍ
ｌを順次注⼊し、流出液は捨てる。このカラムにメタノール及び
〇・⼀ｍｏｌ／１リン酸⼆カリウム溶液をそれぞれ九対⼀の割合
で混合した溶液⼀〇ｍｌを注⼊し、流出液をすり合わせ減圧濃縮
器中に採り、四〇度以下でメタノール及び⽔を除去する。この残
留物にアセトニトリル及び〇・〇五ｍｏｌ／１リン酸⼆カリウム
溶液をそれぞれ三対七の割合で混合した溶液⼀・〇ｍｌを加えて
溶かし、これを試験溶液とする。

  e 操作法
Ａ 定性試
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準品と⼀致しなければ
ならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲルを⽤いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器 シロマジンの試験を⾏う場合は、吸光波⻑⼆四〇ｎｍで
操作する。
スピラマイシンの試験を⾏う場合は、吸光波⻑⼆三五ｎｍで操作
する。
チルミコシンの試験を⾏う場合は、吸光波⻑⼆九〇ｎｍで操作す
る。



移動相 シロマジンの試験を⾏う場合は、アセトニトリル及びリ
ン酸緩衝液（ｐＨ⼆・五）をそれぞれ⼀対四九の割合で混合した
溶液を⽤いる。シロマジンが約五分で流出する流速に調整する。
スピラマイシン及びチルミコシンの試験を⾏う場合は、アセトニ
トリル及びリン酸緩衝液（ｐＨ⼆・五）をそれぞれ⼀対三の割合
で混合した溶液を⽤いる。スピラマイシンⅠが約⼀〇分で流出す
る流速に調整する。
Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  16 乳のスルファジミジン試験法
  a 装置

紫外分光光度型検出器付き⾼速液体クロマトグラフを⽤いる。
  b 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の〇 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試薬・試液に⽰すものを⽤いる。
アルミナ（中性）ミニカラム（⼀、⼋五〇ｍｇ） 内径⼋ｍｍか
ら九ｍｍまでのポリエチレン製のカラム管に、カラムクロマトグ
ラフィー⽤に製造したアルミナ（中性）⼀、⼋五〇ｍｇを充てん
したもの⼜はこれと同等の分離特性を有するものを⽤いる。

  c 標準品
スルファジミジン本品はスルファジミジン九九％以上を含む。
融点 本品の融点は⼀九⼋度から⼆〇⼀度である。

  d 試験溶液の調製
Ａ 抽出法
試料⼀〇・〇ｇを量り採り、アセトニトリル⼆五ｍｌ及び無⽔硫
酸ナトリウム⼆〇ｇを加え、毎分三、〇〇〇回転で五分間遠⼼分
離を⾏い、アセトニトリル層を⼀〇〇ｍｌの分液漏⽃中に移す。
これにアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン⼆五ｍｌを加え、振とう
機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル
層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。遠⼼分離管の残留物にアセ
トニトリル⼆五ｍｌを加え、⼀分間激しく振り混ぜた後、前記と
同様の条件で遠⼼分離を⾏い、アセトニトリル層をその分液漏⽃
中に合わせる。振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、静
置し、アセトニトリル層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わ
せ、ｎ―プロパノール⼀〇ｍｌを加え、四〇度以下でアセトニト
リル及びｎ―プロパノールを除去する。この残留物にアセトニト
リルと⽔を⼀九対⼀の割合で混合した溶液三ｍｌを加えて溶か
す。
Ｂ 精製法



アルミナ（中性）ミニカラム（⼀、⼋五〇ｍｇ）に、アセトニト
リルと⽔を⼀九対⼀の割合で混合した溶液⼀〇ｍｌを注⼊し、流
出液は捨てる。このカラムにＡ 抽出法で得られた溶液を注⼊
し、流出液は捨てる。このカラムにアセトニトリルと⽔を⼀七対
三の割合で混合した溶液⼀〇ｍｌを注⼊し、流出液をすり合わせ
減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル及び⽔を除去
する。この残留物にアセトニトリルと〇・〇⼆五ｍｏｌ／１リン
酸⼀ナトリウム溶液を三対⼀七の割合で混合した溶液⼀・〇ｍｌ
を加えて溶かし、アセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン〇・五ｍｌを
加え、毎分三、〇〇〇回転で五分間遠⼼分離を⾏う。ｎ―ヘキサ
ン層を捨て、アセトニトリル及びリン酸⼀ナトリウム溶液の混液
層を採り、これを試験溶液とする。

  e 操作法
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準品と⼀致しなければ
ならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径五μｍ）
を⽤いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器 吸光波⻑⼆六⼋ｎｍで操作する。
移動相 アセトニトリルと〇・〇⼆五ｍｏｌ／１リン酸⼀ナトリ
ウム溶液を三対⼀七の割合で混合した溶液を⽤いる。スルファジ
ミジンが約⼀〇分で流出する流速に調整する。
Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  17 乳のセフチオフル試験法
  a 装置

紫外分光光度型検出器付き⾼速液体クロマトグラフを⽤いる。
  b 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の〇 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試薬・試液に⽰すものを⽤いる。
ジチオエリスリトール ジチオエリスリトール（特級）
ジチオエリスリトール・ホウ酸緩衝液 塩化カリウム三・七ｇ、
ジチオエリスリトール四・〇ｇ及びホウ酸ナトリウム⼀九・〇ｇ
を⽔⼀、〇〇〇mlに溶かす。
ヨウ化アセトアミド ヨウ化アセトアミド（⼀級）



ヨウ化アセトアミド・リン酸緩衝液 ヨウ化アセトアミド七・〇
ｇをリン酸緩衝液（ｐＨ七）五〇mlに溶かす。

  c 標準品
セフチオフル 本品は塩酸セフチオフル九九％以上を含む。

  d 標準溶液の調製
Ａ デスフロイル化法
標準品にジチオエリスリトール・ホウ酸緩衝液⼀五mlを加え、五
〇度の⽔浴中で⼀五分間振とうする。これにヨウ化アセトアミ
ド・リン酸緩衝液三mlを加え、振り混ぜた後、室温で三〇分間放
置する。これに五％リン酸を加えてｐＨ⼆・五に調整し、四度に
冷却する。
Ｂ 精製法
オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（⼀、〇〇〇ｍｇ）
に、メタノール五ml及びリン酸緩衝液（ｐＨ七）五mlを順次注⼊
し、流出液は捨てる。このカラムにＡ デスフロイル化法で得ら
れた溶液を注⼊した後、リン酸緩衝液（ｐＨ七）五ml及び〇・〇
⼀ｍｏｌ／ｌ⽔酸化ナトリウム溶液三mlを順次注⼊し、流出液は
捨てる。このカラムにアセトニトリル及び⽔をそれぞれ⼆対⼋の
割合で混合した溶液三mlを注⼊し、流出液をすり合わせ減圧濃縮
器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル及び⽔を除去する。こ
の残留物にアセトニトリル、トリフルオロ酢酸及び⽔をそれぞれ
三〇〇対⼀対七〇〇の割合で混合した溶液⼀・〇mlを加えて溶か
し、これを標準溶液とする。

  e 試験溶液の調製
Ａ 抽出法及びデスフロイル化法
試料五・〇〇ｇを量り採り、ジチオエリスリトール・ホウ酸緩衝
液⼀〇mlを加え、⼀ｍｏｌ／ｌ⽔酸化ナトリウム溶液を加えてｐ
Ｈ九・〇に調整する。振とう機を⽤いて五分間激しく振り混ぜた
後、毎分三、〇〇〇回転で⼀〇分間遠⼼分離を⾏う。⽔層を採
り、五〇度の⽔浴中で⼀五分間振とうする。これにヨウ化アセト
アミド・リン酸緩衝液三mlを加え、振り混ぜた後、室温で三〇分
間放置する。これに五％リン酸を加えてｐＨ⼆・五に調整し、四
度に冷却した後、前記と同様の条件で遠⼼分離を⾏う。⽔層を採
り四度に冷却する。
Ｂ 精製法
Ａ 抽出法及びデスフロイル化法で得られた溶液にｄ 標準溶液
の調製のＢ 精製法と同様の操作を⾏い、これを試験溶液とす
る。

  f 操作法
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準溶液と⼀致しなけれ
ばならない。
操作条件



カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径５μｍ）
を⽤いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器 吸光波⻑⼆六六ｎｍで操作する。
移動相 アセトニトリル、トリフルオロ酢酸及び⽔をそれぞれ三
〇〇対⼀対七〇〇の割合で混合した溶液を⽤いる。デスフロイル
セフチオフルが約七分で流出する流速に調整する。
Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  18 乳のチアベンダゾール及び五―プロピルスルホニル―⼀Ｈ―ベン
ズイミダゾール―⼆―アミン試験法

  a 装置
紫外分光光度型検出器及び蛍光検出器付き⾼速液体クロマトグラ
フを⽤いる。

  b 試薬・試液
次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の○ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２） 試験・試液に⽰すものを⽤いる。
アルミナ（中性）ミニカラム（⼀、⼋五〇ｍｇ） 内径⼋ｍｍか
ら九ｍｍまでのポリエチレン製のカラム管に、カラムクロマトグ
ラフィー⽤に製造したアルミナ（中性）⼀、⼋五〇ｍｇを充てん
したもの⼜はこれと同等の分離特性を有するものを⽤いる。

  c 標準品
チアベンダゾール 本品はチアベンダゾール九九％以上を含む。
融点 本品の融点は三〇四度から三〇五度である。
五―ヒドロキシチアベンダゾール 本品は五―ヒドロキシチアベ
ンダゾール九九％以上を含む。
融点 本品の融点は⼆⼋三度から⼆⼋六度である。
五―プロピスルホニル―⼀Ｈ―ベンズイミダゾール―⼆―アミン 
本品は五―プロピルスルホニル―⼀Ｈ―ベンズイミダゾール―⼆
―アミン九九％以上を含む。
融点 本品の融点は⼆⼆⼆度から⼆⼆三・五度である。

  d 標準溶液の調製
Ａ 抽出法
試料五・〇〇ｇを量り採り、酢酸エチル五〇ｍｌ及び四ｍｏｌ／
１炭酸カリウム溶液⼀ｍｌを加え、毎分⼆、六〇〇回転で五分間
遠⼼分離を⾏い、上澄液を⼆〇〇ｍｌの三⾓フラスコ中に移す。
沈殿に酢酸エチル五〇ｍｌを加え、細砕した後、前記と同様の条



件で遠⼼分離を⾏い、上澄液をその三⾓フラスコ中に合わせる。
これに適量の無⽔硫酸ナトリウムを加え、時々振り混ぜながら⼀
五分間放置した後、すり合わせ減圧濃縮器中にろ過し、四〇度以
下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル五〇ｍ
ｌを加えて溶かし、⼆〇〇ｍｌの分液漏⽃（甲）中に移す。これ
にアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン五〇ｍｌを加え、振とう機を
⽤いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層を
⼆〇〇ｍｌの分液漏⽃（⼄）中に移す。これにアセトニトリル飽
和ｎ―ヘキサン五〇ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激しく
振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮
器中に移し、ｎ―ヘキサン層を分液漏⽃（甲）中に合わせる。こ
れにアセトニトリル⼀〇ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激
しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をそのすり合わせ
減圧濃縮器中に合わせ、四〇度以下でアセトニトリルを除去す
る。この残留物に酢酸エチル⼀ｍｌを加えて溶かす。
Ｂ 精製法
アルミナ（中性）ミニカラム（⼀、⼋五〇ｍｇ）に、酢酸エチル
⼀〇ｍｌを注⼊し、流出液は捨てる。このカラムにＡ 抽出法で
得られた溶液を注⼊し、流出液は捨てる。このカラムに酢酸エチ
ルとメタノールを三対七の割合で混合した溶液⼀五ｍｌを注⼊
し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下で酢酸
エチル及びメタノールを除去する。この残留物にアセトニトリル
と〇・〇⼆五ｍｏｌ／１リン酸⼀ナトリウム溶液を⼀対四の割合
で混合した溶液⼀・〇ｍｌを加えて溶かし、これを試験溶液とす
る。

  e 試験溶液の調製
Ａ 定性試験
次の操作条件で試験を⾏う。試験結果は標準品と⼀致しなければ
ならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径五μｍ）
を⽤いる。
カラム管 内径四・〇ｍｍから六・〇ｍｍまで、⻑さ⼀五〇ｍｍ
のステンレス管を⽤いる。
カラム温度 四〇度
検出器
チアベンダゾール及び五―プロピルスルホニル―⼀Ｈ―ベンズイ
ミダゾール―⼆―アミンの試験を⾏う場合は、励起波⻑三〇〇ｎ
ｍ、蛍光波⻑三七〇ｎｍで操作する。
五―ヒドロキシチアベンダゾールの試験を⾏う場合は、吸光波⻑
⼆九⼋ｎｍで操作する。
移動相 アセトニトリルと〇・〇⼆五ｍｏｌ／１リン酸⼀ナトリ
ウム溶液を⼀対四の割合で混合した溶液を⽤いる。チアベンダゾ



ールが約⼀〇分で流出する流速に調整する。
Ｂ 定量試験
Ａ 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピ
ーク⾼法⼜はピーク⾯積法により定量を⾏う。

  19 乳のベンジルペニシリン試験法
  a 試薬・試液

次に⽰すもの以外は、⾷品、添加物等の規格基準第１ ⾷品の部
Ｄ 各条の項の〇 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホ
ップの２ 穀類、⾖類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成
分規格の試験法の⽬の（２）試薬・試液に⽰すものを⽤いる。
継代保存⽤培地 ペプトン、⾁エキス、塩化ナトリウム、寒天等
の組成からなる培地を⽤いる。
検査⽤平板 加温溶解後五五度に保持した試験⽤培地⼀、〇〇〇
ｍｌに試験菌液五ｍｌを加えて混和した後、⼋ｍｌを内径⼋五ｍ
ｍのペトリ⽫に分注し、⽔平に保つて凝固させる。
試験菌液 継代保存⽤培地で継代培養したＢａｃｉｌｌｕｓ ｓ
ｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ ｖｅｒ．ｃａｌｉｄｏｌ
ａｃｔｉｓＣ―９５３の菌株を増殖⽤培地に接種し、五五度で六
時間培養したものを試験菌液とする。
試験⽤培地 ⽜⼼臓浸出液、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天等
の組成からなる培地を⽤いる。
増殖⽤培地 酵⺟エキス、トリプトン、ブドウ糖等の組成からな
る培地を⽤いる。
ディスク 直径⼀〇ｍｍ、厚さ⼀・五ｍｍのパルプディスクを⽤
いる。
リン酸緩衝液（ｐＨ六・〇）リン酸⼀カリウム七・〇ｇを⽔五〇
〇ｍｌに溶解し、リン酸⼆ナトリウム六・〇ｇを⽔五〇〇ｍｌに
溶解したものを加えて混合する。

  b 標準品
ベンジルペニシリンナトリウム 本品はベンジルペニシリン⼀、
六五〇単位／ｍｇ以上を含む。
融点 本品の融点は⼀⼆九度から⼀三〇度である。

  c 試験溶液の調製
Ａ 抽出法
試料⼆五ｇを量り採り、⽔⼆五ｍｌ及び飽和エチレンジアミン四
酢酸⼆ナトリウム溶液五ｍｌを加え、振とう機を⽤いて五分間激
しく振り混ぜた後、毎分三、五〇〇回転で五分間遠⼼分離を⾏
い、⽔層を吸引ろ過する。ろ液に⼆五％塩化ナトリウム溶液六ｍ
ｌを加える。
Ｂ 精製法
オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（五〇〇ｍｇ）に、
アセトニトリル⼀〇ｍｌ、⽔⼀〇ｍｌ及び⼆％塩化ナトリウム溶
液五ｍｌを順次注⼊し、流出液は捨てる。このカラムにＡ 抽出



法で得られた溶液を注⼊した後、⼆％塩化ナトリウム溶液⼀〇ｍ
ｌ及び⽔⼀〇ｍｌを順次注⼊し、流出液は捨てる。このカラムに
アセトニトリル及び⽔をそれぞれ四対⼀の割合で混合した溶液五
ｍｌを注⼊し、流出液にアセトニトリル及び⽔をそれぞれ四対⼀
の割合で混合した溶液を加えて⼀〇ｍｌとし、これを試験溶液と
する。

  d 操作法
Ａ 定量試験
試験溶液五ｍｌをすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下で
アセトニトリル及び⽔を除去し、この残留物にリン酸緩衝液（ｐ
Ｈ六・〇）⼀・〇ｍｌを加えて溶かす。この溶液をディスクに吸
着させ、五五度で⼀七時間培養する。阻⽌円の直径を標準品と⽐
較して定量を⾏う。
Ｂ 確認試験
薄層板は、ガラス板上に薄層クロマトグラフ⽤微結晶セルロース
を〇・⼀ｍｍの厚さに延ばしたものを使⽤する。試験溶液五ｍｌ
をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル
及び⽔を除去し、この残留物にアセトン及び⽔をそれぞれ⼀対⼀
の割合で混合した溶液⼀・〇ｍｌを加えて溶かす。この溶液四μｌ
を薄層板につけ、アセトン、⽔及び⼀―ペンタノールをそれぞれ
⼀対三対四の割合で混合した溶液を展開⽤溶媒として上昇法によ
り⼀〇〇ｍｍ展開した後、⾵乾する。薄層板を薄層が上になるよ
うにして、⾓型ペトリ⽫に⼊れる。加温溶解後五五度に保持した
試験⽤培地⼀、〇〇〇ｍｌに試験菌液五ｍｌを加えて混合した溶
液を、薄層板上に⼆ｍｍの厚さになるように分注し、⽔平に保つ
て凝固させる。⼀時間放置した後、五五度で⼀七時間培養し、阻
⽌円のＲｆ値を標準品と⽐較する。

  20 １１から１９までに掲げる試験法と同等以上の性能を有すると認
められる試験法
別記⼀
全乳⽐重補正表 （掲載略）

別記⼆
低脂肪⽜乳及び無脂肪⽜乳⽐重補正表 （掲載略）

別記三
乳糖定量表 （掲載略）

別記四
転化糖定量表 （掲載略）
（2） アイスクリーム類
  1 検体の採取及び試料の調製法

検体は、製品が成分規格に適合するかしないかを判断す



ることのできる数量を滅菌採取器具を⽤いて無菌的に滅
菌採取びんに採り、なるべくその温度を保つて保持し、
⼜は運搬し、採取後四時間以内に試験に供しなくてはな
らない。
試料は、検体を四〇度以下でなるべく短時間で全部融解
させ、その⼀〇ｇを共栓びんに採つたものに、細菌数
（⽣菌数）の測定に関しては滅菌⽣理⾷塩⽔九〇ｍｌを
加えて⼀〇倍希釈したものを⼀平板に三〇個から三〇〇
個までの集落が得られるように滅菌⽣理⾷塩⽔で段階希
釈したもの、⼤腸菌群の測定に関しては滅菌⽣理⾷塩⽔
九〇ｍｌを加えて⼀〇倍希釈したものとする。

  2 細菌数（⽣菌数）の測定法
各試料について滅菌ペトリー⽫⼆枚以上を⽤意し、滅菌
ピペツトを⽤いて対応する滅菌ペトリー⽫に当該試料⼀
ｍｌずつを正確に採り、これらにあらかじめ加温して溶
かし四三度から四五度までの温度に保持した標準寒天培
養基約⼀五ｍｌを加え、静かに回転し、前後左右に傾斜
して混合し、冷却凝固させる。この操作は試料をペトリ
ー⽫に採つてから⼆〇分間以内に完了させなければなら
ない。培養基が凝固したならば、倒置して三⼆度から三
五度までの温度で四⼋時間（前後三時間の余裕を認め
る。）培養する。この場合、検体の希釈に⽤いた滅菌⽣
理⾷塩⽔⼀ｍｌに試料を加えた培養基と同⼀同量の培養
基を混合し、静かに回転し、以下試料の場合と同様に操
作して培養したものを対照とし、ペトリー⽫、⽣理⾷塩
⽔及び培養基が無菌であつたこと並びに操作が完全であ
つたことを確めなければならない。
ペトリー⽫は直径九ｃｍから⼀〇ｃｍまで、深さは⼀・
五ｃｍとする。
細菌数の算定は、次の要領による。
⼀平板の集落数三〇個から三〇〇個までのもの（⼀平板
の集落数が三〇個から三〇〇個までのものがないときは
拡散集落の部分が平板の⼆分の⼀以下で他の集落がよく
分散していて算定に⽀障のないもの）の集落数を集落計
算器を⽤いて常に⼀定した光線の下で計測し、希釈倍率
が同⼀な試料ごとに各平板の集落数を平均した値に当該
試料に係る希釈倍率を乗じて得た数値を加算し、有効で
あつた平板の希釈倍率別による種類の数で除して得た値
を細菌数とする。
ただし、次の場合はこれを試験室内事故とする。

  a 集落の発⽣のなかつた場合
  b 拡散集落の部分が平板の⼆分の⼀をこえた場合



  c 汚染されたことが明らかなもの
  d その他不適当と思われるもの

○培 地
標準寒天培養基
ペプトン五ｇ、酵⺟エキス⼆・五ｇ．ブトウ糖⼀ｇ及び
寒天⼀五ｇを精製⽔⼀、〇〇〇ｍｌに合して加熱して溶
かし、⾼圧滅菌する（滅菌後のＰＨは七・〇から七・⼆
までとする。）。

  3 ⼤腸菌群の測定法
滅菌ペトリー⽫⼆枚を⽤意し、それぞれに滅菌ピペツト
を⽤いて試料⼀ｍｌを正確に採る。これにあらかじめ加
温して溶かし四三度から四五度までの温度を保持させた
デソキシコーレイト寒天培養基を⼀〇ｍｌから⼀五ｍｌ
までの量加え、静かに回転し、前後左右に傾斜して混合
し、冷却凝固させる。培養基が凝固した後に、その表⾯
に更に同培養基を三ｍｌから四ｍｌまでの量加えて冷却
凝固させる。この操作は試料をペトリー⽫に採つてから
⼆〇分間以内に完了させなければならない。
培養基が凝固したならば、倒置して三⼆度から三五度ま
での温度で⼆〇時間（前後⼆時間の余裕を認める。）培
養して集落の有無を観察する。暗⾚⾊の集落を認めたも
のは推定試験陽性とし、該当しないものは推定試験陰性
とする。
推定試験が陽性の場合は、当該集落の代表的なものを
Ｅ・Ｍ・Ｂ・培養基に塗抹し、三⼆度から三五度までの
温度で⼆四時間（前後⼆時間の余裕を認める。）培養し
た後、⼤腸菌群の定型的集落（定型的集落がない場合
は、定型的集落に類似した集落⼆個以上）を釣菌して、
乳糖ブイヨン醗酵管及び寒天斜⾯にそれぞれ（定型的集
落に類似した集落を釣菌した場合は各集落から釣菌した
もの別にそれぞれ）移植する。
乳糖ブイヨン醗酵管は三⼆度から三五度までの温度で四
⼋時間（前後三時間の余裕を認める。）、寒天斜⾯は三
⼆度から三五度までの温度で⼆四時間培養し、乳糖ブイ
ヨン醗酵管においてガス発⽣を確認した場合に、これと
相対する寒天斜⾯培養について鏡検し、グラム陰性無芽
胞桿菌を認めた場合を⼤腸菌群陽性とする。
ペトリー⽫は直径九ｃｍから⼀〇ｃｍまで、深さ⼀・五
ｃｍとする。
○培 地
Ａ デソキシコーレイト寒天培養基
ペプトン⼀〇ｇ、寒天⼀五ｇから⼆五ｇまでの量、乳糖
⼀〇ｇ、⾷塩五ｇ、クエン酸鉄アンモン⼆ｇ及びリン酸



⼀カリウム⼆ｇを⽔⼀、〇〇〇ｍｌに合して加熱して溶
かし、これをろ過したろ液をＰＨ七・三から七・五まで
に修正し、これにデソキシコール酸ソーダ⼀ｇ及びニユ
ートラル・レツド〇・〇三三ｇを加えて更にＰＨ七・三
から七・五までに修正する。

Ｂ Ｅ・Ｍ・Ｂ・培養基
（１） 乳及び乳製品の９ 乳及び乳製品の⼤腸菌群の
測定法のｂ 測定法の培地のＣ Ｅ・Ｍ・Ｂ・培養基に
掲げるものとする。

Ｃ 乳糖ブイヨン醗酵管
（１） 乳及び乳製品の９ 乳及び乳製品の⼤腸菌群の
測定法のｂ 測定法の培地のＤ 乳糖ブイヨン醗酵管に
掲げるものとする。

  4 乳脂肪分の定量法
試料四ｇを⼩型ビーカーに採り、⽔三ｍｌを加えてよく
混ぜ合わせレーリツヒ管に移す。
ビーカーは、⽔三ｍｌでよく洗い、その洗液はレーリツ
ヒ管に加え、振り混ぜる。次にアンモニア⽔（⼆五％か
ら三〇％で無⾊透明なもの）⼆ｍｌを加え、静かに混合
し、次にレーリツヒ管を六〇度の⽔浴中につけ、時々振
り混ぜながら⼆〇分間加温する。以下（１） 乳及び乳
製品の３ 乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法のｂ 濃縮
乳、無糖れん乳、加糖れん乳、全粉乳、クリームパウダ
ー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法の項に定
める全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリーム
の⽅法と同様の⽅法により⾏うものとする。

  5 乳固形分の定量法
４に定める⽅法により求めた乳脂肪量と（３） はつ酵
乳及び乳酸菌飲料の１ 無脂乳固形分の定量法に定める
⽅法と同様の⽅法により求めた無脂乳固形分との和を乳
固形分とする。

（3） はつ酵乳及び乳酸菌飲料
  1 無脂乳固形分の定量法

検体（凍結状のものにあつては、四〇度以下の温度でな
るべく短時間に全部融解させたもの）約五〇ｇを精密に
量り、フエノールフタレイン溶液数滴を加え、これをか
き混ぜながら⼀〇％⽔酸化ナトリウム溶液を徐徐に加え
て微アルカリ性とし、メスフラスコに採り、⽔を加えて
⼀〇〇ｍｌとし、その五ｍｌを正確に⼀五〇ｍｌのケル
ダール分解フラスコに採る。これに硫酸カリ九ｇ及び硫
酸銅⼀ｇの混合粉末〇・⼆ｇを加え、更にフラスコの内



璧を伝わらせて硫酸⼀〇ｍｌを加える。次に、このフラ
スコを⽯綿網上で徐徐に加熱し、亜硫酸ガスの⽩煙が⽣
じたとき少し⽕⼒を強め、泡末の⼤部分が消失した後強
熱し、中の液が透明な淡⻘⾊を呈し、かつ、フラスコの
内璧に炭化物を認めなくなつたとき加熱を⽌め、放冷後
注意しながら⽔三〇ｍｌを加え、再び冷却した後フラス
コを蒸溜装置に連結する。この場合、⼆〇〇ｍｌの吸収
フラスコ中には〇・〇五ｍｏｌ／１硫酸三〇ｍｌ及びメ
チルレツド溶液数滴を⼊れ、冷却器の下端が液中につか
るようにする。次に、ケルダール蒸溜装置の漏⽃から三
〇％⽔酸化ナトリウム溶液四〇ｍｌを⼊れ、⽔⼀〇ｍｌ
で洗い込み、ピンチコツクを閉じ、直ちに蒸溜をはじめ
る。溜出液が⼋〇ｍｌから⼀〇〇ｍｌまでの量に達した
とき冷却器の下端を液⾯から離し、更に溜出液数ｍｌを
採る。蒸溜終了後、冷却器の液に浸つた部分を少量の⽔
で洗い、その洗液を吸収フラスコ中の液に合し、これを
〇・⼀ｍｏｌ／１⽔酸化ナトリウム溶液で滴定する。無
脂乳固形分は、次式によつて計算する。〔｛０．００１
４×（Ａ－Ｂ）｝÷試料の採取量（ｇ）〕×６．３８×
２．８２×１００（％）
Ａ 〇・⼀Ｎ硫酸三〇ｍｌを中和するのに要する〇・⼀
Ｎ⽔酸化ナトリウム溶液の所要量（ｍｌ）
Ｂ 滴定に要した〇・⼀Ｎ⽔酸化ナトリウム溶液の所要
量（ｍｌ）
○標⽰薬
メチルレツド溶液 メチルレツド⼀ｇをエタノール五〇
ｍｌに溶かし、これに⽔を加えて⼀〇〇ｍｌとし、必要
があればろ過する。

  2

 

検体の採取及び試料の調製法
検体は、製品が成分規格に適合するかしないかを判断す
ることのできる数量を滅菌採取器を⽤いて無菌的に滅菌
採取びんに採り、四度以下の温度で保持し、⼜は運搬し
採取後四時間以内に試験に供する。試料は、糊状の検体
にあつては、滅菌ピペツト様ガラス管でよくかき混ぜた
後に⼀〇ｇを、液状の検体にあつては、よく振つた後⼀
〇ｍｌを、凍結状の検体にあつては、四〇度以下の温度
でなるべく短時間に全部融解させた後に⼀〇ｇを共せん
びんに採り、滅菌⽣理⾷塩⽔を加えて⼀〇〇ｍｌとし、
⼀〇倍希釈液を作る。これを更に⼀平板に三〇個から三
〇〇個までの集落が得られるように滅菌⽣理⾷塩⽔で階
段希釈する。

  3 乳酸菌数の測定法
試料については滅菌ペトリー⽫⼆枚以上を⽤意し、滅菌



  ピペツトを⽤いて対応する滅菌ペトリー⽫に当該試料⼀
ｍｌずつを正確に採り、これにあらかじめ加温して溶か
し四三度から四五度までの温度に保持したＢ・Ｃ・Ｐ・
加プレートカウント寒天培地約⼀五ｍｌを加え、静かに
回転し、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。
この操作は試料をペトリー⽫に採つてから⼆〇分間以内
に完了させなければならない。培養基が凝固したなら
ば、倒置して三五度から三七度までの温度で七⼆時間
（前後三時間の余裕を認める。）培養する。この場合、
検体の希釈に⽤いた滅菌⽣理⾷塩⽔⼀ｍｌに試料を加え
た培養基と同⼀同量の培養基を混合し、静かに回転し、
以下試料の場合と同様に操作して培養したものを対照と
し、ペトリー⽫、⽣理⾷塩⽔及び培養基が無菌であつた
こと並びに操作が完全であつたことを確かめなければな
らない。
ペトリー⽫は、直径九ｃｍから⼀〇ｃｍまで、深さは
⼀・五ｃｍとする。
培養した後、発⽣した集落のうち、⻩変しているものが
乳酸菌の集落である。
乳酸菌数の算定は、次の要領による。
⼀平板の乳酸菌の集落数三〇個から三〇〇個までのもの
（⼀平板の乳酸菌の集落数が三〇個から三〇〇個までの
ものがないときは、拡散集落の部分が平板の⼆分の⼀以
下で他の集落がよく分散していて算定に⽀障のないも
の）の乳酸菌の集落数を集落計算器を⽤いて常に⼀定し
た光線の下で計測し、希釈倍率が同⼀の試料ごとに各平
板の乳酸菌の集落数を平均した値に当該試料に係る希釈
倍率を乗じて得た数値を加算し、有効であつた平板の希
釈倍率別による種類の数で除して得た値を乳酸菌数とす
る。
ただし、次の場合は、これを試験室内事故とする。

  a 拡散集落の部分が平板の⼆分の⼀をこえた場合
  b 汚染されたことが明らかなもの
  c その他不適当と思われるもの

○培 地
Ｂ・Ｃ・Ｐ・加プレートカウント寒天培養基
酵⺟エキス⼆・五ｇ、ペプトン五ｇ、ブドウ糖⼀ｇ、ツ
イーン８０⼀ｇ、Ｌ―システイン〇・⼀ｇ及び粉末寒天
⼀五ｇを⽔⼀、〇〇〇ｍｌに合して加熱して溶かし、Ｐ
Ｈを六・⼋から七・〇までに修正し、これにＢ・Ｃ・
Ｐ・を〇・〇〇四から〇・〇〇六％の割合に加えて⾼圧
滅菌する。



  4 ２ 検体の採取及び試料の調製法に規定する⼀〇倍希釈
液について、（２） アイスクリーム類の３ ⼤腸菌群
の測定法に規定する⽅法により⾏うものとする。

（4） バター及びバターオイル
  1 ⽔分の定量法

試料約⼆ｇをひよう量管に正確に採り、（１） 乳及び
乳製品の１ 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法の項
に定める⽅法と同様の⽅法により乾燥物質量を求め、乾
燥減量を試料の採取量で除した数に⼀〇〇を乗じ、⽔分
のパーセント量とする。

  2

 

乳脂肪分の定量法
⽔分を定量したひよう量管に⽯油エーテル⼀五ｍｌを加
え、ガラス棒ですりつぶしながらよく混ぜて⼗分溶か
し、これをるつぼ型すり合わせガラスろ過器に移し、更
に少量の⽯油エーテルを⽤いてひよう量管の内壁をよく
洗い、これをろ過器に流し込む。ろ過器は⼀〇〇ｍｌの
⽯油エーテルを⽤いて数回に分けて洗浄して脂肪を溶か
し出す。次にろ過器を沸騰している蒸気乾燥器の中で恒
量となるまで乾燥し、残留物質量を求める。
１により求めた乾燥物質量と残留物質量との差を試料の
採取量で除した数に⼀〇〇を乗じ、乳脂肪分のパーセン
ト量とする。

  3 ⼤腸菌群の測定法
  a 検体の採取及び試料の調製法

検体は、容器包装のまま採取するか、⼜はその成分規格
に適合するかしないかを判断することのできる数量を無
菌的に滅菌採取びんに採取し、四度以下の温度で保持
し、⼜は運搬し、採取後四時間以内に試験に供しなくて
はならない。
検体は、四五度をこえない温度の恒温槽で温め、⼀五分
間以内に滅菌器具を⽤いてよくこね、滅菌スプーン⼜は
滅菌駒込ピペツトで無菌的にその⼀〇ｇを共栓三⾓フラ
スコ（栓を除いて重量⼋五ｇ以下で⼀〇〇ｍｌの所にか
く線を有するもの）に採り、四〇度の滅菌⽣理⾷塩⽔を
加えて⼀〇〇ｍｌとし、⼀〇倍希釈したものを試料液と
する。

  b ⼤腸菌群の測定法
（２） アイスクリーム類の３ ⼤腸菌群の測定法に規
定する⽅法とする。

（5） プロセスチーズ及び濃縮ホエイ
  1 乳固形分の定量法

次の⽅法により求めた乳脂肪量と乳蛋⽩量との和を乳固



形分とする。
なお、濃縮ホエイにあつては、更に（１） 乳及び乳製
品の７ 乳製品の糖分の定量法のａ 乳糖の定量法によ
り求めた乳糖量を加え乳固形分とする。

  a 乳脂肪分の定量法
試料⼀ｇを⼩型の背の⾼いビーカーに採り、蒸留⽔九ｍ
ｌ及び希アンモニア⽔⼀ｍｌを加え、ガラス棒で練つて
均⼀の乳濁液とし、少し温めてやわらかくする。塩酸で
中和し、更に塩酸⼀〇ｍｌを加える。精製⽩砂を少量加
え、時計⽫でおおい、静かに約五分間煮沸する。冷却し
て内容物をリヨーリツヒ管に移し、ビーカーはエタノー
ル⼀〇ｍｌ及びエチルエーテル⼆五ｍｌで洗い、その洗
液をリヨーリツヒ管に加えて、よく振り混ぜ、以下
（１） 乳及び乳製品の３ 乳及び乳製品の乳脂肪分の
定量法のｂ 濃縮乳、無糖れん乳、加糖れん乳、全粉
乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪
分の定量法の項に定める濃縮乳、無糖れん乳及び加糖れ
ん乳の⽅法と同様の⽅法により⾏うものとする。

  b 乳蛋⽩量の定量法
試料〇・⼆〜⼀・〇ｇを正確に量り、ケルダール分解フ
ラスコ（⼀〇〇〜⼀五〇ｍｌのもの）に採る。これに分
解促進剤（硫酸カリウム九分と硫酸銅⼀分とを別々に磨
砕した後混和したもの）を〇・五ｇ加え、次いで分解フ
ラスコの内壁を伝わらせて硫酸⼀〇ｍｌを静かに加えて
混和する。分解台上で徐々に加熱し、時々注意して緩や
かに混和する。亜硫酸ガスの⽩煙が⽣じはじめたら⽕⼒
を強め、泡末の⼤部分が消失したら強熱して内容液が淡
⻘緑⾊で透明になるまで分解を続ける。透明になつたら
冷却して分解びんのくびの部分を少量の蒸留⽔で洗い、
更に三〇分間加熱を続ける。分解が終つたら冷却し、蒸
留⽔約⼆〇ｍｌを加えて放冷した後、漏⽃を⽤いて分解
液を⼀〇〇ｍｌメスフラスコに洗い込み、蒸留⽔で標線
まで満たして、これを試料液とする。
ケルダール蒸留装置の受器（⼀〇〇〜⼀五〇ｍｌの三⾓
フラスコ）に、〇・〇⼆ｍｏｌ／１硫酸⼀〇ｍｌを正確
に採り⼊れ、メチレンブルー・メチルレツド混合指⽰薬
⼀〜⼆滴を加え、冷却器先端のガラス管が、受器の底部
に達し、液内に没するように固定し、廃液排出⼝及び試
料注⼊⼝を開き、冷却⽔を還流させ、試料注⼊⼝の漏⽃
から試料液⼀〇ｍｌを正確に⼆重蒸留管内に注⼊する。
更に少量の蒸留⽔を⽤いて漏⽃を洗い、次に、三〇％⽔
酸化ナトリウム⼀〇ｍｌを試料注⼊⼝漏⽃から加え、再
び少量の蒸留⽔で漏⽃を洗い、直ちに試料注⼊⼝を閉



じ、蒸気発⽣装置の加熱を強め、廃液排出⼝からはげし
く蒸気が出た後、廃液排出⼝を閉じ、⼆重蒸留管内で蒸
留を始める。初留の先端が受器に達してから四〜五分間
蒸留を続けた後、受器を下げ、冷却器先端のガラス管を
液⾯からはずし、更に⼆分間蒸留を⾏う。そのガラス管
先端を蒸留⽔で洗い、受器を装置からはずす。
直ちに、〇・〇⼆ｍｏｌ／１⽔酸化ナトリウム溶液で滴
定する。なお、盲検として、試料以外の試薬を同量⽤い
て、全く同様の操作を⾏い、同様に滴定する。
乳蛋⽩量は次式によつて計算する。
乳蛋⽩量（％）＝０．２８×Ｆ（Ｘ－Ｙ）×（１００÷
１０）×（１÷Ｓ）×６．３８×１００
Ｆ 〇・〇⼆Ｎ⽔酸化ナトリウム溶液のフアクター
Ｘ 盲検の滴定量（ｍｌ）
Ｙ 試料の滴定量（ｍｌ）
Ｓ 試料の採取量（ｍｇ）

  2

 

⼤腸菌群の測定法
本品の⼤腸菌群の測定法は、（４） バター及びバター
オイルの３ ⼤腸菌群の測定法に規定する⽅法とする。

三 乳等の総合衛⽣管理製造過程の製造⼜は加⼯の⽅法及びその衛⽣管理の⽅法の基準
（⼀） 製品の総合衛⽣管理製造過程につき、次に掲げる⽂書が作成されているこ

と。
（1） 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
（2） 製造⼜は加⼯に⽤いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製

造⼜は加⼯の⼯程に関する⽂書
（3） 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施

設の図⾯

（⼆） 製品の総合衛⽣管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事
項を記載した⽂書が作成されていること。
（1） 製品につき発⽣するおそれのあるすべての⾷品衛⽣上の危害につい

て、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発⽣するおそれのある
⼯程ごとに、当該危害の発⽣を防⽌するための措置を定めるととも
に、当該措置に係る物質が次の表の上欄に掲げる⾷品につきそれぞれ
同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあつて
は、その理由を明らかにすること。

⾷品の区分 ⾷品衛⽣上の危害の原因となる物質

⽜乳、特別⽜
乳、殺菌⼭⽺
乳、成分調整⽜
乳、低脂肪⽜
乳、無脂肪⽜乳

⼀ 異物
⼆ エルシニア・エンテロコリチカ
三 ⻩⾊ブドウ球菌
四 カンピロバクター・コリ
五 カンピロバクター・ジエジユニ



及び加⼯乳並び
にクリーム

六 抗菌性物質（化学的合成品であるものに限り、
抗⽣物質を除く。）
七 抗⽣物質
⼋ 殺菌剤
九 サルモネラ属菌
⼗ 洗浄剤
⼗⼀ 動物⽤医薬品の成分である物質（別表⼆ 乳
等の成分規格並びに製造、調理及び保存の⽅法の基
準の部（⼀） 乳等⼀般の成分規格及び製造の⽅法
の基準の款（６）の表の上欄に掲げるもの（その物
質が化学的に変化して⽣成した物質を含む。）であ
つて、原材料に含まれるものに限り、抗菌性物質及
び抗⽣物質を除く。以下この表において同じ。）
⼗⼆ 病原⼤腸菌
｝ ⼗三 腐敗微⽣物
⼗四 リステリア・モノサイトゲネス

アイスクリーム
類

⼀ アフラトキシン（原材料であるナツツ類に含ま
れるものに限る。）
⼆ 異物
三 エルシニア・エンテロコリチカ
四 ⻩⾊ブドウ球菌
五 カンピロバクター・コリ
六 カンピロバクター・ジエジユニ
七 抗菌性物質（化学的合成品であるものであつ
て、原材料である乳等⼜はその加⼯品に含まれるも
のに限り、抗⽣物質を除く。以下この表において同
じ。）
⼋ 抗⽣物質
九 殺菌剤
⼗ サルモネラ属菌
⼗⼀ 洗浄剤
⼗⼆ 添加物（法第七条第⼀項の規定により使⽤の
⽅法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を
除く。以下この表において同じ。）
⼗三 動物⽤医薬品の成分である物質
⼗四 病原⼤腸菌
⼗五 腐敗微⽣物⼗六 リステリア・モノサイトゲ
ネス



無糖れん乳、無
糖脱脂れん乳、
はつ酵乳、乳酸
菌飲料及び乳飲
料

⼀ 異物
⼆ エルシニア・エンテロコリチカ
三 ⻩⾊ブドウ球菌
四 カンピロバクター・コリ
五 カンピロバクター・ジエジユニ
六 抗菌性物質
七 抗⽣物質
⼋ 殺菌剤
九 サルモネラ属菌
⼗ 洗浄剤
⼗⼀ 添加物
⼗⼆ 動物⽤医薬品の成分である物質
⼗三 病原⼤腸菌
⼗四 腐敗微⽣物
⼗五 リステリア・モノサイトゲネス

（2） （１）の措置のうち、製品に係る⾷品衛⽣上の危害の発⽣を防⽌する
ため、その実施状況の連続的な⼜は相当の頻度の確認を必要とするも
のを定めること。

（3） （２）の確認の⽅法を定めること。

（三） （⼆）の（２）の確認により（⼆）の（２）の措置が適切に講じられていな
いと認められたときに講ずるべき改善措置の⽅法を記載した⽂書が作成され
ていること。

（四） 製品の総合衛⽣管理製造過程に係る衛⽣管理の⽅法につき、施設設備の衛⽣
管理、従事者の衛⽣教育その他必要な事項に関する⽅法を記載した⽂書が作
成されていること。

（五） 製品の総合衛⽣管理製造過程につき、製品等の試験の⽅法その他の⾷品衛⽣
上の危害の発⽣が適切に防⽌されていることを検証するための⽅法を記載し
た⽂書が作成されていること。

（六） 次に掲げる事項について、その記録の⽅法並びに当該記録の保存の⽅法及び
期間を記載した⽂書が作成されていること。
（1） （⼆）の（２）の確認に関する事項
（2） （三）の改善措置に関する事項
（3） （四）の衛⽣管理の⽅法に関する事項
（4） （五）の検証に関する事項
（5） 機内の液体に直接接触する部品は、⼀⽇⼀回以上洗浄し、かつ、約摂

⽒九⼗五度の熱湯に五分間浸すことにより殺菌するか、⼜はこれと同
等以上の効果を有する殺菌操作を施すこと。

（七） 製品の総合衛⽣管理製造過程につき、次に掲げる業務（（⼋）に規定する業
務を除く。）を⾃ら⾏い、⼜は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に
⾏わせる者が置かれていること。



（1） （⼆）の（２）の措置及び確認が適切になされていることを点検し、
その記録を作成すること。

（2） （⼆）の（２）の確認に⽤いる機械器具の保守管理（計器の校正を含
む。）を⾏い、その記録を作成すること。

（3） その他必要な業務

（⼋） （五）の検証につき、次に掲げる業務を⾃ら⾏い、⼜は業務の内容に応じて
あらかじめ指定した者に⾏わせる者が置かれていること。
（1） 製品等の試験を⾏うこと。
（2） （１）の試験に⽤いる機械器具の保守管理（計器の校正を含む。）を

⾏い、その記録を作成すること。
（3） その他必要な業務

四 乳等の器具若しくは容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準
（⼀） 乳等の器具の規格

（1） 乳等の製造に使⽤する器具は、次の規格に適合するものであること。
  1 洗浄に容易な構造であること。
  2 ⾷品に直接接触する部分の原材料は、さびを⽣じないもの⼜はさ

びを⽣じないような加⼯されたものであること。
  3 ⼩分け、分注、密栓⼜は密閉に⽤いる機械は、殺菌が容易で、か

つ、汚染を防⽌できるものであること。
（2） 殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコツプ販売式⾃動販売機は、次

の各号に適合する構造のものであること。
  1 機内の液体に直接接触する部品の材質は、耐酸性、耐⽔性及び不

浸透性のものであり、かつ、機内の液体中に有毒⼜は有害の物質
が溶出するおそれのないものであること。

  2 機内の液体を保管する容器は、防じん、防湿及び防⾍の構造のも
のであること。

  3 機内の液体に直接接触する部品は、分解して洗浄及び殺菌を容易
に⾏なうことができる構造のものであること。

  4 機内の液体を常時摂⽒⼗度以下に保つに⼗分な能⼒を有する温度
⾃動調節装置付冷却機が設備されている構造のものであること。

  5 機内の液体の保つ温度を⽰す温度計が、コツプ販売式⾃動販売機
の外側から読みとれるように設備されている構造のものであるこ
と。

  6 調理に⽤いる⽔を⽔道の給⽔せんから⾃動的に注⼊することがで
きる構造のものであること。

  7 調理に⽤いる⽔を五分間煮沸する装置⼜はこれと同等以上の効⼒
を有する殺菌装置が設備されている構造のものであること。

  8 販売する際に⽤いるコツプは、殺菌された未使⽤の紙製、合成樹
脂製⼜はアルミニウムはく製であつて、コツプがほこり等によつ



て汚染されないような構造の保管器具に保管されているものであ
ること。

  9 調理に⽤いる乳酸菌飲料がコツプ販売式⾃動販売機の中で希しや
くされない構造のものであること。

  10 調理に⽤いる乳酸菌飲料を⼊れる内蔵タンクは⼀つであつて、そ
の容量は⼗リツトル以下であること。

  11 コツプ受⼝は、販売するときのほか、外部としや断されている構
造のものであること。

（⼆） 乳等の容器包装⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準
（1） ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂肪⽜

乳、加⼯乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装
⼜はこれらの原材料の規格及び製造⽅法の基準

  1 ⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜乳、無脂
肪⽜乳、加⼯乳及びクリームの販売⽤の容器包装は、ガラス瓶、
合成樹脂製容器包装（ポリエチレン、エチレン・⼀―アルケン共
重合樹脂、ナイロン⼜はポリプロピレン（以下この号において
「合成樹脂」という。）を⽤いる容器包装をいう。以下この号に
おいて同じ。）、合成樹脂加⼯紙製容器包装（ポリエチレン加⼯
紙⼜はエチレン・１―アルケン共重合樹脂加⼯紙（以下この号に
おいて「合成樹脂加⼯紙」という。）を⽤いる容器包装をいう。
以下この号において同じ。）、⾦属⽸（クリームの容器として使
⽤するものに限る。以下この号において同じ。）⼜は組合せ容器
包装（⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、低脂肪⽜
乳、無脂肪⽜乳及び加⼯乳にあつては合成樹脂及び合成樹脂加⼯
紙を⽤いる容器容装、クリームにあつては合成樹脂、合成樹脂加
⼯紙⼜は⾦属のうち⼆以上を⽤いる容器包装をいう。以下この号
において同じ。）であつて、それぞれ次の規格⼜は基準に適合す
るものであること。

  a ガラス瓶は、着⾊していない透明なものであつて、⼝内径が⼆六
ｍｍ以上のものであること。

  b 合成樹脂製容器包装及び合成樹脂加⼯紙製容器包装は、次の条件
に適合するものであること。
Ａ 次の試験法による試験に適合するものであること。この場合
イ、ロ及びハの試験に⽤いる試験溶液は、試料を⽔でよく洗つた
後、各試験法に規定されている浸出⽤液を⽤いて、液体を満たす
ことができる試料にあつては、浸出⽤液を六〇度（ｎ―ヘプタン
にあつては、⼆五度）に加温して満たした後、液体を満たすこと
ができない試料にあつては、ゴム製の台板上に内容物が直接接触
する⾯を上にして置き、ステンレス製⼜はガラス製の円筒形の筒
を載せ、締付⾦具を⽤いて締め、表⾯積⼀ｃｍ２当たり⼆ｍｌの
割合で六〇度（ｎ―ヘプタンにあつては、⼆五度）に加温した浸
出⽤液を⼊れた後、それぞれ時計⽫で覆い、六〇度（ｎ―ヘプタ



ンにあつては、⼆五度）に保ちながら時々かき混ぜて三〇分間
（ｎ―ヘプタンにあつては、⼀時間）浸出し調製する。

イ 重⾦属
浸出⽤液として四％酢酸を⽤いて作つた試験溶液⼆〇ｍｌをネス
ラー管に採り、⽔を加えて五〇ｍｌとする。これに硫化ナトリウ
ム試液⼆滴を加えて混和し、五分間放置するとき、その呈⾊は、
鉛標準溶液⼆ｍｌに四％酢酸⼆〇ｍｌ及び⽔を加えて五〇ｍｌと
し、以下試験溶液の場合と同様に操作して作製した標準⾊より濃
くてはならない。
硫化ナトリウム試液 硫化ナトリウム五ｇを⽔⼀〇ｍｌ及びグリ
セリン三〇ｍｌの混液に溶かす。⼜は⽔酸化ナトリウム五ｇを⽔
三〇ｍｌ及びグリセリン九〇ｍｌの混液に溶かし、その半容量を
採り、冷時硫化⽔素を飽和し、これを残りの半容量と混和する。
遮光した⼩瓶に満たし、密栓して保存する。作製後三⽉以内に使
⽤する。
鉛標準溶液 硝酸鉛⼀五九・⼋ｍｇを希硝酸（硝酸⼀〇・五ｍｌ
に⽔を加えて⼀〇〇ｍｌとしたもの）⼀〇ｍｌに溶かし、⽔を加
えて⼀、〇〇〇ｍｌとし原液とする。この液の作製及び保存には
可溶性鉛塩を含まないガラス器具を⽤いる。
原液⼀〇ｍｌを採り、⽔を加えて⼀〇〇ｍｌとする。この液⼀ｍ
ｌは鉛〇・〇⼀ｍｇを含む。この液は⽤時作製する。

ロ 蒸発残留物
浸出⽤液として、⽜乳、特別⽜乳、殺菌⼭⽺乳、成分調整⽜乳、
低脂肪⽜乳、無脂肪⽜乳及び加⼯乳の容器包装にあつては四％酢
酸を⽤いて作つた試験溶液⼆〇〇ｍｌから三〇〇ｍｌ（クリーム
の容器包装にあつては、ｎ―ヘプタンを⽤いて作つた試験溶液⼆
〇〇ｍｌから三〇〇ｍｌをナス型フラスコに移し、減圧濃縮して
⼆ｍｌから三ｍｌとしたその濃縮液及びそのフラスコをｎ―ヘプ
タン約五ｍｌずつで⼆回洗つたその洗液）を、あらかじめ⼀〇五
度で乾燥した重量既知の⽩⾦製⼜は⽯英製の蒸発⽫に採り、⽔浴
上で蒸発乾固する。次に、これを⼀〇五度で⼆時間乾燥した後、
デシケーター中で放冷する。冷後、ひよう量して蒸発残渣量を精
密に量り、この残渣量（ｍｇ）をＡとし次式により蒸発残留物の
量を求めるとき、その量は⼀五ｐｐｍ以下でなければならない。
蒸発残留物（ｐｐｍ）＝｛（Ａ－Ｂ）×１，０００｝÷（試験溶液
の採取量（ｍｌ）×Ｆ）
Ｂ︓試験溶液と同量の４％酢酸⼜はｎ―ヘプタンについて得た空
試験時の残渣量（ｍｇ）
Ｆ︓浸出⽤液として４％酢酸を⽤いた場合は１、ｎ―ヘプタンを
⽤いた場合は５



ハ 過マンガン酸カリウム消費量
三⾓フラスコに⽔⼀〇〇ｍｌ、硫酸（⼀→三）五ｍｌ及び〇・〇
⼀ｍｏｌ／１過マンガン酸カリウム溶液五ｍｌを⼊れ、五分間煮
沸した後、液を捨て⽔で洗う。この三⾓フラスコに浸出⽤液とし
て⽔を⽤いて作つた試験溶液⼀〇〇ｍｌを採り、硫酸（⼀→三）
五ｍｌを加え、更に〇・〇⼀ｍｏｌ／１過マンガン酸カリウム溶
液⼀〇ｍｌを加え、加熱して五分間煮沸する。次に、加熱をや
め、直ちに〇・〇⼀ｍｏｌ／１シユウ酸ナトリウム溶液⼀〇ｍｌ
を加えて脱⾊した後、〇・〇⼀ｍｏｌ／１過マンガン酸カリウム
溶液で微紅⾊が消えずに残るまで滴定し、その滴定量（ｍｌ）を
Ａとして次式により過マンガン酸カリウム消費量を求めるとき、
その量は五ｐｐｍ以下でなければならない。
過マンガン酸カリウム消費量（ｐｐｍ）＝〔｛（Ａ－Ｂ）Ｆ×１，
０００｝÷１００〕×０．３１６
Ｂ︓試験溶液と同量の⽔について得た空試験時の０．０１Ｎ過マ
ンガン酸カリウム溶液の滴定量（ｍｌ）
Ｆ︓０．００２ｍｏｌ／１過マンガン酸カリウム溶液の規定度係
数
〇・〇⼀ｍｏｌ／１過マンガン酸カリウム溶液 過マンガン酸カ
リウム約〇・三三ｇを⽔に溶かして⼀、〇〇〇ｍｌとし、遮光し
た共栓瓶に保存する。⽤時〇・〇⼀ｍｏｌ／１シユウ酸ナトリウ
ム溶液を⽤いて標定する。
標定 ⽔⼀〇〇ｍｌを採り、硫酸（⼀→三）五ｍｌ及び過マンガ
ン酸カリウム溶液五ｍｌを加えて五分間煮沸する。次に、加熱を
やめ、直ちに〇・〇⼀ｍｏｌ／１シユウ酸ナトリウム溶液⼀〇ｍ
ｌを加えて脱⾊した後、過マンガン酸カリウム溶液を微紅⾊が消
えずに残るまで滴加する。この液に硫酸（⼀→三）五ｍｌ及び過
マンガン酸カリウム溶液五ｍｌを加え、五分間煮沸した後、〇・
〇⼀ｍｏｌ／１シユウ酸ナトリウム溶液⼀〇ｍｌを加え、直ちに
過マンガン酸カリウム溶液で滴定し、次式により過マンガン酸カ
リウム溶液の規定度係数を求める。
規定度係数＝１０÷（５＋ａ）
ａ︓過マンガン酸カリウム溶液の滴定量（ｍｌ）
〇・〇⼀ｍｏｌ／１シユウ酸ナトリウム溶液 シユウ酸ナトリウ
ム〇・六七〇〇ｇを⽔に溶かして⼀、〇〇〇ｍｌとし、遮光した
共栓瓶に保存する。作製後⼀⽉以内に使⽤する。

ニ 破裂強度
容器包装の中央部分を切り取り試料とする。試料を図のように固
定し、圧⼒室へ毎分九五ｍｌ±⼀〇ｍｌの割合でグリセリンを注⼊
し、圧⼒を加え、破れが⽣じるまでの最⼤値を測定し、その値を
ｋＰａで表すとき、その値は、内容量が三〇〇ｍｌ以下のものに
あつては⼀九六・⼀ｋＰａ（常温保存可能品の容器包装にあつて



は三九⼆・三ｋＰａ）以上、三〇〇ｍｌを超えるものにあつては
四九〇・三ｋＰａ（常温保存可能品の容器包装にあつては七⼋
四・五ｋＰａ）以上でなければならない。

ホ 封かん強度
密栓した容器包装の側⾯⼜は底⾯の中央に直径〇・五ｃｍから
⼀・〇ｃｍの⽳をあけ（内容物があるものにあつては、これを除
去する。）、送気⽤ノズルを装着し、図のように圧縮機及び圧⼒
計を接続する。
次に、圧縮機を作動して、⼀〇秒間で⼀三・三ｋＰａまで加圧を
⾏うとき、容器包装の破損⼜は空気漏れがないものでなければな
らない。

ヘ ピンホール
容器包装に⼀〇％エタノールに〇・四％の割合でメチレンブルー
を溶かした溶液を満たし、これをろ紙上に置き、三〇分間静置し
た後、ろ紙上にメチレンブルーのはん点を⽣じないものでなけれ
ばならない。
Ｂ 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン⼜はエチレン・
⼀―アルケン共重合樹脂であること。
Ｃ 内容物に直接接触する部分に使⽤する合成樹脂には、添加剤
を使⽤してはならない。ただし、合成樹脂製容器包装であつて、
合成樹脂⼀ｋｇに対しステアリン酸カルシウム（⽇本薬局⽅に規
定するステアリン酸カルシウムに限る。）を⼆・五ｇ以下若しく
はグリセリン脂肪酸エステル（⾷品、添加物等の規格基準に規定
するグリセリン脂肪酸エステルの成分規格に適合するものに限
る。）を〇・三ｇ以下使⽤する場合⼜は⼆酸化チタン（⾷品、添
加物等の規格基準に規定する⼆酸化チタンの成分規格に適合する
ものに限る。）を使⽤する場合については、この限りでない。
Ｄ 内容物に直接接触する部分に使⽤する合成樹脂は、次の試験
法による試験に適合するものであること。

イ ｎ―ヘキサン抽出物
試料約⼆・五ｇを精密に量り、温度計、還流冷却器及びかくはん
棒を装置した⼆、〇〇〇ｍｌの三頸フラスコに採り、ｎ―ヘキサ
ン⼀、〇〇〇ｍｌを加え、これを⼆〇分から⼆五分の間に五〇度
となるように徐々に加熱し、この温度で⼆時間保つた後抽出液を
温時ろ過して重量既知の共栓三⾓フラスコ中に採り、ろ液の重量
を量る。この場合、回収率は少なくとも最初の溶媒の九〇％以上
でなければならない。
次に、ろ液の約半量を⼀、〇〇〇ｍｌのビーカーに移し、ビーカ
ーをガラスカバーで覆い、窒素を連続的に流しながら溶媒を蒸発
させる。溶媒を蒸発させながら残りのろ液及び最後に三⾓フラス



コをｎ―ヘキサン⼆〇ｍｌずつで⼆回洗つた洗液を加え、全溶液
を約五〇ｍｌまで濃縮した後、これを重量既知の⽯英製蒸発⽫に
採り、ビーカーを⼆〇ｍｌずつ温ｎ―ヘキサンで⼆回洗い、洗液
を蒸発⽫に合わす。ビーカー中に温ｎ―ヘキサン不溶性の残渣の
あるときは、トルエンを加え加熱して溶かし、蒸発⽫に合わす。
蒸発⽫を注意して⽔溶上で加熱して溶液を蒸発乾固した後、真空
デシケーター中に⼊れ、⼀⼆時間放冷後蒸発残渣量を精密に量
り、この残渣量（ｇ）をＡとし次式によりｎ―ヘキサン抽出物を
求めるとき、その量は⼆・六％以下でなければならない。
ｎ―ヘキサン抽出物（％）＝｛（Ａ－Ｂ）÷試料（ｇ）｝×１００
Ｂ︓試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時の残渣量（ｇ）

ロ キシレン可溶物
試料五・〇〇ｇ±〇・〇〇五ｇを精密に量り、温度計及び還流冷却
器を装置した⼆、〇〇〇ｍｌの⼆頸フラスコに採り、キシレン
⼀、〇〇〇ｍｌを加え、これにガラス製沸騰⽯を投⼊した後急速
に加熱し、沸騰開始後は還流が起こる程度に加熱を続ける。⼆時
間還流後フラスコを五〇度まで冷却し、更に冷⽔により⼆五度か
ら三〇度までの温度に急速に冷却した後、⼆五度±⼀度の恒温槽中
に⼀夜放置する。
次に、抽出液をろ紙、更にガラスろ過器を⽤いてろ過し、最初の
ろ液四五〇ｍｌから五〇〇ｍｌを重量既知の⼀、〇〇〇ｍｌの三
⾓フラスコ中に採り、これを精密に量り、このろ液の重さ（ｇ）
をＷ１とする。三⾓フラスコ中にマグネチツクスターラーを⼊れ
冷却管に連結後、窒素を毎分⼆ｌから三ｌの速度で吹き込み、か
くはんしながら毎分⼀⼆ｍｌから⼀三ｍｌの速度で蒸留する。
フラスコ中の溶液が三〇ｍｌから五〇ｍｌとなつたとき、これを
重量既知の乾燥蒸発⽫に採り、フラスコを約⼀五ｍｌずつのキシ
レンで⼆回洗浄し、洗液は蒸発⽫に合わす。次に、蒸発⽫上に静
かな窒素気流を送り、過熱しないよう注意しながら熱板上で蒸板
乾固させる。蒸発⽫を真空デシケーター中で⼀⼆時間放冷した
後、蒸発残渣量を精密に量り、この残渣量（ｇ）をＷ２とし、次
式によりキシレン可溶物を求めるとき、その量は⼀⼀・三％以下
でなければならない。 キシレン可溶物（％）＝｛（Ｗ２－Ｗ３）
÷Ｗ１｝×｛（ρ×１０３）÷試料（ｇ）｝×１００
Ｗ３︓試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時の残渣量
（ｇ）
ρ︓キシレンの密度

ハ ヒ素
試料⼆ｇを分解フラスコに採り、硝酸⼆〇ｍｌを加えて内容物が
流動状になるまで弱く加熱する。冷後硫酸五ｍｌを加えて⽩煙が
発⽣するまで加熱し、液がなお褐⾊を呈するときは冷後硝酸五ｍ



ｌを追加して加熱する。この操作を液が無⾊⼜は淡⻩⾊となるま
で繰り返す。冷後飽和シユウ酸アンモニウム溶液⼀五ｍｌを加
え、再び⽩煙が発⽣するまで加熱し、冷後⽔を加えて⼆五ｍｌと
し、これを試験溶液とする。
試験溶液五ｍｌを採り、⾷品、添加物等の規格基準第２ 添加物
の部Ｂ ⼀般試験法の項のヒ素試験法中の装置Ａを⽤いる⽅法に
より試験を⾏うとき、その呈⾊はヒ素標準液四ｍｌを分解フラス
コに採り、硝酸⼆〇ｍｌを加え以下試料の場合と同様に操作して
作製した標準⾊より濃くてはならない。

ニ 重⾦属
試料⼆ｇを⽩⾦製⼜は⽯英製の蒸発⽫に採り、少量の硫酸を加
え、徐々に加熱してできるだけ低温でほとんど灰化させる。冷後
更に硫酸⼀ｍｌを加えて徐々に加熱し、硫酸の蒸気がほとんど発
⽣しなくなつた後、⽕⼒を強めて四五〇度から五五〇度でほとん
ど⽩⾊の灰分が得られるまで加熱する。残留物に塩酸⼀ｍｌ及び
硝酸〇・⼆ｍｌを加え、⽔浴上で蒸発乾固し、これに希塩酸（塩
酸⼆三・六ｍｌに⽔を加えて⼀〇〇ｍｌとしたもの、以下この試
験において同じ。）⼀ｍｌ及び⽔⼀五ｍｌを加え、加熱して溶解
し、冷後フエノールフタレイン試液⼀滴を加え、溶液がわずかに
紅⾊を呈するまでアンモニア試液を滴加し、希酢酸（酢酸六ｇに
⽔を加えて⼀〇〇ｍｌとしたもの、以下この試験において同
じ。）⼆ｍｌを加え、必要があればろ過し、⽔を加えて五〇ｍｌ
とし、これを試験溶液とする。
試験溶液五〇ｍｌに硫化ナトリウム試液⼆滴を加えて混和し、五
分間放置するとき、その呈⾊は鉛標準溶液四ｍｌに希酢酸⼆ｍｌ
及び⽔を加えて五〇ｍｌとし、以下試験溶液の場合と同様に操作
して作製した標準⾊より濃くてはならない。
フエノールフタレイン試液 フエノールフタレイン⼀ｇをエタノ
ール⼀〇〇ｍｌに溶かす。
アンモニア試液 アンモニア⽔⼀〇ｍｌに⽔を加えて三〇ｍｌと
する。
硫化ナトリウム試液 Ａのイ 重⾦属に規定する硫化ナトリウム
試液を⽤いる。
鉛標準溶液 Ａのイ 重⾦属に規定する鉛標準溶液を⽤いる。
Ｅ 常温保存可能品の容器包装にあつては、遮光性を有し、か
つ、気体透過性のないものであること。
⾦属⽸は、次号ｃに規定する条件に適合するものであること。
ｄ 組合せ容器包装は、合成樹脂及び合成樹脂加⼯紙にあつては
それぞれｂに規定する合成樹脂製容器包装及び合成樹脂加⼯紙製
容器包装の規格⼜は基準（常温保存可能品に係る規格を除く。）
に、⾦属にあつてはｃに規定する⾦属⽸の規格⼜は基準に適合す
るものであること。この場合において、ｂのＡに規定する規格



（封かん強度を除く。）については、合成樹脂及び合成樹脂加⼯
紙のそれぞれについて試験に適合するものとし、破裂強度中試料
はポリエチレン及びポリエチレン加⼯紙を⽤いた部分のそれぞれ
の中央部分を切り取つたものとし、ｂのＢに規定する規格中「ポ
リエチレン加⼯紙製容器包装」とあり、ｂのＣに規定する基準中
「ポリエチレン製容器包装」とあるのは「組合せ容器包装」と読
み替えるものとする。

  2 はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の販売⽤の容器包装は、ガラス
瓶、合成樹脂製容器包装、合成樹脂加⼯紙製容器包装、合成樹脂
加⼯アルミニウム箔製容器包装、⾦属⽸⼜は組合せ容器包装（合
成樹脂、合成樹脂加⼯紙、合成樹脂加⼯アルミニウム箔⼜は⾦属
のうち⼆以上を⽤いる容器包装をいう。以下この号において同
じ。）であつて、それぞれ次の規格⼜は基準に適合するものであ
ること。

  a ガラス瓶は、透明なものであること。
  b 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加⼯紙製容器包装及び合成樹脂加

⼯アルミニウム箔製容器包装は、次の条件に適合するものである
こと。
Ａ 前号ｂのＡに規定する規格（破裂強度を除く。）及び次の試
験法による試験に適合するものであること。この場合において、
蒸発残留物中浸出⽤液は四％酢酸とする。
イ アンチモン（ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合
成樹脂を使⽤した容器包装に限る。）
（２）の１のｄのＤ アンチモンを準⽤する。
ロ ゲルマニウム（ポリエチレンテレフタレートを主成分とする
合成樹脂を使⽤した容器包装に限る。）
（２）の１のｄのＥ ゲルマニウムを準⽤する。
Ｂ 次のいずれかの試験法による試験に適合するものであるこ
と。
イ 破裂強度
前号ｂのＡのニ 破裂強度を準⽤する。
ロ 突き刺し強度
容器包装の中央部分を切り取り試料とする。試料を固定し、試料
⾯に直径⼀・〇ｍｍ、先端形状半径〇・五ｍｍの半円形の針を毎
分五〇ｍｍ±五ｍｍの速度で突き刺し、針が貫通するまでの最⼤荷
重を測定し、その値をＮで表すとき、その値は九・⼋Ｎ以上でな
ければならない。
Ｃ 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン、エチレン・１
―アルケン共重合樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレンを主成分
とする合成樹脂⼜はポリエチレンテレフタレートを主成分とする
合成樹脂であること。
Ｄ 内容物に直接接触する部分に使⽤するポリエチレン、エチレ
ン・⼀―アルケン共重合樹脂及びポリプロピレンを主成分とする



合成樹脂は、前号ｂのＤに規定する規格に適合するものであるこ
と。
ただし、ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂におけるｎ―ヘ
キサン抽出物は五・五％、キシレン可溶物は三〇％以下でなけれ
ばならない。
Ｅ 内容物に直接接触する部分に使⽤するポリスチレンは、次の
試験法による試験に適合するものであること。

イ 揮発性物質
（イ） 試験溶液の調製
試料約〇・五ｇを精密に量り、⼆〇ｍｌのメスフラスコに採り、
ジメチルホルムアミドを適当量加える。試料が溶けた後シクロペ
ンタノール溶液⼀ｍｌを加え、次にジメチルホルムアミドを加え
⼆〇ｍｌとする。
シクロペンタノール溶液 シクロペンタノール⼀ｍｌにジメチル
ホルムアミドを加え⼀〇〇ｍｌとし、その⼀〇ｍｌを採り、更に
ジメチルホルムアミドを加えて⼀〇〇ｍｌとする。（ロ）におい
て同じ。
（ロ） 検量線の作成
スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及
びｎ―プロピルベンゼンのそれぞれ約五〇ｍｇを精密に量り、⼀
〇〇ｍｌのメスフラスコに採り、ジメチルホルムアミドを加えて
⼀〇〇ｍｌとする。この溶液⼀ｍｌ、⼆ｍｌ、三ｍｌ、四ｍｌ及
び五ｍｌを採り、それぞれ⼆〇ｍｌのメスフラスコに⼊れ、それ
ぞれにシクロペンタノール溶液⼀ｍｌを加えた後ジメチルホルム
アミドを加えて⼆〇ｍｌとし、これを標準溶液とする。標準溶液
をそれぞれ三μｌ採り、ガスクロマトグラフを⽤いて次の操作条件
で試験を⾏い、得られたクロマトグラムからスチレン、トルエ
ン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びｎ―プロピルベ
ンゼンのピーク⾯積とシクロペンタノールのピーク⾯積との⽐を
求め、それぞれの検量線を作成する。
カラム担体 ガスクロマトグラフ⽤ケイソウ⼟（標準網ふるい⼀
七五μｍから⼆四六μｍ）を⽤いる。
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマトグラフ⽤ポリ
エチレングリコールを⼆五％含ませる。
カラム管 内径三ｍｍから四ｍｍ、⻑さ⼆、〇〇〇ｍｍから三、
〇〇〇ｍｍのステンレス管⼜はガラス管を⽤いる。
カラム温度 九〇度から⼀⼀〇度
試験溶液注⼊⼝温度 ⼆⼆〇度
検出器 ⽔素炎イオン化検出器を⽤いる。⼆⼆〇度付近で操作す
る。検出感度が最⾼となるように⽔素及び空気量を調整する。
キヤリヤーガス 窒素を⽤いる。シクロペンタノールが⼀五分か
ら⼆〇分で流出する流速に調整する。



（ハ） 試験
試験溶液三μｌを採り、ガスクロマトグラフを⽤いて（ロ） 検量
線の作成の場合と同様の操作条件により試験を⾏い、得られたク
ロマトグラムから各ピーク⾯積とシクロペンタノールのピーク⾯
積との⽐を求める。それぞれの検量線を⽤いてスチレン、トルエ
ン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びｎ―プロピルベ
ンゼンの各含量を求め、次式により各成分の濃度を求めるとき、
各成分の濃度の合計は⼀、五〇〇ｐｐｍ以下でなければならな
い。
濃度（ｐｐｍ）＝（成分の含量（ｍｇ）÷試料の重量（ｇ））×
１，０００

ロ ヒ素
前号ｂのＤのハ ヒ素を準⽤する。

ハ 重⾦属
前号ｂのＤのニ 重⾦属を準⽤する。
Ｆ 常温保存可能品の容器包装にあつては、遮光性を有し、か
つ、気体透過性のないものであること。
Ｇ 内容物に直接接触する部分に使⽤するポリエチレンテレフタ
レートを主成分とする合成樹脂は、次の試験法による試験に適合
するものであること。
カドミウム及び鉛
次号ｃのＢのイ カドミウム及び鉛を準⽤する。
ｃ ⾦属⽸は、次の条件に適合するものであること。
Ａ 次の試験法による試験に適合するものであること。この場
合、試験に⽤いる試験⽤液の調製は、前号ｂのＡに規定する試験
溶液の調製と同様とする。
イ ヒ素
浸出⽤液として四％酢酸を⽤いて作つた試験溶液⼀〇ｍｌを採
り、⾷品、添加物等の規格基準第２ 添加物の部Ｂ ⼀般試験法
の項のヒ素試験法中の装置Ａを⽤いる⽅法により試験を⾏うと
き、その呈⾊は標準⾊より濃くてはならない。
ロ 重⾦属
前号ｂのＡのイ 重⾦属を準⽤する。
ハ 蒸発残留物（内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使⽤し
たものに限る。）
前号ｂのＡのロ 蒸発残留物を準⽤する。この場合において、⽤
いる浸出⽤液は四％酢酸とする。
ニ 過マンガン酸カリウム消費量（内容物に直接接触する部分に
合成樹脂を使⽤したものに限る。）
前号ｂのＡのハ
過マンガン酸カリウム消費量を準⽤する。



ホ フエノール（内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使⽤し
たものに限る。）
浸出⽤液として⽔を⽤いて作つた試験溶液五ｍｌを採り、臭素試
液五滴を加え、⼀時間放置するとき、帯⻩⽩⾊の沈殿を⽣じては
ならない。
臭素試液 栓にワセリンを塗布した共栓瓶に臭素⼆ｍｌから三ｍ
ｌを⼊れ、冷⽔⼀〇〇ｍｌを加え、密栓して振り混ぜ、静置した
後、その⽔層を⽤いる。遮光して冷所に保存する。
ヘ ホルムアルデヒド（内容物に直接接触する部分に合成樹脂を
使⽤したものに限る。）
浸出⽤液として⽔を⽤いて作つた試験溶液⼀〇ｍｌを採り、⼆
〇％リン酸⼀ｍｌを加えた後、⼆〇〇ｍｌのメスシリンダーに⽔
五ｍｌから⼀〇ｍｌを⼊れ、冷却器のアダプターが⽔に浸るよう
にして⽔蒸気蒸留を⾏い、留液が約⼀九〇ｍｌになつたとき蒸留
をやめ、⽔を加えて⼆〇〇ｍｌとする。その五ｍｌを内径約⼀・
五ｃｍの試験管に採り、アセチルアセトン試液五ｍｌを加えて混
和し、⽔浴中で⼀〇分間加熱するとき、その呈⾊は、⽔五ｍｌを
内径約⼀・五ｃｍの試験管に採り、アセチルアセトン試液五ｍｌ
を加えて混和し、⽔浴中で⼀〇分間加熱して得られた標準⾊より
濃くてはならない。
アセチルアセトン試液 酢酸アンモニウム⼀五〇ｇを⽔に溶か
し、酢酸三ｇ及びアセチルアセトン⼆ｍｌを加え、更に⽔を加え
て⼀、〇〇〇ｍｌとする。⽤時作製する。
Ｂ 内容物に直接接触する部分に使⽤する合成樹脂は、次の試験
法による試験に適合するものであること。
イ カドミウム及び鉛
（イ） 試験溶液の調製
試料をあらかじめ⼗分乾燥させた後、その約⼀ｇを精密に量り、
⽩⾦製⼜は⽯英製の蒸発⽫に採り、硫酸⼀〇滴を加えて徐々に加
熱し、硫酸分をほとんど蒸発させた後直⽕上で乾固する。これを
引き続き⽕⼒を強めながら約四五〇度で加熱して灰化する。蒸発
⽫の内容物を硫酸で潤して再び加熱し、ほとんど⽩⾊の灰分が得
られるまでこの操作を繰り返し⾏う。ポーラログラフ法を⽤いる
場合にあつては、この残留物に電解液⼀〇ｍｌを加え（直流ポー
ラログラフを⽤いる場合にあつては、更にゼラチン溶液〇・⼆ｍ
ｌを加える。）、時々かき混ぜて三時間放置し、これを試験溶液
とする。原⼦吸光光度法を⽤いる場合にあつては、この残留物に
〇・⼀ｍｏｌ／１硝酸⼀〇ｍｌを加えて溶解し、鉛の試験溶液と
する。さらにこの試験溶液⼀ｍｌを採り、これに〇・⼀ｍｏｌ／
１硝酸を加えて⼀〇ｍｌとし、カドミウムの試験溶液とする。
電解液 七〇％過塩素酸七・⼋ｍｌに⽔を加えて五〇〇ｍｌと
し、この液に〇・⼀Ｎ塩酸⼀〇ｍｌ及び⽔を加えて⼀、〇〇〇ｍ
ｌとする。



〇・⼀ｍｏｌ／１塩酸 塩酸九・五ｍｌに⽔を加えて⼀、〇〇〇
ｍｌとする。
ゼラチン溶液 ゼラチン⼀〇〇ｍｇに⽔⼀〇〇ｍｌを加え、加温
して溶かす。⽤時作製する。
〇・⼀ｍｏｌ／１硝酸 硝酸六・四ｍｌに⽔を加えて⼀、〇〇〇
ｍｌとする。
（ロ） 試験
ポーラログラフ法⼜は原⼦吸光光度法により⾏う。
ポーラログラフ法
この試験では、直流ポーラログラフ、交流ポーラログラフ⼜はク
形波ポーラログラフを⽤いる。
試験溶液五ｍｌを電解瓶に採り、電解瓶の⽩⾦線が隠れるまで⽔
銀を注⼊した後、⼆五度の恒温槽に⼊れ、滴下⽔銀電極を挿⼊す
る。次に、電解瓶に窒素を⼀五分間通じた後、マイナス⼀、〇〇
〇ｍｖからマイナス四〇〇ｍｖの間のポーラログラフを描かせる
とき、カドミウム及び鉛の波⾼は、カドミウム・鉛⽐較標準溶液
を⽤いて試験溶液の場合と同様に操作して得られた波⾼より⾼く
てはならない。
カドミウム・鉛⽐較標準溶液
第⼀液 ⾦属カドミウム⼀〇〇ｍｇを七〇％過塩素酸七・⼋ｍｌ
に溶かし、〇・⼀ｍｏｌ／１塩酸⼀〇ｍｌ及び⽔を加えて⼀、〇
〇〇ｍｌとする。
第⼆液 硝酸鉛⼀五九・⼋ｍｇを電解液に溶かして⼀、〇〇〇ｍ
ｌとする。
第⼀液⼀〇ｍｌに第⼆液⼀〇ｍｌを加え、更に電解液を加えて⼀
〇〇ｍｌとする（直流ポーラログラフを⽤いる場合にあつては、
更にゼラチン溶液⼆ｍｌを加えてよく振り混ぜる。）。
〇・⼀ｍｏｌ／１塩酸 塩酸九・五ｍｌに⽔を加えて⼀、〇〇〇
ｍｌとする。
ゼラチン溶液 ゼラチン⼀〇〇ｍｇに⽔⼀〇〇ｍｌを加え、加温
して溶かす。⽤時作製する。
窒素 ⾼純度窒素を⽤いる。
原⼦吸光光度法
原⼦吸光光度計の光源ランプ（カドミウムの試験にあつてはカド
ミウム中空陰極ランプを、鉛の試験にあつては鉛中空陰極ランプ
を⽤いる。）を点灯させ、適当な電流値に調整する。アセチレン
ガス⼜は⽔素に点⽕した後、ガス及び圧縮空気の流量を調整す
る。次に、試験溶液の⼀部をそれぞれフレーム中に噴霧し、カド
ミウムの試験にあつては、波⻑⼆⼆⼋・⼋ｎｍで、鉛の試験にあ
つては、波⻑⼆⼋三・五ｎｍで吸光度を測定するとき、試験溶液
の吸光度は、カドミウム標準溶液及び鉛標準溶液を⽤いてそれぞ
れ試験溶液の場合と同様に操作して得られた吸光度より⼤きくて
はならない。



カドミウム標準溶液 ⾦属カドミウム⼀〇〇ｍｇを⼀〇％硝酸五
〇ｍｌに溶かして⽔浴上で蒸発乾固し、残留物に〇・⼀ｍｏｌ／
１硝酸を加えて⼀、〇〇〇ｍｌとする。この液⼀ｍｌを採り、
〇・⼀ｍｏｌ／１硝酸を加えて⼀〇〇ｍｌとする。
鉛標準溶液 硝酸鉛⼀五九・⼋ｍｇを〇・⼀ｍｏｌ／１硝酸に溶
かして⼀、〇〇〇ｍｌとする。この液⼀〇ｍｌを採り、〇・⼀ｍ
ｏｌ／１硝酸を加えて⼀〇〇ｍｌとする。
ロ ジブチルスズ化合物（塩化ビニル樹脂を使⽤するものに限
る。）
（イ） 試験溶液の調製
試料をあらかじめ⼗分乾燥させた後、その⼀〇ｇを五〇〇ｍｌの
共栓フラスコに⼊れ、四塩化炭素⼀〇〇ｍｌ及びメタノール五〇
ｍｌを加え、還流冷却器を付けて⽔浴中で時々振り混ぜながら四
時間加熱する。冷後この液をろ過し、ろ液を⽔浴上で蒸発乾固
し、残留物をエタノールに溶かして五ｍｌとする。
（ロ） 試験
クロマトグラフイー⽤ろ紙の下端から四〇ｍｍの所に鉛筆で線を
引き、この線上に試験溶液三μｌ及びジブチルスズ標準溶液三μｌ
を⽤いてそれぞれ微量ピペツトではん点をつけ、⾵乾する。この
場合試験溶液のはん点とジブチルスズ標準溶液のはん点の中⼼間
の距離は約⼆五ｍｍとする。次に、このろ紙を、メタノールと⼀
ｍｏｌ／１塩酸を三対⼀の割合で混合した溶液を⼊れた円筒形ガ
ラス容器中に、ろ紙が器壁に接触しないように注意して、栓に垂
直につるし、ろ紙の下端約⼀〇ｍｍを溶媒中に浸し、容器を密栓
して放置する。溶媒が試料のはん点の位置より⼀三ｃｍ上昇した
ときろ紙を容器から取り出し、⾵乾する。次に、ろ紙をアンモニ
ア蒸気中に五分間放置した後、ピロカテコールバイオレツト試液
を噴霧したとき、ジブチルスズ標準溶液から得たはん点とほとん
ど同じ位置に、⻘⾊のはん点を認めてはならない。ただし、ろ紙
はクロマトグラフイー⽤ろ紙を⼀〇％フタル酸ジオクチル・メタ
ノール溶液に浸した後、⾵乾したものを⽤いる。
⼆塩化ジブチルスズ ⼆塩化ジブチルスズ九九％以上を含むもの
を⽤いる。
⼀ｍｏｌ／１塩酸 塩酸九五ｍｌに⽔を加えて⼀、〇〇〇ｍｌと
する。
ピロカテコールバイオレツト試液 ピロカテコールバイオレツト
〇・⼀ｇを⽔に溶かして⼀〇〇ｍｌとする。
ジブチルスズ標準溶液 ⼆塩化ジブチルスズ⼀〇〇ｍｇをエタノ
ールで溶かして⼀、〇〇〇ｍｌとする。
⼀〇％フタル酸ジオクチル・メタノール溶液 フタル酸ビス（⼆
―エチルヘキシル）⼀〇ｇをメタノールに溶かして⼀〇〇ｍｌと
する。
ハ クレゾールリン酸エステル（塩化ビニル樹脂を使⽤するもの



に限る。）
（イ） 試験溶液の調製
試料をあらかじめ⼗分乾燥させた後、その⼀〇ｇを五〇〇ｍｌの
共栓フラスコに採り、四塩化炭素⼀〇〇ｍｌ及びメタノール五〇
ｍｌを加え、還流冷却器を付けて⽔浴中で時々振り混ぜながら四
時間加熱する。冷後この液をろ過し、ろ液を⽔浴上で蒸発乾固
し、残留物をエタノールに溶かして五ｍｌとする。次に、この溶
液⼆・五ｍｌを共栓フラスコに⼊れ、〇・五ｍｏｌ／１エタノー
ル製⽔酸化カリウム溶液六〇ｍｌを加え、還流冷却器を付けて⽔
浴中で⼆時間加熱する。冷後⽔三〇ｍｌを加え、これを減圧濃縮
して約三〇ｍｌとし、⼀Ｎ硫酸を滴加して ｐＨ 三に調整す
る。次に、この溶液を分液漏⽃に移した後、フラスコをジエチル
エーテル⼆〇ｍｌずつで⼆回洗い、洗液を分液漏⽃に加え、激し
く振り混ぜた後静置する。次に、下層を別の分液漏⽃に移し、ジ
エチルエーテル四〇ｍｌずつで⼆回抽出し、これを最初のジエチ
ルエーテル抽出液に合わせる。この抽出液をクデルオダニツシユ
濃縮器を⽤いて⽔浴上で約⼀ｍｌとなるまで濃縮し、エタノール
を加えて五ｍｌとする。
〇・五ｍｏｌ／１エタノール製⽔酸化カリウム溶液 ⽔酸化カリ
ウム三五ｇを⽔三〇ｍｌに溶かし、エタノールを加えて⼀、〇〇
〇ｍｌとし、共栓⼜はゴム栓で密栓した容器に⼊れて⼆四時間放
置し、上澄液を別の瓶に速やかに傾斜して採り、ゴム栓で密栓し
て遮光下に保存する。
⼀ｍｏｌ／１硫酸 硫酸三〇ｍｌを⽔⼀、〇〇〇ｍｌ中にかき混
ぜながら徐々に加え、放冷する。
（ロ） 試験
定性試験
試験溶液及びクレゾール標準溶液をそれぞれ五μｌずつを採り、ガ
スクロマトグラフを⽤いて次の操作条件で試験を⾏い、得られた
試験溶液のクロマトグラムのピークの保持時間とクレゾール標準
溶液のクロマトグラムのピークの保持時間を⽐較する。
操作条件⼀
カラム担体 ガスクロマトグラフ⽤ケイソウ⼟（標準網ふるい⼀
四九μｍから⼀七七μｍ）を⽤いる。
カラム充てん剤 カラム担体に対してトリキシレニルホスフエイ
トを⼀〇％及びリン酸を〇・五％含ませる。
カラム管 内径三ｍｍから四ｍｍ、⻑さ三、〇〇〇ｍｍのステン
レス管⼜はガラス管を⽤いる。
カラム温度 ⼀四〇度
試験溶液注⼊⼝温度 ⼆⼆〇度
検出器 ⽔素炎イオン化検出器を⽤いる。⼆⼆〇度付近で操作す
る。検出感度が最⾼となるように⽔素及び空気量を調整する。
キヤリヤーガス 窒素を⽤いる。ｍ―クレゾールが約⼀〇分で流



出する流速に調整する。
操作条件⼆
カラム担体 ガスクロマトグラフ⽤ケイソウ⼟（標準網ふるい⼀
四九μｍから⼀七七μｍ）を⽤いる。
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマトグラフ⽤変性
ラノリンを⼀〇％含ませる。
カラム管 内径三ｍｍから四ｍｍ、⻑さ三、〇〇〇ｍｍのステン
レス管⼜はガラス管を⽤いる。
カラム温度 ⼀六〇度
試験溶液注⼊⼝温度 ⼆五〇度
検出器 ⽔素炎イオン化検出器を⽤いる。⼆五〇度付近で操作す
る。検出感度が最⾼となるように⽔素及び空気量を調整する。
キヤリヤーガス 窒素を⽤いる。ｍ―クレゾールが約⼀五分で流
出する流速に調整する。
定量試験
定性試験において試験溶液のクロマトグラムのピークの保持時間
がクレゾール標準溶液のクロマトグラムのピークのうち少なくと
もその⼀つの保持時間と⼀致するときは、次の試験を⾏う。
定性試験の操作条件⼀⼜は⼆のうちいずれか適切な条件のもとに
得られた試験結果に基づき試験溶液中のクレゾールのピーク⾯積
を測定するとき、その⾯積はクレゾール標準溶液のピーク⾯積よ
り⼤きくてはならない。
クレゾール標準溶液 ｍ―クレゾール〇・〇四四ｇ、ｏ―クレゾ
ール〇・〇四四ｇ及びｐ―クレゾール〇・〇四四ｇをエタノール
に溶かして⼀五〇ｍｌとする。
トリキシレニルホスフエイト トリキシレニルホスフエイト九
⼋％以上含むものを⽤いる。
ニ 塩化ビニル（塩化ビニル樹脂を使⽤するものに限る。）
（イ） 試験溶液の調製
試料をあらかじめ⼗分乾燥させた後、その約⼀ｇを精密に量り、
⼆〇ｍｌのメスフラスコに⼊れ、テトラヒドロフランを適当量加
え、冷所に保存し時々振り混ぜる。試料が溶けた後、メタノー
ル・ドライアイス浴中で冷却したテトラヒドロフランを加えメタ
ノール・ドライアイス浴中で⼆〇ｍｌとし、メタノール・ドライ
アイス浴中で保存する。
テトラヒドロフラン テトラヒドロフランに硫酸第⼀鉄⼜は⽔素
化リチウムアルミニウムを加えて蒸留し、試験を妨害する物質を
含まないことを確認する。
（ロ） 試験
定性試験
試験溶液及び塩化ビニル標準溶液をそれぞれ⼀〇μ ずつを採り、
ガスクロマトグラフを⽤いて次の操作条件で試験を⾏い、得られ
た試験溶液のクロマトグラムのピークの保持時間と塩化ビニル標



準溶液のクロマトグラムのピークの保持時間を⽐較する。
操作条件⼀
カラム担体 ガスクロマトグラフ⽤ケイソウ⼟（標準網ふるい⼀
四九μｍから⼀七七μｍ）を⽤いる。
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマトグラフ⽤ポリ
プロピレングリコールを⼀五％から⼆〇％含ませる。
カラム管 内径三ｍｍから四ｍｍ、⻑さ⼆、〇〇〇ｍｍから三、
〇〇〇ｍｍのステンレス管⼜はガラス管を⽤いる。
カラム温度 六〇度から七〇度
試験溶液注⼊⼝温度 ⼀五〇度
検出器 ⽔素炎イオン化検出器を⽤いる。⼆〇〇度付近で操作す
る。検出感度が最⾼となるように⽔素及び空気量を調整する。
キヤリヤーガス 窒素を⽤いる。塩化ビニルが約九〇秒で流出す
る流速に調整する。   操作条件⼆
カラム充てん剤 ガスクロマトグラフ⽤多孔性ポリマービーズ
（標準網ふるい⼀四九μｍ から⼀七七μｍ）を⽤いる。
カラム管 内径三ｍｍから四ｍｍ⻑さ⼀、五〇〇ｍｍのステンレ
ス管⼜はガラス管を⽤いる。
カラム温度 ⼀⼆〇度
試験溶液注⼊⼝温度 ⼀五〇度
検出器 ⽔素炎イオン化検出器を⽤いる。⼀五〇度付近で操作す
る。検出感度が最⾼となるように⽔素及び空気量を調整する。
キヤリヤーガス 窒素を⽤いる。塩化ビニルが約三分から四分で
流出する流速に調整する。
定量試験
定性試験において試験溶液のクロマトグラムのピークの保持時間
が塩化ビニル標準溶液のクロマトグラムのピークの保持時間と⼀
致するときは、次の試験を⾏う。
定性試験の操作条件⼀⼜は⼆のうちいずれか適切な操作条件のも
とに得られた試験結果に基づき試験溶液中の塩化ビニルのピーク
⾼を測定するとき、その⾼さは塩化ビニル標準溶液のピーク⾼よ
り⾼くてはならない。
塩化ビニル標準溶液 ⼆〇〇ｍｌのメスフラスコに約⼀九〇ｍｌ
のエタノールを⼊れ、シリコンゴム栓をして重量を精密に量る。
このメスフラスコをメタノール・ドライアイス浴中で冷却し、あ
らかじめ液化した塩化ビニル約⼆〇〇ｍｇをシリコンゴム栓を通
して注⼊した後、その重量を精密に量り、増量（ａｍｇ）を求め
る。シリコンゴム栓を通してメタノール・ドライアイス浴中で冷
却したエタノールを注⼊し、⼆〇〇ｍｌとする。次に、これをメ
タノール・ドライアイス浴中で冷却し、その⼀ｍｌを採り、メタ
ノール・ドライアイス浴中で冷却したエタノールを加えて⼆〇〇
ｍｌとし、更にその⼀ｍｌを採り、メタノール・ドライアイス浴
中で冷却したエタノールを加えて⼀〇〇ｍｌとする。メタノー



ル・ドライアイス浴中で保存する。
標準溶液の補正係数＝ａ÷２００
エタノール 九九・五％エタノールに硫酸第⼀鉄を加えて蒸留
し、試験を妨害する物質を含まないことを確認する。
ｄ 組合せ容器包装は、次の条件に適合するものであること。
Ａ 次の試験法による試験に適合するものであること。封かん強
度
前号ｂのＡのホ 封かん強度を準⽤する。
Ｂ 合成樹脂、合成樹脂加⼯紙及び合成樹脂加⼯アルミニウム箔
（密栓の⽤に供するものを除く。）は、それぞれｂに規定する合
成樹脂製容器包装、合成樹脂加⼯紙製容器包装及び合成樹脂加⼯
アルミニウム箔製容器包装の規格（封かん強度及び常温保存可能
品に係る規格を除く。）に、⾦属は、ｃに規定する⾦属⽸の規格
（封かん強度を除く。）に適合するものであること。この場合に
おいて、ｂのＢのイ 破裂強度において準⽤するとされた前号ｂ
のＡのニ 破裂強度中試料は合成樹脂、合成樹脂加⼯紙及び合成
樹脂加⼯アルミニウム箔を⽤いた部分のそれぞれの中央部分を切
り取つたものとし、その強度の最⼤値は四九〇・三ｋＰａ以上と
し、ｂのＢのロ 突き刺し強度中試料は合成樹脂、合成樹脂加⼯
紙及び合成樹脂加⼯アルミニウム箔を⽤いた部分のそれぞれの中
央部分を切り取つたものとする。
Ｃ 密栓の⽤に供する合成樹脂加⼯アルミニウム箔は、次の試験
法による試験に適合するものであること。この場合イ、ロ、ハ、
ニ及びホの試験に⽤いる試験溶液は、ゴム製の台板上に内容物が
直接接触する⾯を上にして試料を置き、ステンレス製⼜はガラス
製の円筒形の筒を載せ、締付⾦具を⽤いて締めた後、表⾯積⼀ｃ
ｍ２当たり⼆ｍｌの割合で六〇度に加温した各試験法に規定され
ている浸出⽤液を⼊れ、時計⽫で覆い、六〇度に保ちながら時々
かき混ぜて三〇分間浸出し調製する。
イ 重⾦属
前号ｂのＡのイ 重⾦属を準⽤する。
ロ 蒸発残留物
前号ｂのＡのロ 蒸発残留物を準⽤する。この場合において、⽤
いる浸出溶液は四％酢酸とする。
ハ 過マンガン酸カリウム消費量
前号ｂのＡのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準⽤する。
ニ フエノール
ｃのＡのホ フエノールを準⽤する。
ホ ホルムアルデヒド
ｃのＡのヘ ホルムアルデヒドを準⽤する。
ヘ 破裂強度
前号ｂのＡのニ 破裂強度（常温保存可能品に係る規格を除
く。）を準⽤する。この場合において、試料は密栓の中央部分を



切り取つたものとし、その強度の最⼤値は⼀九六・⼀ｋＰａ以上
とする。
Ｄ 密栓の⽤に供する合成樹脂加⼯アルミニウム箔の内容物に直
接接触する部分に使⽤する合成樹脂は、次の試験法による試験に
適合するものであること。    イ ヒ素    前号ｂのＤのハ 
ヒ素を準⽤する。
ロ カドミウム及び鉛
ｃのＢのイ カドミウム及び鉛を準⽤する。
ハ ジブチルスズ化合物（塩化ビニル樹脂を使⽤するものに限
る。）
ｃのＢのロ ジブチルスズ化合物を準⽤する。
ニ クレゾールリン酸エステル（塩化ビニル樹脂を使⽤するもの
に限る。）
ｃのＢのハ クレゾールリン酸エステルを準⽤する。
ホ 塩化ビニル（塩化ビニル樹脂を使⽤するものに限る。）
ｃのＢのニ 塩化ビニルを準⽤する。

  3 前各号に規定する容器包装以外の容器包装を使⽤しようとする者
は、厚⽣⼤⾂の承認を受けなければならないこと。

  4 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加⼯紙製容器包装、合成樹脂加⼯
アルミニウム箔製容器包装を製造する者は、製造した当該容器包
装を殺菌し、前各号に規定する容器包装に使⽤する紙のふた⼜は
合成樹脂、合成樹脂加⼯紙、合成樹脂加⼯アルミニウム箔若しく
は⾦属のうち⼆以上を⽤いる容器包装に⽤いられる合成樹脂、合
成樹脂加⼯紙、合成樹脂加⼯アルミニウム箔若しくは⾦属を製造
する者は、製造した当該紙のふた、合成樹脂、合成樹脂加⼯紙、
合成樹脂加⼯アルミニウム箔⼜は⾦属を殺菌すること。ただし、
殺菌効果を有する⽅法で製造されたものにあつては、この限りで
ない。

（2） 調製粉乳の容器包装⼜はその原材料の規格及び製造⽅法の基準
  1 調製粉乳の販売⽤の容器包装は、⾦属⽸（開⼝部分の密閉のため

に合成樹脂を使⽤するものを含む。以下同じ。）、合成樹脂ラミ
ネート容器包装（合成樹脂にアルミニウム箔を貼り合わせた容器
包装⼜はこれにセロフアン若しくは紙を貼り合わせた容器包装を
いう。以下同じ。）⼜は組合せ容器包装（⾦属⽸及び合成樹脂ラ
ミネートを⽤いる容器包装をいう。以下この号において同じ。）
であつて、それぞれ次の規格⼜は基準に適合するものであるこ
と。
ａ ⾦属⽸⼜は組合せ容器包装は、密閉できる構造のものである
こと。

     
  b ⾦属⽸⼜は組合せ容器包装の開⼝部分の密閉に使⽤する合成樹脂

は、ポリエチレン、エチレン・１―アルケン共重合樹脂⼜はポリ



エチレンテレフタレートであること。
  c 合成樹脂ラミネート容器包装⼜は組合せ容器包装に⽤いる合成樹

脂ラミネートにあつては、内容物に直接接触する部分がポリエチ
レン、エチレン・１―アルケン共重合樹脂⼜はポリエチレンテレ
フタレートであること。

  d 内容物に直接接触する部分にポリエチレン、エチレン・１―アル
ケン共重合樹脂⼜はポリエチレンテレフタレートを使⽤した容器
包装にあつては、次の試験法による試験に適合するものであるこ
と。この場合、試験に⽤いる試験溶液は、試料を⽔でよく洗つた
後、各試験法に規定されている浸出⽤液を⽤いて、液体を満たす
ことができる試料にあつては、浸出⽤液を六〇度に加温して満た
した後（⾦属⽸の密閉にポリエチレン⼜はポリエチレンテレフタ
レートを使⽤したものにあつては、当該部分が下になるようにし
て満たす。）、液体を満たすことができない試料にあつては、ゴ
ム製の台板上に内容物が直接接触する⾯を上にして置き、ステン
レス製⼜はガラス製の円筒形の筒を載せ、締付⾦具を⽤いて締
め、表⾯積⼀ｃｍ２当たり⼆ｍｌの割合で六〇度に加温した浸出
⽤液を⼊れた後、それぞれ時計⽫で覆い、六〇度に保ちながら
時々かき混ぜて三〇分間浸出し調製する。
Ａ 重⾦属
（１）の１のｂのＡのイ 重⾦属を準⽤する。
Ｂ 蒸発残留物
（１）の１のｂのＡのロ 蒸発残留物を準⽤する。
Ｃ 過マンガン酸カリウム消費量
（１）の１のｂのＡのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準⽤す
る。
Ｄ アンチモン（ポリエチレンテレフタレートを使⽤した容器包
装に限る。）
浸出⽤液として四％酢酸を⽤いて作つた試験溶液四〇〇ｍｌを分
解フラスコに採り、硫酸五ｍｌを加え、⽩煙が発⽣するまで加熱
濃縮する。冷後、液が澄明となるまで過酸化⽔素を⼀滴ずつ約⼀
〜⼆ｍｌ加え、⽩煙が発⽣するまで加熱濃縮する。このとき、液
が着⾊するようであれば、この操作を繰り返す。冷後、少量の⽔
を加えて五〇ｍｌのメスフラスコに移し、ヨウ素・Ｌ―アスコル
ビン酸試液⼀〇ｍｌ及び⽔を加えて五〇ｍｌとする。別に四％酢
酸を⽤いて試験溶液と同様に操作して得られた溶液を対照とし、
波⻑三三〇ｎｍで吸光度を測定するとき、試験溶液の吸光度は、
アンチモン⽐⾊標準溶液の吸光度より⼤きくてはならない。
アンチモン⽐⾊標準溶液 アンチモン五〇〇ｍｇを採り、硫酸⼆
五ｍｌを加え、加熱して溶かし、冷後、硫酸（⼀→六）を加えて
五〇〇ｍｌとし、その⼀ｍｌを採り、硫酸（⼀→六）を加えて⼀
〇〇ｍｌとする。更にこの液⼀ｍｌを五〇ｍｌのメスフラスコに
採り、硫酸（⼀→⼆）⼀〇ｍｌ、ヨウ素・Ｌ―アスコルビン酸試



液⼀〇ｍｌ及び⽔を加えて五〇ｍｌとする。
ヨウ素・Ｌ―アスコルビン酸試液 ヨウ化カリウム⼀⼀⼆ｇ及び
Ｌ―アスコルビン酸⼆〇ｇを⽔に溶かして五〇〇ｍｌとする。
過酸化⽔素 過酸化⽔素⽔（三〇％）特級
Ｅ ゲルマニウム（ポリエチレンテレフタレートを使⽤した容器
包装に限る。）
浸出⽤液として四％酢酸を⽤いて作つた試験溶液四〇〇ｍｌを分
解フラスコに採り、硫酸五ｍｌを加え、⽩煙が発⽣するまで加熱
濃縮する。冷後、液が澄明となるまで過酸化⽔素を⼀滴ずつ約⼀
〜⼆ｍｌ加え、⽩煙が発⽣するまで加熱濃縮する。このとき、液
が着⾊するようであれば、この操作を繰り返す。冷後、少量の⽔
を加えて⼆〇ｍｌのメスフラスコに移し、更に⽔を加えて⼆〇ｍ
ｌとする。この液⼀〇ｍｌを分液漏⽃に採り、塩酸三〇ｍｌ及び
四塩化炭素⼆〇ｍｌを加えて⼆分間激しく振り混ぜた後、四塩化
炭素層を分取し、これを四塩化炭素抽出液とする。次いで、〇・
〇五％フエニルフルオロン試液⼆ｍｌ及びエタノール六ｍｌを⼆
〇ｍｌのメスフラスコに⼊れてあらかじめ混合したものに四塩化
炭素抽出液⼀〇ｍｌを加え、更にエタノールを加えて正確に⼆〇
ｍｌとする。別に四％酢酸を⽤いて試験溶液と同様に操作して得
られた溶液を対照として、波⻑五〇⼋ｎｍで吸光度を測定すると
き、試験溶液の吸光度は、ゲルマニウム⽐⾊標準溶液の吸光度よ
り⼤きくてはならない。
〇・〇五％フエニルフルオロン試液 フエニルフルオロン〇・〇
五ｇを塩酸〇・五ｍｌを含むエタノールに溶かして⼀〇〇ｍｌと
する。
ゲルマニウム⽐⾊標準溶液 ⼆酸化ゲルマニウム⼀四四ｍｇを⽩
⾦るつぼに採り、無⽔炭酸ナトリウム⼀ｇを加え、⼗分に混合し
た後、加熱融解し、冷後、⽔を加えて溶かす。塩酸を加えて中和
した後、⼀ｍｌ過剰に塩酸を加え、更に⽔を加えて⼀〇〇ｍｌと
する。この液⼀ｍｌを採り、⽔を加えて⼆〇〇ｍｌとし、その⼆
ｍｌを分液漏⽃に採り、⽔⼋ｍｌ及び塩酸三〇ｍｌを加え、更に
四塩化炭素⼆〇ｍｌを加えて⼆分間激しく振り混ぜた後、四塩化
炭素層を分取し、これを四塩化炭素抽出液とする。あらかじめ、
〇・〇五％フエニルフルオロン試液⼆ｍｌ及びエタノール六ｍｌ
を⼆〇ｍｌのメスフラスコに⼊れて混合し、これに四塩化炭素抽
出液⼀〇ｍｌを加え、更にエタノールを加えて⼆〇ｍｌとする。
Ｆ 破裂強度（合成樹脂ラミネート容器包装及び組合せ容器包装
に限る。）
（１）の１のｂのＡの⼆ 破裂強度を準⽤する。ただし、合成樹
脂ラミネート容器包装にあつては、その強度の最⼤値は、内容量
が三〇〇ｇ以下のものにあつては⼀九六・⼀ｋＰａ以上、三〇〇
ｇを超えるものにあつては四九〇・三ｋＰａ（外包装（⼩売りの
ために容器包装の上にした包装をいう。）をした場合において、



当該外包装と合わせた破裂強度の最⼤値が九⼋〇・七ｋＰａ以上
であるときは、⼀九六・⼀ｋＰａ）以上とし、組合せ容器包装に
あつては、試料は合成樹脂ラミネートを⽤いた部分のそれぞれの
中央部分を切り取つたものとし、その強度の最⼤値は四九〇・三
ｋＰａ以上とする。

  e 内容物に直接接触する部分に使⽤するポリエチレン及びエチレ
ン・１―アルケン共重合樹脂には、添加剤を使⽤してはならな
い。

  f 内容物に直接接触する部分に使⽤するポリエチレン及びエチレ
ン・１―アルケン共重合樹脂は、次の試験法による試験に適合す
るものであること。
Ａ ｎ―ヘキサン抽出物
（１）の１のｂのＤのイ ｎ―ヘキサン抽出物を準⽤する。
Ｂ キシレン可溶物
（１）の１のｂのＤのロ キシレン可溶物を準⽤する。
Ｃ ヒ素
（１）の１のｂのＤのハ ヒ素を準⽤する。
Ｄ 重⾦属
（１）の１のｂのＤのニ 重⾦属を準⽤する。

  g 内容物に直接接触する部分に使⽤するポリエチレンテレフタレー
トは、次の試験法による試験に適合するものであること。
カドミウム及び鉛
（１）の２のｃのＢのイ カドミウム及び鉛を準⽤する。

  h 封かん強度
封かん強度は、（１）の１のｂのＡのホ 封かん強度を準⽤する
試験法による試験に適合するものであること。

  2 前号に規定する容器包装以外の容器包装を使⽤しようとする者
は、厚⽣⼤⾂の承認を受けなければならないこと。

  3 合成樹脂ラミネート容器包装を製造する者は、製造した当該容器
包装を殺菌し、合成樹脂ラミネート及び⾦属⽸を⽤いる容器包装
に⽤いられる合成樹脂ラミネート⼜は⾦属を製造する者は、製造
した合成樹脂ラミネート⼜は⾦属を殺菌すること。ただし、殺菌
効果を有する⽅法で製造されたものにあつては、この限りでな
い。

 


